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燃料デブリ取り出しプログラム部 部長 

 新沢 昌一  福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 

燃料デブリ取り出しプログラム部 ＰＶＣ関連設備・内部調査ＰＪＧＭ 

 祐川 貴也  福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 

燃料デブリ取り出しプログラム部 小規模取出し検討ＰＪＧ 

 徳間 英昭  福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 

汚染水対策プログラム部 部長 
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議事 

○伴委員 それでは、定刻になりましたので、ただいまから特定原子力施設監視・評価検

討会の第109回会合を開催します。 

 今回も対面とウェブ会議システムを併用しての開催となります。円滑な運営に御協力を

お願いいたします。 

 本日は、外部有識者として井口先生、橘高先生、田中理事長、徳永先生、蜂須賀会長、

山本先生に御出席いただいております。 

 また、オブザーバーとして、福島県から高坂原子力対策監、資源エネルギー庁から山口

室長、原子力損害賠償・廃炉等支援機構から中村執行役員に御出席いただいております。 

 東京電力ホールディングスからは、飯塚廃炉担当他の方々に御出席いただいております

が、小野CDOは御都合がつかず、本日は欠席と伺っております。 

 では、本日もよろしくお願いいたします。 

 では、最初に配付資料の確認及び会議を進める上での留意事項の説明を事務局からお願

いします。 

○岩永室長 1F室の岩永でございます。 

 議事次第を御覧ください。本日の議題ですけども、ALPS処理水の放出の進捗状況、次に

1号機PCV内のペデスタルの状況を踏まえた対応状況、ALPSスラリー脱水設備に関する検討
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状況、あと汚染水対策の現状と今後について、その他の五つの議題から構成されておりま

す。 

 資料につきましては、議事次第の記載のものも、あらかじめ共有させていただいており

ますが、後半のほう、つけている資料で特段御意見があるようでしたら挙手等、進行の中

で御発言いただければ、御意見をいただければと思っております。 

 また、本日の会議を進めるに当たり、発言の際には次の4点に御留意ください。発言の

とき以外はマイクを切ると。進行者からの指名後に、所属とお名前を言っていただいてか

ら発言をお願いします。 

 あと、質問・確認したい資料のページ番号を言っていただければと思います。あと、最

後ですけども、接続の状況によって発言が遅延する場合がありますので、ゆっくりの御発

言でよろしくお願いいたします。御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○伴委員 それでは、最初の議題、議題の1、ALPS処理水海洋放出の進捗状況に入ります。 

 御存じのとおり、ALPS処理水の海洋放出につきましては、第1回目の放出が8月24日から

開始されました。そして、第2回目の放出が本日から開始されたと伺っております。 

 この議題では、1回目の放出結果及びALPS処理水の分析結果を含む2回目の放出の概要に

ついて、情報共有するものです。 

 最初に、東京電力から概要の説明をしていただいて、その後、原子力規制庁から、JAEA

安全研究センターに委託して実施した、2回目の放出に対する処理水の独立分析の結果に

ついてお知らせいたします。 

 では、東京電力から資料1-1の説明をお願いします。 

○松本（東電） 東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの松本でござい

ます。 

 私から、資料1-1に従いまして、ALPS処理水の海洋放出の状況について御報告させてい

ただきます。 

 先ほど伴委員からお話があったとおり、ちょうど本日、第2回目の放出を開始いたしま

した。本日10時18分、海水移送ポンプの1台目を起動しておりまして、上流水槽に貯留し

ておりました処理水を今は押し出すような形での放出が開始されております。 

 なお、現時点では、処理水の流量といたしましては、1時間当たり19m3、希釈する海水

の流量といたしましては、1時間当たり1万5,200m3で、順調に放出を開始しているという
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状況でございます。 

 それでは、資料をおめくりください。1ページを御覧ください。まず、第1回の放出の状

況でございますけれども、8月24日に開始いたしまして、計画どおり9月11日に終了いたし

ております。処理水の放出量といたしましては7,788m3、放出したトリチウムの総量は約

1.1兆Bqという状況でございます。 

 放出期間中の運転パラメータの状況につきまして、2ページを御覧ください。 

 まず、左側はALPS処理水の移送流量及び積算流量でございます。1時間当たり19m3の安

定した放出が継続できておりまして、いわゆる急激な変状、増加現象等はありませんでし

た。したがいまして、積算流量も右肩上がりの一線上の放出の量になっています。 

 最後、9月10日に、いわゆるポンプでの移送が終了いたしまして、最後、9月11日には移

送配管に残っております処理水約16m3をろ過水と置換するという作業を行いまして、全工

程を終了させたという状況でございます。 

 その結果といたしまして、処理水の放出量といたしましては7,788m3という状況でござ

います。 

 また、右側のグラフは、希釈している海水の移送流量でございます。こちらも1時間当

たり1万5,200m3程度で、安定した運転が継続できたというふうに考えております。 

 3ページにお進みください。こちらはALPS処理水の移送ポンプの出口に設置しておりま

す放射線モニタの状況でございます。 

 今回の放出に当たりましては、右上の移送系統図で言いますところのA系を使用してお

ります。ALPS処理水の移送ポンプA、放射線モニタのA、緊急遮断弁-1（A）、-2（A）、A系

を使っての放出になります。移送ポンプ、測定確認をタンクの時点であらかじめ放射性物

質の濃度は確認しておりますので、問題ないものが放出されておりますけれども、この放

射線モニタでは、想定外の事象が発生したとしても、この時点で異常をつかまえて放出を

停止するという目的のモニタでございます。 

 左側に、放射線モニタの指示値の状況でございますが、バックグラウンドウエブ、大体

6cps前後で安定して推移しているという状況でございます。 

 続きまして、4ページにお進みください。こちらは放出期間中の希釈後のトリチウムの

濃度になります。 

 運用上の上限値でございます1L当たり1,500Bq未満を満足していることはもちろんのこ

と、運用値の上限であります700Bqを下回る運用ができております。水色が計算値、オレ
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ンジ色が分析値になります。計算値といいますのは、トリチウムの濃度は測定にほぼ1日

を要しますので、私どもといたしましては、希釈前のトリチウムの濃度を希釈する際に用

いています処理水の流量、希釈する海水の流量で計算することによって、オンラインで見

ているものでございます。また、分析値のほうは、1日1回にはなりますけれども、実際に

海水配管ヘッダーから水をサンプリングして、その水のトリチウム濃度を測定していると

いう状況になります。 

 計算値につきましては、あと、分析値の比較におきましては、このような状況になって

おりまして、分析値のほうが大体160～200Bq/L前後で推移いたしております。なお、計算

値に関しましては、トリチウムの濃度、それから処理水の流量に関しまして、計算上の保

守性を見込んでおりますので、分析値よりも高めに出ているという特徴がございます。 

 続きまして、5ページにお進みください。ALPS処理水の希釈倍率でございますけれども、

政府方針にのっとり、100倍以上の希釈ができているということはもちろんでございます

が、海水移送ポンプが定格流量よりも流量が多いということもございまして、800倍の希

釈ができているという状況でございます。 

 続きまして、6ページにお進みください。こちらは測定・評価対象核種（29核種）の放

射能の総量でございます。 

 トリチウムに関しましては、今回の放出で約1.1兆Bqという報告をさせていただきまし

たが、その他の放射性物質につきましても、分析値に対しまして放出量7,788m3を掛け算

することにより求めております。 

 例えば左上、炭素14でございますが、濃度といたしまして1.4×101、すなわち14Bq/Lで

ございましたので、放出量といたしましては、1.1×108Bq、すなわち1億1,000万Bqの放出

が今回あったというような状況でございます。 

 それぞれ分析値に数字があるものにつきましては、このような評価を行っておりまして、

分析値が検出限界値未満の核種に関しましては、未満であるということしか分かっており

ませんので、放射能の総量といたしましてはバーの表記、評価を実施していないというこ

とにしてます。 

 なお、過去の核種の濃度につきましては、7ページのところに記載させていただきまし

た。特徴的なのは、0.28という告示濃度比総和でございますが、途中、13番目にございま

すヨウ素129が、割合としては0.28分の中の0.22を占めているというような状況でござい

ます。 
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 8ページに関しましては、こちらは放出時の第一段階で実施した、放水立坑の上流水槽

の中でしっかり混合希釈ができているかということを確認したものでございます。実測値

が55.3×101、53Bq/Lでございました。放水立坑の計算値は105Bqでございまして、105Bq

に対しまして、分析する際のばらつき53～210の間に入っているということを確認いたし

ております。 

 続きまして、9ページからが、海域モニタリングの実績につきまして御報告いたします。

それぞれ、左側の縦軸に試料採取点、右側に採取日が記載してございます。 

 なお、放出開始の直後の当面1か月間にわたりまして、迅速に測定する方法といたしま

して、検出限界値を10Bq/Lに上げた測定を実施しております。こちらに関しましては、8

月31日のところのT-0-1Aのところで10Bqというものが検出されておりますけれども、これ

以外のところは検出限界値未満でございました。こちらに関しましては、海流の変わり目、

潮目が変わるときに、一時的に海水の流れが滞留したときのタイミングでサンプリング、

採水をしたものというふうに考えておりますが、今後も、こういった傾向については、し

っかり把握していきたいというふうに思っております。 

 また、その他のところにつきましては、0.1ないしは0.4Bq/Lの検出限界値を下げた通常

の分析を行っておりますが、こちらに関しましては、8月24日の2.6、それから30日のとこ

ろに黒枠で囲ってございますように、1～3Bq程度の検出がされているという状況でござい

ます。 

 また、9月4日に対しましても、このような検知ができているというような状況になりま

すが、いずれにいたしましても、拡散の状況に関しましては、特に大きな、これまで想定

されていないようなことが起こっているということではなくて、想定の範囲内というふう

に判断いたしております。 

 最後に、13ページへお進みください。こちらが5号機の取水量のモニタリングの状況で

ございます。取水する海水につきましては、定常の全γのモニタリングをしておりますけ

れども、こちらは毎日1回、5号機の取水口での海水のセシウム137の濃度を調べていると

いう状況でございます。オレンジ色の横棒を引っ張っているところがB群の放出期間でご

ざいますが、放出前後におきまして、変動がないという確認をいたしました。 

 以上が第1回の放出の状況でございまして、14ページから、第2回の放出の概要について

お話しいたします。 

 K4-C群に貯留しています処理水を放出するわけでございますけれども、まず処理水の性
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状といたしましては、測定評価対象核種（29核種）の告示濃度比総和は1未満のうち0.25

でございました。トリチウムの濃度は、1L当たり14万Bq。自主的に有意に存在していない

ことを確認している39核種については、全ての核種で有意な存在はないことを確認してお

ります。また、水質検査に関しましても、国・県の基準を満たしているという状況でござ

います。 

 放出水の予定量といたしましては、B群の際と同じく約7,800m3、放出のスピードという

意味では、1日当たり460m3の放出を考えています。 

 したがいまして、放出期間という意味では、一番最後の行になりますけれども、約17日

を予定しておりますが、最後、処理水の置換がございますので、順調に推移いたしますと、

10月23日に放出が完了するという予定でございます。 

 また、希釈用の海水の流量は、1日当たり34万m3でございますので、希釈しているトリ

チウムの想定濃度といたしましては、1L当たり190Bqという状況でございます。 

 また、欄外にございますとおり、今回の希釈によりまして、29核種につきましては、海

水希釈前が0.25に対して、740倍の希釈が行われますので、0.00034、トリチウムに関しま

しては、2.33に対しまして0.0032ということで、合計いたしましても、0.0035が告示濃度

比総和になります。したがいまして、1未満に対しまして1/290というような放出計画にな

っています。 

 15ページは、先ほど申し上げたC群の分析結果になります。 

 詳細につきましては、16ページのほうに29核種の告示分析値、それから、それぞれの告

示濃度比がございます。B群と同様に、0.25に対しまして、支配的なのはヨウ素129でござ

いまして、0.2というのが今回のC群の排出になります。 

 17ページがトリチウムの分析結果、18ページが自主的に測定している39核種、19ページ

がその他一般水質の確認項目というような状況になっています。 

 最後に、20ページに23年度の放出計画を記載させていただいております。現在実施して

いるのが2行目、第2回放出でございまして、約7,800m3の処理水を放出するほか、今年度

中に第3回、第4回の放出を計画しているという状況でございます。 

 なお、21ページ以降は、海域モニタリングの分析の状況でございまして、特段、異常は

認められていないということと考えております。 

 東京電力からは以上でございます。 

○伴委員 ありがとうございました。 
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 それでは、続きまして、原子力規制庁から資料1-2の説明をお願いします。 

○松田室長補佐 規制庁の松田です。 

 資料1-2を御覧ください。こちらでは、規制庁で実施しましたALPS処理水の分析結果に

ついて御報告させていただきます。 

 まず、ページをおめくりいただきまして、右下2ページ目、目的になります。 

 前回、4月の本検討会でも御報告させていただきまして、1バッチ目と同様になりますが、

政府方針で示されている客観性や透明性の担保ということに鑑みまして、独立した立場で

分析の妥当性を確認するということとしております。 

 本年4月に開催しました本検討会におきまして、放出の1バッチ目に対する原子力規制庁

の分析結果を説明させていただきましたが、今般、2バッチ目、先ほど伴委員のほうから

もお話しいただきましたが、本日、2バッチ目の放出が開始されたということで、今般、2

バッチ目の放出に際しまして、同様に妥当性の確認を分析という形で実施しましたので、

その結果について御報告させていただきます。 

 なお、前回と同様に、原子力規制庁からは、日本原子力研究開発機構の安全研究センタ

ーのほうへ委託をしまして、本分析を実施しております。 

 そうしましたら、次、3ページ目を御覧ください。3ページ目は分析試料になりまして、

こちらは先ほど東京電力のほうからも御報告いただきましたが、2023年、今年の6月26日

に、本日から放出を開始しておりますC群のバッチについて、サンプリングがされており

ます。これは先ほど東京電力から報告いただいた分析の試料と同一のものということで、

規制庁として分析するサンプルをサンプリングしております。 

 次、4ページ目をおめくりください。こちらは分析対象核種になっておりまして、今回

は、主に検出される核種のうちから7核種を分析対象としております。コバルト60、ルテ

ニウム106、アンチモン125、ヨウ素129、セシウム134、137、炭素14ということになって

おります。 

 前回は、これに加えまして、主に検出されるであろうという核種として、ストロンチウ

ム90、トリチウム、テクニチウム99。あと、存在量の確認をするという目的で、塩素36、

鉄55、セレン79を合わせた13核種で実施しておりました。 

 今回は、より効果的・効率的に分析の信頼性を確認するということを目的としまして、

今回の7核種に限定して実施をしております。 

 続きまして、5ページ目を御覧ください。こちらは分析方法になっておりまして、前回
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と同様になりますので、説明のほうは割愛させていただきます。 

 続きまして、右下6ページ目、分析結果の比較になります。こちらは前回と同様になり

ますが、今回もEn数、Enスコアという方法で、参考までに比較をしております。 

 このEnスコアという評価につきましては、分析値に差が生じた原因を検討するための一

つの指標と考えておりまして、この結果をもって、東京電力の分析値に対する妥当性を一

概に判断するものではないと考えてはおります。 

 4月の検討会におきましても、この比較評価について、外部委員の方々からコメントは

いただいておりまして、ほかの方法としてt検定など、異なる評価方法も採用できないか

ということで、検討はしましたが、データの数、n数の関係等から、今回も一つの指標と

してEnスコアを採用させていただいております。 

 続きまして、右下7ページ目を御覧ください。分析結果になります。 

 まず、検出されなかった、不検出であった3核種になります。定量下限値未満というこ

とですね。ルテニウム106、アンチモン125、セシウム134につきましては、こちら、規制

庁側の分析値、東京電力の分析値ともに、不検出という結果でございました。 

 その検出下限値に関しましても、告示濃度限度の1/100分を下回っている検出下限値で

分析、測定がなされておりますので、一応条件は満たしているという結果になっておりま

す。 

 続きまして、右下8ページを御覧ください。分析結果の中で、検出された4核種をお示し

しております。上からコバルト60、ヨウ素129、セシウム137、炭素14ということになって

おりまして、JAEAと東京電力の分析結果をそれぞれ示しております。 

 Enスコアで比較をしました結果が一番右の欄に上から示してございまして、ここの数字

が1以下であれば一致をしていると。科学的に一致をしているという判断になりますので、

こちら、検出された4核種に関しましても、全て一致していたという結果になっておりま

す。 

 続きまして9ページ、右下9ページを御覧ください。分析結果をそれぞれグラフでお示し

しております。検出された4核種についてお示ししております。こちらを見ていただきま

しても、それぞれ同程度であろうということが御覧いただけるかと思います。 

 結論としましては、今回、独立分析という形で、再度、規制庁側でも実施いたしました

が、東京電力による分析結果につきましては、妥当であったということを確認いたしまし

た。 
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 私からの説明以上になります。 

○伴委員 それでは、議論に入りたいと思いますが、まずは規制庁側からコメントがあり

ますか。 

○今井課長 規制庁、監視情報課の今井でございます。 

 資料1-1のページの9ページを御覧いただければと思います。海域モニタリングの実績と

いうところで、データが出てきている状況かなと思っておりますが、T-01-Aは放水口の上

辺りですので、24日、それから30、31日の情報を見る感じだと、やはり放水口の上という

こともあって、少しほかのところよりは高めに出ているかなというふうには考えておりま

す。 

 一方、30日の通常の検出限界値0.4Bq/Lのところでございますけれども、値自体は、安

全上は全然問題ないというふうには考えておりますけれども、若干、これを2次元の表面

のところに値を書き入れて何となく見てみると、真ん中が少し高くて、あとはもう少し、

周りのほうがちょっと高くなっているという、何か若干ドーナツめいた形での数字を示し

ているのかなというふうに見ております。真ん中が高くて、その周りはちょっと低くて、

さらに、またその外側に行くと、また高くなっていると。外側の恐らくTPT、あるいは1F

のところで測定されているものかなと思っているんですけれども、シミュレーション上と

か、あるいは現象として、要は外側のほうが高く出てくるかどうかというものをどういっ

た形で考えていらっしゃるのか。30日の通常の1個のデータだけでしか、ちょっとまだ判

断できないんですけれども、そのデータについて、少し注視していく必要があるかなとい

うふうには考えております。 

○伴委員 この資料1-1の9ページのところの、今、今井課長が指摘したのは、30日の通常

と書いてあるところですよね。これは2次元の要はマップ上に数字を書いていくと、たし

かT-A1、A2、A3って、下三つですよね。これが一番外側なるんだと思うんですけれども、

それがほかより高くなっているというのは、ちょっとどうなんだろうという、絶対これが

おかしいということではないんですけれども、何かそれは説明が難しいんじゃないかとい

う指摘なんですけれども、いかがでしょうか。 

○松本（東電） 東京電力の松本です。 

 測定ポイントにつきましては、1-1の資料の26ページを御覧ください。左側の図面にな

ります。放水口の近くのT-0-1Aというところが、放水口の北約200mの地点でございまして、

これは今井課長がおっしゃるとおり、最も放水口に近い点でございます。また、T-A1、A2、
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A3は、赤い印がついているところでございまして、これは発電所の沖合約1.5kmのところ

に、南北3.5kmあるんですけど、その北側、真ん中、南端というようなポイントでござい

ます。 

 したがいまして、今の段階で、真ん中のほうが低くて、少し周辺のほうが若干高いとい

うような傾向がありますけれども、これはむしろ少し今後データを積み重ねていって、様

子を見ていきたいというふうに思います。まだ1回目の放出の、強いて言いますと20日弱

のデータでございますので、第2回の放出、第3回の放出等を積み重ねていって、見ていき

たいというところでございます。また少し、今回、こういう実際の放出が始まりましたの

で、以前実施した拡散シミュレーションのような形で、再度検証してみようかということ

は、ちょっと社内的には考えておりますので、実際にできましたら、こういった場で報告

できればというふうには思います。 

 以上でございます。 

○伴委員 今井課長、よろしいですか。 

○今井課長 我々としても、1点だけですので、今後、監視の状況を続けたいというふう

に考えております。 

○伴委員 確かに、ほかの日にはそういう傾向は見られなくて、通常測定をやっていると

ころでも、8月30日だけ、そういう結果が出ているということで、ただ、ちょっとあえて、

あえて申し上げると、以前、やっぱり東京電力のトリチウムの測定値が高めにずっと出て

いたことがあるので、だから、ちょっとそれで今回気になったという事実があります。で

すから、今後実績を積み重ねていったときに、どういうことになるか、こういうことが繰

り返されないかどうかというのは、注視していただきたいと思っています。 

○松本（東電） 東電、松本です。 

 承知いたしました。 

○伴委員 ほかにいかがでしょうか。 

 1F検査官事務所のほうで、何か放出に当たって気がついたこと等ありますか。 

○小林所長 検査官事務所の小林です。 

 私ども、実施計画に沿って放出が行われていることの確認をするために、検査、それか

ら監視を行いました。それで、検査の観点としては、7月以降の準備段階、それから8月24

日以降の実施段階、それから9月11日から今回の放出までの次の準備段階と、本日の準備

放出ということで、検査官、私を含めて6名が確認を行いました。 
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 東京電力の資料の3ページに図がありますけれども、私どもが確認した内容としては、

免震棟の制御室から測定・確認用設備、移送設備、それから希釈設備、放水設備となりま

す。それで、私ども、よく注意して見るべきだと思って見たのが、こういう準備をしっか

りするべき手順がたくさんありまして、現場も広くて、コミュニケーションが取れるかと

いう観点で見ておりました。 

 今、伴委員からの御質問がありましたが、スムーズに運転、実施できていると思います。

それで、特にリーダーとしての当直長の指揮の下、3WAYコミュニケーションを行いながら

実施できていると思っております。 

 それから、私ども、この間、面談も保安検査で2回、週に行っておりますけれども、プ

ロジェクトグループとしての全体の状況の把握もできておりますので、気づきとしては、

今の緊張感を持ってやっておられる状態を今後も維持しつつ、長期にわたりますので、得

られた教訓があれば、今後も実施していただきたいと思っております。 

 それで、東京電力に、2回目、今日始まりましたので、もしできたら、今回運転を開始

したことで、気をつけているようなことがあれば、補足いただければと思います。 

 以上です。 

○伴委員 東京電力から、何か補足ありますか。どうぞ。 

○松本（東電） 東電、松本でございます。 

 小林所長おっしゃるとおり、この緊張感を継続して持ちながら、しっかり運転・監視を

することがまず第一だというふうに思っています。放出を一旦開始いたしますと、結局、

通常の巡視点検、それから中央作業室での監視が主な業務になります。特に何か操作をし

なければならないという場面は少ないんですけれども、それがゆえに、マンネリといいま

すか、気が緩むというようなことの決してないようにしていきたいというふうに思ってお

ります。まだ、今日、第2回の放出が始まったばかりでございますけれども、20日間弱で

ございます。しっかりやっていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○伴委員 それでは、外部有識者の先生方、何かございますでしょうか。 

 では、山本先生からどうぞ。 

○山本教授 名古屋大学の山本です。 

 まずは資料1-1の4ページ目で、3点ほど確認したいことがあります。 

 まず1点目は、もともと海水の流量については、希釈100倍以上ということで、運用の上
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限値が1,500Bq/L未満ということだったと思います。今回のデータを見ると、大体、希釈

後のトリチウム濃度が200Bq/Lぐらいで、それで希釈倍率が800倍ぐらいだったと思います

ので、今回の条件で希釈倍率を100倍まで落としてしまうと、運用の上限を超えるので、

逆に現在のようなALPS処理水の流量であれば、希釈の倍率は100倍まで下げれないという

ふうに理解しているんですけど、それでよいかということと、あと2点目が、海水ポンプ

は多分2台使っていると思いますので、1台がトリップして止まって、なおかつ処理を継続

した場合に、希釈後のトリチウム濃度が400Bq/Lぐらいになると思うんですけど、そうい

う理解で合っていますかということと、あともう一つ、最後が、処理水の中のトリチウム

の濃度が100万Bq/L以下ということで、今回と同じ条件で、希釈の倍率で処理を行うと、

希釈後のトリチウム濃度が1,500を多分超えるんですけど、そういう場合は処理水の流量

を絞ると理解していますが、それでよろしいでしょうかということで、3点、東電さんに

確認をお願いしたいと思います。 

○松本（東電） 東京電力、松本から回答させていただきます 

 1番目の御質問は、概算といたしましては、山本先生のおっしゃるとおりになります。

したがいまして、私どもとしては800倍というのが、ある意味、結果的にそうなっていま

すけれども、仮に今100倍まで落とすとすると、今度は処理水の流量のほうを絞っていく

というような運用になります。これは3番目の御質問とほぼ同義でありまして、今度は逆

にトリチウムの濃度のほうが、今回は14万Bq/Lですけれども、上がってくるとなると

1,500、それから運用上の上限700を満足させるために、処理水の流量を絞ることによって、

濃度を確実に満足させていきたいというふうに考えています。 

 続きまして、2番目の御質問ですけれども、まず理論上は、海水ポンプが1台停止いたし

ましたら、この濃度は倍の状況になります。しかしながら、海水ポンプが1台停止する、

もしくは流量、2台測っておりますので、流量がそれぞれ別の値を算出し始めたというこ

とになりますと、今度は設備の故障ということで、私どもが用意してある緊急遮断の信号

が入りまして、海洋放出は一旦停止します。停止させた後、再度、ポンプを再起動させて、

2台運転した上で、処理水の放出を再開するというような、手順上、そういう担保をして

おります。手順とシステムのほうで、そういうふうな運用にしております。 

 以上です。 

○山本教授 名大の山本です。 

 ありがとうございました。二つ目に関しましては、そういうふうに理解しておりまして、
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念のため、緊急遮断弁が働かない場合でも、それぐらいの濃度だということを確認させて

いただきました。 

 あと、もう1点、資料1-2のほうで、これは多分規制庁さんのほうだと思うんですけど、

6ページ目にEn数の比較の話があって、これで比較することは妥当だと思っておりまして、

1を超えたら検討を行うということで、これもよいと思うんですけど、あくまでも、この

En数1を超えない、1未満になるのは、あくまでも95％信頼区間の話なので、こういうサン

プルというか、比較を積み重ねていくと、必ず1を統計的には超える場合が出てくるはず

で、逆に1を超えないデータばかりが100も200も出てくると、それは不確かさの評価が過

大だったということになるんですね。なので、ちょっとそういう側面もあることを御注意

いただければと思います。 

 私からは以上になります。最後のやつはコメントです。以上です。 

○松田室長補佐 規制庁、松田です。 

 コメントありがとうございます。先生おっしゃるとおり、不確かさが過剰に見積もられ

ていたりですとか、そういったところは保安検査の中で十分注意をしまして、確認はさせ

ていただいています。今のところ、東京電力が見積もっている不確かさ、あとJAEAのほう

に実施してもらいました分析の不確かさともに、過剰であるというところまでの判断はし

ておりませんので、今後も引き続き保安検査等で確認はしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○伴委員 すみません。これ、コントロールしている方、モニタにウェブ接続している人

たちの顔が見えるようにしてもらえますか。これだと誰が手を挙げても分からないので。 

 岩永さん、どうぞ。 

○岩永室長 規制庁、岩永です。 

 山本先生の御意見、ありがとうございます。我々としても、これからデータ数が増えて

いきますので、現時点ではかなり数が少ない状態での不確かさの評価と比較になっていま

すので、これが統計の精度だとか不確かさの幅が分かってくれば、En数は使うものの、1

を超えるという問題については、井口先生とも相談をさせていただきながらだと思うんで

すけども、例えばt検定を使えるところには使っていくというところで、統計精度の不確

かさの想定が甘いところをよく評価してしまわないようにしたいと思っています。 

 以上です。 

○伴委員 それでは、井口先生、どうぞ。 
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○井口名誉教授 元名古屋大学の井口です。 

 私の質問も資料1-2で、若干、山本先生の質問にも絡むんですけれども、今回、分析結

果を見せていただいた限り、測定結果の比較については特に問題ないと思うんですれけど

も、こういう東京電力さんがやっている分析結果を規制庁さんが、ある意味では、見ると

いう、そういう独立性を見るという立場で言うと、結果だけじゃなくて、分析プロセスの

チェックも必要だと思うんです。今回の場合は、東京電力さんがやっていらっしゃる分析

プロセスのチェックシートがあると思うんですけども、そういうものについては、確認す

るような体制になっているんでしょうかという質問です。 

 質問の趣旨は、今は文字どおり始まったばかりで、特に問題はないと思うんですけれど

も、これから30年ぐらいに渡って、長期のルーチン作業が始まるわけです。そうすると、

当然、その中で人が変わりますし、装置も更新とか、あるいは校正が定期的にされていく

ので、そういうもののノウハウの引継ぎとか、入れているパラメータのチェックというの

をちゃんとやらないと、微妙に、測定結果は出ているんだけれども、実は中身が昔のやり

方と違うというようなことがあり得るので、そういう、結果だけじゃなくて、プロセスチ

ェックも必要だと思うので、その辺りについての規制庁さん側の体制について教えていた

だきたいと思います。 

○松田室長補佐 規制庁、松田です 

 コメントありがとうございます。今、井口先生からお話しいただきました内容について

ですが、まず、今回のALPS処理水の放出1回目の前に、全体的なスキームにつきましては、

保安検査で確認をしております。その中で、それぞれの手順書と、手順書にひもづくチェ

ックシートなども確認はしております。まずは一定程度、実施計画に基づきまして、その

ルールの中で、東京電力で、品質保証に基づきまして、まずは適切に実施していただくと

いうところが一番かと思います。 

 さらに、毎回、あと全ての工程においてというのは、ちょっと、あまり現実的ではない

んですが、現地の検査官の方々とちょっと連携しながら、今おっしゃっていただいたよう

なところは、保安検査の中で確認はしていくということで、対応はしたいと思っておりま

す。 

○井口名誉教授 ありがとうございます。 

 意外にプロの方でも、例えば半減期等の補正を誤ったりすることがあるので、一応、毎

回やれとは言わないんだけれども、定期的にプロセスのチェック、東電さんがやっていら
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っしゃる分析の中身、数値も含めて確認していただくようなことが、こういう独立で結果

の評価をするという点で重要だと思いますので、結果の総合比較だけじゃなくて、中身に

ついても、ぜひ規制庁さんのほうで目を通していただけるといいかと思います。 

 以上です。 

○伴委員 コメントありがとうございました。 

 ほかに外部有識者の先生方、いかがでしょうか。 

 田中理事長、どうぞ。 

○田中理事長 双葉町推進協議会の田中です。 

 今、処理水の処理能力について説明いただきまして、ありがとうございました。これ、

今の説明だと、開始して17日で7,800m3を処理した、次のサイクルも7,800m3を処理する、

そういう計画だと。こういうようになっております。したがいまして、1日460m3の処理と

いう実績が報告されましたんですが、稼働する17日というのは、それはそれでいいとして、

次の段階に入るのに、20日余り準備期間というのはあるんですね。そうしますと1日600m3

を消化しているという実績があっても、1スパンを準備と実施と、それを入れてやると約

40日ぐらい要するというふうに理解すれば、実際は460m3じゃなく、230m3しか1日に消化

していないというふうにも受け取れるんじゃないかと。こういうふうに思うことなので、

この点の改善。 

 それから、我々、所在町としては、いろいろ問題山積の中に、去年の8月30日をもって

困難区域が解除されて、町民が出入り自由にできるというのが8月30日から開始されまし

た。今日は10月5日なので、1年以上経過をしたんですけども、実際に行政が今取り組んで

いる最大の課題としては、町民をどういうふうにして帰還させるかと。こういうことが最

大の課題であります。それに取り組んでいるんですが、残念ながら1年を経過しても、実

際に戻って生活をしている町民は100人に満たないと。こういうような実績の報告もあり

ました。行政はこのこととは直接は関係はしていませんけども、処理水の処理の能力とか

期間とか、こういうものが間接的には町民の帰還のニーズ、あるいは町外の人が双葉町に

住もうという、そういう気持ち、そういうものには間接的には関係しているんですよ。い

ろんな障害がありましたけども、ようやく8月24日に処理水の処理の開始が決まりました

ので、我々としては、もっと短期間に、例えば今言っている、30年と言っていますが、30

年を15年ぐらいで、これを全部処理をして、タンク増が更地になると。こういう、はかな

いと言ったらおかしいけども、そういう希望とか、そういうものを持って今生活をしてい
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るんですね。 

 そういうことになりますと、この計算でいくと、1年に9回ぐらいしかサイクルを動かす

ことはできないということにも計算してもいいんじゃないかというのは、ちょっと計算式

でいくと10回もできないわけですよね。7,800m3を消化する、それの10倍もできないと。

こういうようなことを、我々、受け入れたとすれば、これから、我々もそうなんですけど

も、故郷に帰って生活すると、いろんな障害ありますよ。生活環境の整備、例えば医療と

か福祉とか教育とかという、そういう障害もありますけども、とにかく処理水、あそこの

タンク増も更地にしてもらうということは、行政挙げて、その処理のほうは、我々は、そ

こについては関係はしたくないんですけども、そういうような希望とか、そういう思いと

いうものが、持っている我々とすれば、ちょっとこういうペースで、だらだらというとち

ょっと誤解を受けるかもしれませんけど、こういう状態で行って、もっと短縮して、準備

期間を20日なら20日というのは全然なくして、エンドレスに作業ができるという、そうい

う方法とか、そういうことを検討するという、そういうようなことは、お考えはあるんで

すかね。 

○伴委員 貴重な御意見、ありがとうございます。 

 もしよろしければ、蜂須賀会長からも御意見をいただけますか。 

○蜂須賀会長 今のことですか。 

 田中理事長とはちょっと違くなると思うんですけど、私は検査はきちっとしていただき

たいなと思うんですね。今、検査結果を聞いたらば、東電さんも規制庁さんも、結果は同

じだということで、ちょっと安心したのもあるんです。 

 ただ、ちょっと話はずれると思うんですけど、22ページの参考資料の中に、「希釈して

いることを、当面の間、放出前に直接確認する」、この「当面の間」という言葉遣いが、

すごく不安になったんですね。検査は放出する前に必ずしてもらいたいというのが私の願

いであって、放水立坑の中は特に、さっきも言ったように、海水の流れによって濃度も違

ってくるというふうな先ほどお話がありましたけれども、そういうふうなのも、きちっと

検査してもらわないと、今、みんなで安全にやっていこうと思っているところに、何てい

うのかな。安心感がないというふうなことを思っております。 

 この22ページの「当面の間、放出前」というよりも、当面ではなくて、もし当面という

ならば、何か月なのか、何年なのか、何十年なのか、そこをお聞きしたいと思います。 

 それで、今、田中理事長がおっしゃった、早めに放出しろよというふうな話もありまし
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たけども、私は、放出したらば、タンクが何個か空く思うんですね。そのタンクを壊しな

がら、海水に放出していくのか、空っぽのまま、そのままタンクを現場に置いておくのか、

万が一、処理水が流し切れなくて、いっぱいたまったときには、1回空にした、そのタン

クにもう一度ためるというふうな考えがあるのか。でも、その1回空にしたタンクを、空

にして、それをまた使うというのは、それは私はあり得ないことだというふうに思ってお

ります。 

 ですので、当面の間は早くしろではなく、安全を確認しながら、ゆっくりでもいいから、

安全を第一に、みんなが今心配していることを払拭しながら、そして30年って、今、15年

という言葉が出ましたけども、5年やってみたら、もっと流せるよねって、もっと変わり

なかったよねというならば、スピードを速めてもいいと思うんですけども、始まったばか

りでしたらば、私はゆっくり、安全な数字を確認しながらやっていってもらいたいと思い

ます。 

 以上です。 

○伴委員 ありがとうございます。 

 地元のお二人の方から御意見を頂戴しましたけれども、東京電力、これに対していかが

ですか。 

○松本（東電） 東京電力の松本からお答えさせていただければと思います。 

 まず、処理水の放出の計画、状況ですけれども、田中理事長がおっしゃるとおり、第1

回の放出の後、第2回の放出までは約半月ございました。これは初めて今回ALPS処理水を

放出した、設備を本格的に運用したということもございまして、この期間、念入りに点検

などをしたと。あるいは、操作の振り返り等を実施したということでございます。したが

いまして、理事長おっしゃるとおり、平均してしまいますと、460m3の半分、230ぐらいが

平均値ですよねというのは、そのとおりになります。したがいまして、私どもといたしま

しては、こういった点検等については、やっぱりしっかりやっていきながら、何よりも安

全を最優先にしっかりやっていく、この放出をしっかりやっていくことの積み重ねが、ま

ずは大事だというふうに思っています。 

 20ページに、今回の放出計画がありますが、結局、今年度そのものは、4回の放出で約3

万1200m3の放出になります。他方、日々処理水は1日当たり100m3増えるという仮定をいた

しますと、9月から来年の3月までの7か月間で2万1,000m3、これは増える方向になります。

したがいまして、貯留している処理水の量は、純減といたしますと約1万m3程度という形
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になります。タンクの基数でいいますと、10基が空きになるというような状況になります。

ただし、やはりまだ23年度、24年度は、これから計画をつくりますけれども、現在、貯留

計画容量137万m3に対しまして、98％程度が、もう水が入っているという状況になります。

したがいまして、少し、我々としては、タンクの運用上、余裕を持っておきたいというと

ころもありますので、直ちにこの10基分を解体していくということではなくて、今後、運

用上、濃い処理水を、処理水というか、トリチウムの移送を玉突きのような形で動かして

いくですとか、少し放出計画を今よく考えながら準備しなければいけないというふうに思

っています。というのが、大体の現状です。 

 まず、田中理事長のおっしゃるとおりではありますけれども、まずは安全を最優先にし

ながら、この放出の実績を積み重ねていきたいというところと、まだ実施しておりません

けれども、第4回の放出に当たりましては、現在、空になっているB群に、新しくK4エリア

のE、それからK3-Aという、新しい放出の処理水を移送するという、新たな操作もござい

ますので、そういったことを踏まえながら、しっかり、我々自身が自信を持って全てのプ

ロセスが実現できるようなことを、まずは23年度中に実現したいというふうに思っており

ますし、それをしっかりルーチンワークとして、24年度以降、回していけたらというふう

に思っています。 

 続きまして、蜂須賀会長の御指摘のとおり、タンクに関しましては、今後、24年度以降、

放出計画を毎年、年度末に策定し、公表してまいります。その中で運用、方法、どういう

ふうな順番でタンクを排水していくのか、あるいはタンクの使い回しをどういうふうにし

ていくのかという点については、よく検討した上で、お示ししていきたいというふうに思

っています。 

 それから、22ページの「当面の間」というところでございますが、こちらは現在、我々

としては、第1回から第3回の放出の際には、上流水槽で一時的に仮にためた上で、

1,500Bq未満であることを直接確認するということを実施していきたいというふうに思っ

ています。 

 並行して、毎日の海水配管ヘッダーの測定と演算で出てくるトリチウムの濃度を比較し

ておりますので、その実績が今は第1回分しかありませんけれども、第2回分、第3回分と

いうことで、こちらもデータが積み重なって、しっかり放出の状況が確認できるというこ

とが分かれば、上流水槽に1回ためて確認するというところは、3回というふうなことで今

は考えているところです。まだそういった状況でございますので、今後しっかり、このデ
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ータを見極める必要がございますけれども、今の検討状況については、以上でございます。 

○伴委員 田中理事長、蜂須賀会長、よろしいでしょうか。何か追加のコメント。どうぞ。

○蜂須賀会長 すみません。今、3回とおっしゃいましたけど、ここ、私、前から問題視

させていただいていると思うんですけど、混ざった海水とタンクの水が、混ぜたところを

検査することですよね。検査するところですよね。それなのに、3回でいいのかなという

ふうに思います。別なところで検査しているから大丈夫、海水も検査している、タンクの

処理水も検査しているから大丈夫というふうにおっしゃいますけども、でも、一番混ざっ

たときの数字って、やはり違うんじゃないかなと思うので、私個人としては、もう少し、

3回と言わずに、1年間くらいは続けて検査していただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○松本（東電） 東京電力、松本です。 

 蜂須賀会長の御意見を踏まえて、再度検討させていただければと思います。 

○蜂須賀会長 いいですか。ちょっと分からない、説明がちょっと分からない。24ページ

についての説明なんですけども、放出停止判断レベルという言葉で、何かがあったら速や

かに放出を停止すると言いながら、指標のポチ3になると、海域は安全な状態であると考

えているって、どっちなのというふうに、ごめんなさい、思っちゃったので、この説明を

お願いします。 

○松本（東電） 東京電力、松本からお答えさせていただきます。 

 もともとトリチウムの濃度の規制という意味、安全上の基準という意味では、法令の基

準1L当たり6万Bq、それからWHOの飲料水ガイドライン1L当たり1万Bqというのが、私ども

としては安全の基準というふうに考えています。 

 他方、今回ALPS処理水の海洋放出に当たりましては、安全並びに風評影響を最大限抑制

するという観点から、放出の濃度に関しましては、1L当たり1,500Bqというような方針で

臨んでいます。さらに、我々としては、1,500Bqを確実に守るという意味では、その1/2以

下、700Bqを運用上の上限として運用しているというような段階で、6万Bq並びに1万Bqに

比べれば相当低いレベルであるというようなことがあります。 

 したがいまして、今回、万一海洋モニタリングで1L当たり700Bq、もしくは、その外側

で30Bqという値を測定したとしても、6万並びに1万Bqから比べれば十分下回っております

ので、そういう意味で、安全な状態であるというふうに表現させていただいたところです。 

○伴委員 今の説明でよろしいですか。 
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○蜂須賀会長 すみません、まだ分からないので、個人的に、あと、ゆっくり教えてくだ

さい。 

○松本（東電） 承知いたしました。 

○田中理事長 じゃあ、私のほうからいいですか。 

 何か30年を15年というか、大変乱暴な希望のように受け止められて残念ですけど、あく

までも安全を確保したということが第一条件ですので、そういうことの中で私は質問をし

ますし、お願いもしているというふうに受け止めていただければ、大変ありがたいと思い

ます。 

 私は行政といろいろ話をしている中に、大熊のほうのことは蜂須賀会長お任せするとし

て、双葉の原発の所在町として、繰り返して言うようですが、行政が最大課題としている

のは、まちづくりですよ。まちづくりというのは、やはり人口が戻る、あるいは人口増が

なければ、まちは出来上がっていかない。それにはいろいろな克服しなくちゃならない課

題はたくさんあるが、そのうちの一つとして、タンク増の更地を一日も早くするという、

そういう希望的な情報だけでも入れば、我々をはじめ、今避難している住民が戻る気持ち、

あるいはニーズですね、そういうものがより一層高まる。そしてまた双葉町に住みたいと。

こういうような、町外の人もできれば多くいれば、なおまちづくりには貢献してくれるん

じゃないかと。こういうような観点からお話をしているので、私は技術的にも専門家じゃ

ないから分からないんですけども、所在町の今のいろんな課題が大変山積しているという

ことを常にそばで見ているものですから、ちょっと脱線した話かもしれませんけども、ま

ちづくり、あるいは原発の所在町としての町民のニーズというような、そういうものをク

リアしなければということで、お願いと質問をさせていただきましたので、よろしくお願

いします。 

○松本（東電） 東電、松本です。 

 ありがとうございます。地域の方々にとって、廃炉が着実に進んでいるということを見

える形でお示しするということは、当社にとっても大事なことだと思っております。しっ

かり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○伴委員 貴重な御意見、ありがとうございました。 

 30年かけて放出するのがいいのか、もっと放出量を増やして早く終わらせることはでき

ないのかという議論はもちろんあって、それは実はIAEAのレビューの中でもそういう指摘

を受けています。ただ、やはり最初は慎重を期して進めていく必要がありますので、今後、
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実績を積み重ねた段階で、初めてそういう議論ができるかもしれないということだと思い

ますので、現段階は、本当に慎重に、万全を期してというのは、これは恐らく皆さん一致

した見解であろうと思います。 

 岩永室長、何か補足ありますか。 

○岩永室長 岩永です。 

 蜂須賀会長の御意見を踏まえて、ちょっと松本さんにコメントということで、先ほどの

24ページの資料の中に、系統の異常から放出の判断レベルとして書かれている数字の意味

を、いわゆる規制基準や、いわゆるIAEAやWHOの基準と比較して問題がないということを

メッセージとして伝えたいのは分かるんですけど、この系統を700で止めるというのは、

基本的に自分たちが作った系統がちゃんと動いているかどうかをチェックしたいという数

値だと私は思っているんです。ですので、このような書き方だと、問題ないのに、ただ止

めるというふうなことを繰り返し言っているようにしか見えないんですね。なので、多分、

そういう見方をする方や、蜂須賀先生のような方で、こういう御発言をされて、実際問え

る人は、これを見て、こう言えるんですけど、これを見るだけの人がたくさんいるという

ことを考えていただくと、自分たちがやりたいことを率直に書いてもらってもいいと思っ

ています。我々として、審査は安全上そういう形で審査していますし、それで基準をこれ

でちゃんと満たしていると言っていますので、しっかりここは伝えていただきたいという

ことだと思っています。 

○松本（東電） はい、ありがとうございます。承知いたしました。 

○岩永室長 ほかに外部有識者の先生方、ございますか。 

 では、オブザーバーの方、いかがでしょうか。 

 高坂さん、どうぞ。 

○高坂原子力対策監 すみません。福島県の高坂ですが、いろいろ委員や先生方から意見

が出たので、関連していて申し訳ないですけど、一応、三つ質問等があります。 

 まずは4ページ、資料1-1の4ページで、ここに放出期間中の希釈後のトリチウム濃度と

いうことでプロットされていまして、今回は160～200Bq/Lのところの範囲で希釈したトリ

チウム濃度が認定されたということなんですけど、それで、ここに運用値が出ていました

けど、700Bqぐらいまで余裕を見て抑えたいんだと。例えば700Bq近くまで上げて、設定を

変えて運転すれば、たくさん処理水を処理することはできると思うんですけど、一方、

500m3/dayを超えないようにしたいということがあると、それが閾値になっちゃうので、
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これは実際にコントロールはどうされているのか、ちょっと後で補足説明をお願いできま

すか。というのは、ALPS処理水の処理水流量460m3/day、19m3/hでコントロールされてい

ると。そのとき前提は、海水ポンプが34万m3/dayで2台運転だということなんですけど、

そうしたときに、ALPS処理水流量を460m3/dayに、19m3/hに設定するというのを制御の入

力値にしているのか、あるいは、ここで前もって14万Bqというトリチウム濃度が分かって

いますので、それで海水の流量も分かっていますから、それから見て、例えば200Bq/L以

下に希釈するんだという、目標の希釈率で運用目標値を入力して制御系をしているのか、

その辺の運転の仕方によっては、どんな運転になるかというのが分かると思うんですけど、

それのちょっと運転の仕方を教えていただきたい。それによって、希釈後のトリチウム濃

度を本当に問題なく管理できる運転になっているのかどうかということになるので、その

運転の仕方を少し、説明がないので、教えていただきたいというのが1点目です。 

 それから、二つ目が9ページで、先ほど話がありました今回の海域モニタリング実績で

見ると、T-0-1A、ですから放出口のすぐ近くのところは、8月31日に10Bqまで、ちょっと

/Lまで上がったらということで、例の止める／止めないかの判断に比べたら、はるかに低

いので問題ないと思うんですけど、ただ、やっぱり10Bqというのは有意な測定値だと思う

ので、これはむしろ後ろのほうに、後ろの添付資料の30ページでしょうか、30ページに、

日本全国の海水トリチウム濃度と、それから31ページに、福島の沖を、海水の動き見てい

ると、福島沖の従来からの実績値は、10Bqというのは検出されていないんですよね。高く

ても2とか何かのBqぐらいで、ただ、一番上というか、30ページを見ると、日本全国の海

域のところの目で見ると、10Bqを超えているような値もあるので、それから見ると、特に

日本全国レベルでは変動範囲だと。ところが、福島だとちょっと高くなっているというこ

となので、やっぱり10Bqというのを気にする地元の方もおられると思うので、これについ

ては、先ほど海流の潮目の変わり目で拡散が十分でない時期があって、そのときにちょっ

と出口側で10Bqが採水したときに検出されたんじゃないかという説明をされていましたけ

ど、そういう注記もちゃんとしていただいて、これはそういう海流の影響であるけども、

一時的な問題で、気象なので、特に問題ではないということが分かるようにぜひしていた

だきたい。これは注記等をつけていただけばいいんじゃないかと思うんですけど。 

 それから、最後に、20ページに、先ほど田中理事長とか蜂須賀会長のほうからいろいろ

出ていましたけど、2023年度は一応4回の放出を計画されていると。それで、一番は、や

っぱり今まで地元で聞いているのは、やっぱり敷地の有効利用とかがあって、タンクの容
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量を減らすためにALPS処理水を放出するんだという話をされていますので、先ほどタンク

がどのぐらいのペースでなくなっているか、それから見たら、放出がちょっと遅いんじゃ

ないかという御意見がございましたけど、これ、計画を立てるときに、放出とタンクの容

量の、減る計画というか、トレンドがどういうふうに減っていくかとか、そういうところ

も計画を載せていただいて、目的にしているタンクの容量を減らすんだと、それから敷地

を有効利用するんだということに対して、この放出がどんなふうに計画で寄与していくの

かということが分かるようなことも、計画の中にはぜひ入れていただきたい。その中に当

然タンクの後利用の話だとか、解体とか、撤去するのをどうするとかという話は、次のス

テップが出てくると思うんですけども、少なくとも放出に伴ってどのぐらいタンクの容量

が計画的に減っていくのかというところは、重要な地元の関心事項だと思うので、それが

分かるようにしていただきたいと。それは説明的のときに計画の中に盛り込んでいただき

たいと。 

 以上3点、申し上げました。 

○松本（東電） 東京電力の松本からお答えさせていただきます。 

 まず1点目、コントロール、制御の方法ですけれども、高坂委員おっしゃるとおり、イ

ンプットする条件は、一つは希釈前のトリチウムの濃度、次に、守るべき濃度といたしま

して700Bq/L、それから希釈する海水の流量、ポンプ2台で34万m3という形になります。そ

れをインプット条件といたしまして、流量が今回は19m3/hという形で放出をすると、結果

的にトリチウムの濃度が190、実測で言いますと160～200Bqというような値になるという

ような運用方法になります。また、これではちょっと、4ページでは見えないんですけれ

ども、もう一つ、2ページのほうで、積算の流量を取っています。処理水の流量です。こ

れに濃度を掛け算することによって、放出している累積のトリチウムの総量を常に評価し

ています。1バッチごとに今回は1.1兆Bqということになっていますけれども、これを累積

していって、必ず22兆を上回らないというような制御も、システム上は入れてあります。

そういう形で、これまで国の基本方針で示されている濃度という意味では、1L当たり

1500Bq、年間の放出量という意味では、22兆Bqを確実に守るようなシステム構成にしてい

るという状況になります。 

 続きまして、2番目の……。 

○高坂原子力対策監 すみません。すみません。今の話で、途中ですみません、ALPS処理

水流量は500m3/dayを超えないようにしたいということがあるので、それが閾値になって、
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自動的に460m3がマックスになるということですか。 

○松本（東電） はい、そうです。500m3/dayも、これを超えないように、設計上、実施

計画で記載してありますので、これを超えないように、460で制限をかけています。 

○高坂原子力対策監 分かりました。そうすると、それ、なので、700Bqを目標にしてい

るので、系統的には、できるだけ流量を増やしたいという制御になると思うんですけど、

そうしたとき、460が閾値になって、結果として19m3/dayの放出の曲線になっていると。

という理解でよろしいですか。 

○松本（東電） はい、結構です。 

○高坂原子力対策監 ありがとうございました。はい。 

○松本（東電） 続いて二つ目の御質問ですけれども、御理解のとおり、今回、今回とい

いますか、この福島県沖の海流は北から南、もしくは南から北というのが支配的な状況で

ございますので、その潮の流れが変わるときに、言葉として適切かどうか分かりませんけ

ど、よどむような形になって、拡散がうまく進まないがゆえに高い濃度、高いといいます

か、10Bqを検出したというようなことが起こり得るし、今回検知いたしまして、今後も起

こり得るというふうに考えています。また、この9ページのデータで言いますと、30日の1

～3Bq、24日と30日の1～3Bqの間で検知されているだとか、30日に10Bq検知されている点

等々は、やはり今回ALPS処理水の放出の影響が表れているというふうに考えています。し

たがいまして、まだ、少しまだ10というのが1個しかございませんので、少し我々なりに

評価をした上で、注記の書きぶり等については、ちょっと考えていきたいというふうに思

っています。 

 それから、3点目の御質問の20ページの放出計画でございますが、高坂委員おっしゃる

とおり、24年度の放出計画は、来年の3月には策定して、公表していきたいと思っていま

す。その際には、タンクの水を放出すると同時に、高坂委員、それから田中理事長からも

お話があったとおり、目に見える形で減っていくということを示していきたいというふう

に考えています。 

 以上です。 

○高坂原子力対策監 そのようにお願いします。ありがとうございました。 

○伴委員 徳永先生、どうぞ。 

○徳永教授 今のお答えを聞いていて少し気になったんですが、海流の流れ方によってこ

ういうことになりますということは、そうですということを言うわけではないですね、今
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の段階で。あまりそういうことを確定しないままに、そういうことで解釈ができるという

ことで議論を進めますというのは、僕はあまり適切ではないかなという気がする。そうい

うことは可能性としてあるので、そうであれば、分析をするサンプリングの仕方について

一定の工夫をし、その結果が、そういうことで解釈されるものであるという、蓋然性が高

いというようなものを併せておっしゃっていただくということが、安心を得る上では非常

に重要なのではないかと思いましたので、少し、今の御説明は、私は違和感を持ったとい

うことは申し上げたいというふうに思います。 

 それから、もう1点、タンクの数が減っていくということは、出す水の量が増えていく

ことと入ってくる水の量がどういうふうに減っていきますかということの結果として出て

くると思うので、今日の後半の議論であるのかもしれませんが、汚染している水、もしく

は汚染していた水を今後どう取り扱って、どう処理していき、タンクをどう利用しますか

ということと、併せて説明をしていただくということが必要なのではないかと思いました

ので、その辺はぜひ御検討いただきたいという、2点を申し上げさせていただきます。 

○松本（東電） 東京電力、松本です。 

 前半の御指摘に関しましては、おっしゃるとおりでございます。私、少し断定的に申し

上げ過ぎたというふうに思いますので、データの積み重ねによる評価と、先ほど申し上げ

たような拡散シミュレーション等を、どういうふうに活用していくかという点について評

価した上で、申し上げる状況になったら、しっかり御説明したいというふうに思います。 

 それから、後者の御質問については、現在、私どもといたしましては、2028年までには、

現在の汚染水の発生量を1日当たり50m3から70m3まで低下させるという目標の下で取り組

んでいるところです。したがいまして、この目標をまず達成することと同時に、その先も

引き続き汚染水の発生量を低下させていくという、発生側をしっかり対策を打っていくと

いうことと、今回の海洋放出については、先ほど伴委員からお話があったとおり、まずは

しっかり安全を確認しながら、確実に放出を実施していくということの積み重ねの先に、

どういった形で放出量を考えていくのかという議論を踏まえて、敷地の有効利用、それか

らタンクの解体、新しい廃炉に必要な設備の建設といったようなことをお示しできればと

いうふうに思います。ありがとうございます。 

○伴委員 よろしいでしょうか。 

 たくさんの御意見、ありがとうございました。そろそろ、この議題を締めたいと思いま

すけれども、本日から2回目の放出が開始されたということですので、東京電力には、ま
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ず緊張感を持って、万全には万全を期してやっていただきたい。先ほど来話がありますよ

うに、とにかく実績を積み重ねて、それはモニタリングデータも含めて積み重ねていく必

要がありますので、慎重な対応を引き続きお願いします。 

 また、原子力規制委員会としては、今後も保安検査あるいは施設定期検査を通じて、実

施計画どおりにきちんと放出が行われているということを監視してまいりますし、また、

総合モニタリング計画に基づいて、関係省庁と連携しながら、透明性・信頼性の高い海域

モニタリングを実施していくつもりでおります。 

 では、以上をもちまして、この議題1を終了します。 

 議題の2番目です。1号機PCV内ペデスタルの状況を踏まえた対応状況です。 

 本件は、本年3月に東京電力が実施した1号機の原子炉格納容器内の調査において、ペデ

スタル内の全周でコンクリートの損傷が確認されたと。それを受けての一連の措置に関す

るものです。 

 5月24日の原子力規制委員会において、対応方針を示して、この監視・評価検討会、さ

らには技術会合において、東京電力の対応状況を確認してまいりました。 

 前回の監視・評価検討会では、放射性物質の放出による影響の評価と放出を抑制する対

策について報告を受けましたけれども、今回は、もう一つ残っている項目、指示事項3番

目、ペデスタルの機能喪失による圧力容器・格納容器への構造上の影響評価について説明

を受けるものです。 

 なお、今回は原子力規制庁からも資料を用意しておりますので、まず東京電力から説明

を受けた後に、規制庁の方から、その評価、規制庁の見解を説明したいと思います。 

 では、東京電力から資料2-1の説明をお願いします。 

○新沢（東電） 東京電力、燃料デブリ取り出しプログラム部の新沢より、資料2-1、1号

機ペデスタルの状況を踏まえた今後の対応に関する指示への対応状況について御説明いた

します。 

 右下2ページ目を御覧ください。本日御説明いたしますのは、先ほど御紹介がありまし

たように、二つ目の四角に記載してございます、1号機ペデスタルの状況を踏まえた今後

の対応のうち、③の御説明になります。 

 右下3ページ目を御覧ください。まず、こちらが検討概要と検討結果になります。 

 まず1番目でございますが、インナースカートの構造強度評価でございます。RPVペデス

タル基礎部に存在するインナースカートについて、Ss900地震動を想定したJEAG4601に準
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拠した強度評価を実施いたしました。この結果、地震動による発生応力が許容応力未満で

あり、ペデスタルに存在するコンクリート、それから鉄筋とともに、ペデスタル上部構造

物の地震時荷重を支持可能と評価いたしました。 

 それから、二つ目でございます。二つ目は、上部構造物の水平方向の移動制限に関する

周辺構造部材の構造強度評価結果でございます。ペデスタル上部構造物の水平方向荷重を

負担できるスタビライザ、それからバルクヘッドについて、Ss900地震動を想定した強度

評価を実施いたしました。この結果、地震動による発生応力が許容応力未満であり、水平

方向の地震荷重を支持し上部構造物の移動を制限することから、ペデスタル上部構造物／

RPVがPCVに接触する状況とはならず、大規模な倒壊には至らないと評価をいたしておりま

す。 

 それから、三つ目でございますが、事故時の温度履歴を経た鋼材の強度、それから性状

への影響でございます。こちらにつきましては、想定される事故時到達温度を整理し、当

該温度を経た場合の材料強度に与える影響を文献により引用し、上記1～2の構造強度評価

における判定値に反映してございます。 

 それから、最後、四つ目でございますが、評価条件の不確かさについての整理でござい

ます。こちらにつきましては、評価を行う上で、事故時温度やペデスタル欠損範囲等の評

価条件について設定の考え方を整理してございますが、事故時の温度履歴には推定が含ま

れ、機器の点検範囲は限定的であるため評価条件には不確かさが含まれると考えておりま

す。したがいまして、上記1～3の評価結果は、これらの不確かさの影響を受けることから、

評価結果にかかわらず、これまで実施してまいりましたダスト飛散に対する影響緩和対策

を進めることで考えてございます。 

 続いて、右下4ページ目を御覧ください。こちらが従来のRPV/PCV構造部材の地震に対す

る構造強度評価でございます。 

 福島第一原子力発電所の1～3号機は、経年劣化を仮定し、将来的な廃炉作業の状態を考

慮した耐震評価を補助事業で実施しております。 

 下の表が、補助事業耐震評価条件をお示ししているものでございます。 

 また、今回の概略評価では、下の表の補助事業の裕度というところがございますが、こ

ちらを御覧いただきたいのですが、補助事業の評価結果で、裕度が1.5を上回ったものは

Ss900相当、これはSs600時の発生応力の1.5倍を考慮しても、各構造物の健全性は維持さ

れると判断してございます。 
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 また、ペデスタル上部構造物を支持できる部材のうち、補助事業の結果に加え、検討が

必要な対象を抽出し、追加の評価を実施しております。 

 下の表を御覧いただきたいんですが、追加の評価を実施している箇所が、まず、上から

4段目のPCVスタビライザでございます。こちらにつきましては、PCVスタビライザは熱伸

び差を吸収できる構造となっていないため、追加評価を実施しております。 

 それから、下から二つ目のインナースカート、こちらにつきましても、PCV内部調査で

露出したインナースカードの状況を確認してございます。ただし、こちらのペデスタルの

強度部材としても考慮できますが、これまでペデスタルの強度評価上考慮されていなかっ

たことから、追加の評価を実施いたしました。 

 それから、一番下のバルクヘッドでございます。こちらにつきましては、ペデスタル上

部構造物の水平方向の移動を制限できるスタビライザの代替支持部材として考慮できるこ

とから、追加の評価を実施いたしました。 

 続いて、右下5ページ目を御覧ください。こちらは対象機器の健全性評価フローでござ

いますが、追加評価対象としたインナースカート、それからPCVスタビライザ、バルクヘ

ッドにおいて、フローに基づき評価を実施いたしました。 

 なお、フローにおける黄色の着色部分につきましては、⑨でお示ししておりますように、

PCVの内部調査により確認された内容から推定した炭素鋼の腐食量であったり、部材の想

定到達温度等を評価モデルに反映していることから、評価条件として不確かさを含むとい

うことで、黄色く着色をしてございます。 

 続いて、右下6ページ目を御覧ください。健全性評価の結果、それから構造影響検討で

ございます。 

 まず、健全性評価結果、検討1として、インナースカートの応力評価でございます。こ

ちらにつきましては、インナースカート単体でSs900相当の地震時、ペデスタル基礎部に

かかる荷重を支持可能と評価してございます。 

 検討2といたしまして、PCVスタビライザ、それからバルクヘッドの応力評価でございま

す。PCVスタビライザまたはバルクヘッドは、どちらも単体でSs900相当の地震時の水平荷

重を支持可能と評価しております。温度履歴を受けたPCVスタビライザにつきましては、

鉛直方向の熱伸びを吸収できる構造ではないため、事故時温度履歴により一部変形、それ

から残留応力が残る状態と考えられますが、荷重を負担できる状態であり、一定の支持機

能を有すると評価してございます。それから、PCVスタビライザに変形や残留応力が残り、
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支持できる荷重が健全時から低下していることを考慮した場合にも、以下を考慮すること

で、水平方向荷重を支持することができると評価してございます。まず一つ目が、PCVス

タビライザは現在の環境状況条件でSs900相当の地震を仮定しても、クラスMC支持構造物

の許容応力に対する発生応力が小さいことから、変形等によりスタビライザが支持可能な

荷重が低減しても、水平荷重を支持できると判断してございます。それから、仮にスタビ

ライザの支持機能が完全に失われた状態であっても、RPVの周囲には十分な強度を有する

バルクヘッドが存在しておりますので、地震時に発生する水平荷重を支持することが可能

と考えております。 

 以上から、PCVの内部調査では、ペデスタルにはコンクリートや鉄筋が残存するという

ところが確認されております。インナースカートとともに、ペデスタル上部構造物の地震

時荷重を指示できるのではないかと考えております。 

 また、先ほど申しましたように、仮にPCVスタビライザの支持機能が失われた場合にも、

バルクヘッドによりペデスタル上部構造物の地震時水平方向荷重を支持することが可能で

あり、Ss900相当の地震を仮定しても、RPVを含むペデスタル上部構造物が転倒してPCVに

接触することなく、大規模な損壊に至ることはないと考えてございます。 

 続いて、右下7ページ目を御覧ください。こちらが検討1のインナースカートの健全性評

価ということで、評価条件をお示ししてございます。 

 評価に使用する条件の設定の考え方と不確かさに関する考察を示してございます。 

 PCV内部調査で確認された鉄筋等の映像の情報を踏まえ、鉄筋の高温腐食試験結果と比

較し、インナースカート周辺の事故時の到達温度を800℃と設定してございます。 

 また、地震時の部材荷重、それから腐食量等につきましては、補助事業評価における算

出値を使用しております。 

 また、許容応力の低下につきましては、耐火性ガイドブックより400Mpa級炭素鋼材料の

温度履歴による低下割合を考慮しております。 

 ちょっと時間の関係上、全部は御説明できませんが、先ほど申しましたように、事故時

の到達温度というところは、補助事業で実施した鉄筋加熱試験の結果等を比較して、我々

としてはPCV内で確認された事象から推定している内容でございまして、それなりに妥当

と判断してございますが、こういったところにつきましては、想定の要素があり、不確か

が不確かさがあるというようなところを記載してございます。 

 続いて、右下8ページ目を御覧ください。インナースカートの健全性の評価につきまし
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ては、表2に記載の許容応力に対して発生応力が小さい評価結果となったことから、イン

ナースカート単体でSs900相当の地震時におけるペデスタル基礎部に係る荷重を支持可能

と評価いたしました。 

 続いて、右下9ページ目につきましては、計算結果の詳細なので、御説明を割愛させて

いただきます。 

 右下10ページ目を御覧ください。こちらがPCVスタビライザ、それからバルクヘッドの

健全性評価でございます。地震時の水平方向荷重を支持する機能を有する機能としてPCV

スタビライザ、それからバルクヘッドの評価を実施いたしました。 

 まず、検討2-1で、PCVスタビライザの健全性評価を実施いたします。ペデスタル基礎部

剛性が著しく低下しているとした場合、ペデスタル上部構造物に生じる水平方向荷重は

PCVスタビライザにより支持されるため、これを評価いたしました。 

 それから、検討2-2でございますが、こちらはバルクヘッドの健全性評価でございます。

PCVスタビライザはPCV上部に位置しておりまして、状態を確認することが困難でございま

すので、ペデスタル上部構造物の代替拘束部材としてバルクヘッドを選定し、評価を実施

いたしました。 

 右下11ページ目を御覧ください。こちらが水平方向荷重を支持する構造物の評価条件を

記載したものでございます。 

 まず、内部調査で確認された映像等の情報を踏まえ、PCV内の事故到達温度を600℃と設

定いたしました。 

 それから、地震時の部材荷重につきましては、実施計画における算出値を使用し、許容

応力の低下につきましては、先ほど申しました耐火性ガイドブックより材料強度の低下割

合を考慮したということで記載してございます。 

 続いて、右下14ページ目を御覧ください。こちらは検討2で行いました水平方向荷重を

支持する構造物の評価結果でございます。 

 先ほど申しましたように、Ss900相当地震時にペデスタル上部構造物による荷重がかか

った際にも、スタビライザ、それからバルクヘッドで水平方向荷重を支持することができ

るため、ペデスタル上部構造物がPCVに衝突することはないということを記載してござい

ます。 

 以降、右下15ページ～39ページにつきましては、計算結果等の補足説明資料となります

ので、御説明を割愛させていただきます。 
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 それでは、右下40ページ目を御覧ください。こちらは参考資料になりますが、圧力容器

倒壊における原子炉建屋への影響評価、それから使用済燃料プールが水位低下した際の影

響評価について記載したものになります。 

 先ほど耐震評価につきましては御説明させていただきましたが、構造上の影響に関する

評価をした結果、ペデスタル上部構造物、RPVがPCVに接触する状況にはならず、大規模な

倒壊には至らないと評価してございますが、評価を実施するに当たっては、事故時高温履

歴の推定や機器の点検範囲は限定的であって、不確かさが含まれるため、今回の評価結果

にかかわらず、RPVの大規模な倒壊に至った場合に想定される事象を仮定し、追加で以下

の評価を実施したというものです。 

 それでは、右下42ページ目を御覧ください。こちらは原子炉建屋への影響についてでご

ざいます。 

 左下の図に示すように、RPV、ペデスタルが支持機能を喪失したとしても、建屋とRPVの

間には様々な構造物が存在しているため、直接的に影響を与えることはないと考えており

ます。したがいまして、ここではその状況を仮定して、保守的な条件を与えて、建屋に大

きな影響を与えるかどうかというところを実施してございます。 

 また、建屋に与える荷重につきましては、保守的にRPV、それからPCVの重量、約2,000t

を考慮して、Ss900が入力された際の1号機原子炉建屋のオペフロの最大加速度が作用する

ものとして算定してございます。 

 右下44ページ目を御覧ください。こちらが結果になります。 

 下の表に示すとおり、大型カバー設置前後のいずれにおきましても、評価基準値である

4.0×10-3に対して十分な余裕があり、原子炉建屋には影響を及ぼさないという評価結果

が算出されました。 

 続いて、右下46ページ目を御覧ください。こちらが1号機使用済燃料プール水位低下に

伴う影響についてということで記載しております。 

 評価項目につきましては、敷地境界線量率及び原子炉建屋周辺線量率への影響、それか

ら、二つ目として燃料被覆管損傷への影響ということで評価を実施してございます。 

 右下48ページ目を御覧ください。こちらが敷地境界線量率、それから原子炉建屋周辺線

量率への影響の評価結果になります。 

 SFP水位が大きく低下して、制御棒、それから使用済燃料が有効底部まで露出した場合

の敷地境界線量、それから原子炉建屋線量率は、まず建屋周辺側で約4.6×103μSv/h、そ
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れから敷地境界で約5.3×10-1μSv/hであることから、周辺への影響は小さいものと考え

られます。 

 すみません、駆け足になりましたが、資料の御説明については以上になります。 

○伴委員 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、規制庁から資料2-2と2-3の説明をお願いします。 

○大辻管理官補佐 規制庁、大辻です。 

 資料2-2に入る前に少し、規制庁がこれまでやってきた確認の経緯も含めて、少しだけ

発言したいと思います。 

 今、東京電力から説明された評価については、1F技術会合も通じて規制庁のほうで確認

を進めてきました。その中で、今日、東京電力の資料の3ページの中で、ここ、全体の結

果を書いていただいていますけれども、1ポツ、2ポツで、インナースカートで地震時の荷

重を支持可能という話と、水平方向についてはスタビライザ等でもちますというような結

果を示されたんですが、我々としては、4ポツの不確かさというところを見ていまして、

この評価の前提や入力値をその仮定に基づいて設定せざるを得ないというところから、現

時点においては、この評価には限界があるなという認識に至っておりまして、評価の妥当

性を確認することは、現時点では困難だという見解に至っております。 

 なので、まずはその見解について、規制庁側から簡潔に今日御説明した後に、先ほど最

後に、じゃあ、この評価に限界があるということで、じゃあ、本当に仮に極端な場合を考

えたときに、圧力容器がもし仮に転倒したときに、原子炉建屋にどういう影響があるのか

というところを見るべきなのじゃないかという観点から、東京電力には、今日示していた

だいた評価を出してもらいました。 

 それに加えて、規制庁側でも評価を行っておりますので、それについて、資料2-3で説

明をしたいと思います。 

 じゃあ、資料2-2の説明に移ります。 

○元嶋専門職 原子力規制庁の元嶋です。 

 資料2-2に沿って、RPV・PCVへの構造上の影響に係る東京電力の評価及びそれに対する

原子力規制庁の見解について説明させていただきます。 

 資料のほう、拝見いただきまして、上のほうの赤枠で囲っている2行についてが、構造

上の影響に係る評価を行うに当たって共通する要素であると考えておりまして、先ほど大

辻のほうからも説明があったように、我々としては、この部分に不確かさがあるので、そ
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れが個別の部材に対する耐震評価についても反映されるので、全体として評価に限界があ

るのではないかというところを、この資料で示しております。 

 順を追って説明してまいろうと思うんですが、まず、地震荷重についてなんですが、東

京電力の評価では、ペデスタルの損傷が判明する前に行われた既存の建屋・機器連成地震

応答解析の結果等が用いられて評価が行われているんですが、我々としては、ペデスタル

の損傷等により剛性が低下した場合は、ペデスタルやRPV等の固有周期が変動するため、

それによって地震応答荷重が変動する可能性があるので、これらの結果等というのを用い

ることが保守的というふうには一概には言えないのではないかというふうに考えておりま

す。 

 一方で、ペデスタルの損傷等の全容というところは、現在、今のところ分かっていない

ので、適切なモデルにより連成解析を行うことは現時点で難しいという点は、我々も理解

しているところでございます。 

 続いて、熱履歴と物性値についてというところですが、今回、評価するに当たっては、

先ほども少し言及がございましたけれども、構造部材の事故時到達温度等の熱履歴である

とか、その熱履歴を経た部材の物性値であるとかについては、多くが推定値となっており

まして、その中に一部不確かな値があるというのは、先ほど東京電力の説明の中でも示さ

れていたとおりでございます。 

 我々としては、事故時の熱履歴等については想定に頼らざるを得ない、熱履歴を経た物

性値についてもそうでございますけれども、というところがあるので、その妥当性・正確

性について判断することは難しいというところは理解しておりますが、結果として、入力

値に不確かな値が多く含まれるようなことになり、耐震評価そのものの妥当性を判断する

ことは難しいというふうに考えております。 

 個別の部材について触れていきますけれども、まず3行目、インナースカートについて

ですが、インナースカートについて、東京電力としては地震により発生する荷重をインナ

ースカートで支持できるというふうな評価が行われているんですけれども、我々としまし

ては、これも先ほど言及しましたように、地震荷重・熱履歴等、特に評価に用いられてい

る地震荷重について、保守性を判断できないというところがあるので、支持可能であると

いうことについて妥当性を判断することは難しいと考えております。 

 続きまして、RPVスタビライザとBSWについてなんですが、RPVスタビライザについては、

その構造によりRPVとBSWの事故時の熱伸び差というところが吸収されるので、熱履歴を経
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た後も健全な状態が保たれるというところがありまして、BSWについても同様に、既存の

建屋・機器連成地震応答解析の結果、そこにおいて、地震による発生応力というのが許容

応力に対して十分裕度があるために、改めて耐震評価をすることは必要ないというところ

が東京電力の評価の中で示されているところでございますが、我々としては、既存の耐震

評価に用いられた地震荷重というところが、言及しましたように、現在の状況を踏まえた

上で保守的であるとは言い切れないというふうに考えておりまして、保守性を判断できな

いという結論に至っております。 

 続きまして、PCVスタビライザについてですが、PCVスタビライザについては、東京電力

の評価の中では、まず事故による熱履歴の影響というところで、先ほど東京電力の説明の

中でも少し言及があったんですが、東京電力の評価としては、BSWとPCVの鉛直方向の熱伸

び差が事故時に生じるので、その影響で変形すれば、温度低下するので元の形状に戻るた

め、大きな変形には至らないというところが評価として示されております。一方で、変形

というところが生じるために、高温時の熱伸びが温度低下に伴い圧縮されて、スタビライ

ザに残留応力が残るというところも、評価の中で示されているところでございます。 

 我々としては、そこの左の四角の3ポツ目に記載しておりますけれども、一方で、事故

時の熱履歴でありますとか、熱履歴を受けたスタビライザの物性値であるとかには不確か

さがあるというところは、東京電力の説明の中では示されているところでありまして、1

ポツ目で示したようなスタビライザの変形については、結果として不確かさを含む定性的

な評価であるため、その妥当性について、我々として判断することは難しいと考えており

ます。 

 一方で、ちょっと繰り返しになる部分もあるかもしれないんですが、事故時の熱履歴等

については想定に頼らざるを得ないという部分があるので、また、現場の状況というのも

今確認することができないという状況かと思いますので、事故時にスタビライザがどのよ

うに変形して、現在どのような状態にあるのかというところを正確に把握することは難し

いというところは理解しております。 

 最後、水平方向の支持というところで記載しておりますけれども、東京電力の評価とし

ては、地震により発生する水平方向の荷重をPCVスタビライザにより支持可能であるとい

うところの評価が行われていますが、それはちょっとあくまで実際は事故時の熱履歴を経

たPCVスタビライザが変形していて、残留応力が残っているという評価をなされていると

ころではあるんですが、実際には、先ほど私が申し上げましたように、現場の状況という
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のは分からないところがありますので、この評価というところは、あくまでスタビライザ

が健全であるというところの前提に基づいて行われておりまして、そこで支持可能である

という評価ぶりに今はなっているというふうに理解しております。 

 その評価に対しては、健全であるとした場合の評価でありますが、一方で事故による熱

履歴で変形の可能性があるというところも示されているところでありまして、すなわち、

現状のスタビライザの状態を反映した評価になっているとはちょっと言い難いというふう

に考えておりますので、妥当性について判断することは難しい。また、ちょっと繰り返し

になりますが、地震荷重の部分についても保守性が判断できないため、それらも含めて、

妥当性について判断することは難しいですが、一方で、変形の可能性があって、現認にす

ることができないスタビライザの支持力というところは定量的に判断は難しいというとこ

ろも、我々としては理解はしているというところでございます。 

 すみません。少し長くなりましたが、以上になります。 

○正岡企画調査官 規制庁の正岡です。 

 それでは、資料2-3を説明させていただきます。 

 「はじめに」ですが、先ほど元嶋が言ったように、なかなかRPVとかPCVの構造健全性を

精緻に検討するのは難しいと思っています。一方で、オペフロにはまだの使用済燃料が多

数残っておりまして、極端なことまで考えても、使用済燃料プールを含めて原子炉建屋の

構造がもつかどうかというのを概算的にちょっと検討してみましたということです。 

 「具体的には」というところですけど、RPVのスタビライザとか、PCVスタビライザが地

震時の水平荷重を支えずに、ペデスタルの損傷部より上の部分がちょっと転倒する、原子

炉の遮へい機壁（BSW）に寄りかかって、さらにはPCVまで寄りかかるというような……。 

○伴委員 すみません。ちょっとごめんなさい。資料2-3はありますか。 

 すみません。iPadに資料が入っていないということなので、紙で用意しますので、ちょ

っと時間がもったいないので、今の段階でできる意見交換をしておきたいんですが、まず、

東京電力の説明に対して、規制庁側から、資料2-2でこういう評価をしているというのが

ありましたけれども、何か規制庁側から追加の発言がありますか。そこはいいですか。 

 東京電力側から、何かありますか。どうぞ。 

○新井（東電） 東京電力、燃料デブリ取り出しプログラム部の新井からです。 

 資料2-2につきまして、規制庁さんが東京電力の評価を端的にまとめて、評価も加えて

いただいたことについては、御礼申し上げたいと思います。我々、前回の技術会合におい
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て、どこに不確かさがあり、どこに不確定さがあるかというところのお示しがちょっと不

十分でしたので、ここら辺は規制庁さんにも非常に助言をいただいて、まとめていただき

ました。 

 この中で、概ね規制庁さんの考え自体には異論はございませんけれども、ちょっと文章

的に気になるところが、東京電力評価の中のPCVスタビライザ、＜水平方向の指示＞の中

の2ポツ目でございます。「事故時の熱履歴に起因する変形及び残留応力については把握で

きないため、PCVスタビライザが健全であるとして評価」という記載で、これ、把握がで

きないために健全というのは、ちょっと流れとしておかしいなと思っておりまして、我々

が申し上げたかったのは、残留応力について把握できていないものの、ちょっと記載はあ

りませんが、応力には余裕が大きいこと、それから残留応力の影響は小さいと考えられる

ことから、PCVスタビライザが健全であるというふうに評価してございます。ちょっとこ

こは記載だけなんですけれども、文章上はちょっと気になりましたので、一言申し上げま

した。 

 以上です。 

○岩永室長 規制庁、岩永です。 

 その点につきましては、一定の評価の上で判断しているということが多分抜けているか

なと思いますので、そこはしっかり入れさせていただいて、我々も理解した上で書いてお

りますので、了解です。 

○伴委員 ほか、いいですか。 

 そしたら、取りあえず、ここまでのところで外部有識者の先生方、何かございますか。 

 山本先生どうぞ。 

○山本教授 名古屋大学の山本です。 

 資料2-1と2-2を拝見して、ちょっとこれは所感でもあるんですけれども、2-1の2ページ

目に、今回の規制庁からの指示事項が書いてあって、今回は③に対する対応ということで、

これはこれでいいんですけれども、何ていうかですかね、規制庁がこれを出した思惑とい

うか、お考えになっていることと、東電の受け取りに若干の食い違いが最初あったのかな

という印象がありまして、それがどういうところかというと、多分、こういうような不確

かさがいろいろあるので、資料2-2の規制庁の見解のように、評価の限界というのは当然

あると思うんですね。なので、これを話し出したら、結果は何も分からないですねという

ことになっちゃうんですけれども、ただ、そういうことは分かっている状態で、でも、現
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時点の最善のというかな、ベストナレッジを使って評価したらこういうことになりますと

いうのは、当然の評価だというふうに理解しているんですね。つまりベストエスティメイ

トですね。それに対して、規制庁のほうが保守的な評価にはなっていないということで、

どうも何か東電評価と規制庁の見解が食い違っているような、すれ違っているような気が

するんですけれども、これはいかがでしょうか。ちょっと東電さんと規制庁さん、両方と

も見解とか御意見を伺いたいです。 

 まず、以上です。 

○伴委員 ありがとうございます。 

 じゃあ、規制庁側から、まず。 

岩永室長 規制庁、岩永です。 

 山本先生、御意見ありがとうございます。我々が目指しているのは、東京電力が今回や

った評価の中において、確かにベストエスティメイトとして入っている数値は、我々否定

はしていないんです。ただ、していないんですけども、この数値が持つ不確かさを知らな

いと、これから、いわゆる現場情報を取っていく上で、どういう幅で、どういう数値を取

っていけばいいかという指標が見当たらないわけです。要は、言ってみれば、東京電力の

資料だけ使うと、今後の我々のオブザベーションに生かせないんですね。なので、この東

京電力が示した数字が持つ不確かさを知ることが今大切であって、真値を求めることに困

難であるということは、多分、これ、世の中の人が誰がやっても無理なことをやっている

ので、そこについては全員が理解した上で、我々も認めた上で、ベストエスティメイトさ

れたものに対する不確かさを確認していきたいと、そういうところが大きな趣旨になって

います。このような回答でよろしいでしょうか。 

○山本教授 山本です。 

 ありがとうございました。というか、今の御説明、補足を聞いて、私は大分納得したん

ですけれども、資料2-2だけを拝見しますと、不確かさが大きいから使えないとしか書い

ていないように見えて、今、岩永さんがおっしゃったようなことが読み取れないと思うん

ですね。ちょっとそこに私が引っかかっていたということであります。 

 以上です。 

○伴委員 じゃあ、東京電力側から何かありますか。はい、どうぞ。 

○新井（東電） 東京電力、新井です。 

 もう岩永さんからも御指摘いただいていますけれども、我々としては、まず必要なこと
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は二つあり、評価の最適、ベストナレッジを求める、ゴール地点がどこにあるかというの

をまず求めて、それに対してエラーバーがどこにあるかという、本来は2段階でやるべき

であったんですけれども、前回は中央値はここじゃないかというところに集中し過ぎて、

エラーバーについては、ほぼ言及がなかったところがちょっと問題ではあったと思います

が、ただ、中央値を求めにいったこと自身には、それなりには意味があったんだろうと思

います。ですので、今回の中央値と、それに対するエラーバーの考え方という、トータル

では意味があろうかというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○山本教授 名大の山本です。 

 よく分かりました。 

 私からは以上になります。 

○伴委員 はい、ありがとうございます。 

 橘高先生からも御質問があるようですけれども、先に資料2-3の説明をさせていただい

てよろしいですか。よろしいですか。 

 じゃあ、資料2-3、準備ができましたので、説明をお願いします。 

○正岡企画調査官 規制庁の正岡です。 

 それでは、改めまして資料2-3を説明させていただきます。 

 まず、1.はじめにですが、先ほど元嶋が説明したように、なかなか構造健全性を精緻に

検討するのは難しいと。先ほど議論がありましたが、別に否定しているわけじゃなくて、

なかなか精緻にやるのは当然難しいですよねと。一方で、今、オペフロにはまだ使用済燃

料が多数ありまして、極端なことまで考えても、使用済燃料プールを含む原子炉建屋の構

造がもつかどうかというのを構造的には把握しているんですけど、それを少し定量的に検

討してみましたというペーパーになります。 

 「具体的には」というところですけど、具体的にはRPVのスタビライザやPCVのスタビラ

イザが地震時の水平荷重を支えずに、ペデスタルの損傷部より上の圧力容器とか原子炉遮

へい壁（BSW）が転倒して格納容器側に寄りかかると。それらRPVとかBSW、PCVの荷重が原

子炉建屋に直接伝達するような場合に、どんな影響があるのかというのを検討してみまし

た。 

 2ポツの検討内容ですが、まず（1）としては、当然、建屋の全体的な構造健全性を確認

しましょうと。もう1点、（2）ですけど、荷重のかかり方が地震のように下から建屋全体
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にかかるようなモードじゃなくて、衝突という局所的な荷重というのも可能性としては否

定できないということで、（2）で建屋の局所的な構造健全性も検討してみています。 

 まずは、（1）の建屋の全体的な構造健全性評価なのですけど、先ほど東京電力が資料2-

1で説明したように、Ss900の水平荷重に加えて、三つの転倒等による水平荷重を追加的に

オペフロに、オペフロの加速度で集中的にかけた場合の各階の最大のせん断ひずみを算出

しておりまして、評価の基準値、4×10-3なので、1mに対して4,000μと比較しておりまし

て、結果として許容基準値を十分下回っていると。 

 東京電力の資料では、影響が大きいオペフロにかけるので、4階、3階が影響が大きいの

ですけど、そこの値を示されておりまして、その増加具合を見ると、もともとせん断とし

て厳しい下の階でも、実施計画の値を比較すると、0.3までいかないのかなと思っており

まして、そういうことを確認できたことから、建屋の機能に有意な影響はないと考えてお

ります。 

 次に、局所的なほうですね。評価内容としては、原子炉建屋に転倒等したRPV、BSW、

PCVの合計約2,000トン、これが地震時の加速度を考慮した速度で衝突した場合に、原子炉

建屋の内壁、これ、厚さが約2mあるのですけど、それを貫通するかどうか、あとは裏面剥

離するかどうかというのを評価しております。 

 具体的には、2ページを御覧いただければと思います。ここでは、図1として評価モデル

のイメージというのを描かせていただいていますけど、極端なモデルを考えておりまして、

ペデスタルより上の約2,000tが鋼製材、完全な剛体として幅2mの建屋の内壁にドーンとぶ

つかるということを考えております。 

 評価手法は、2ページ目の2ポツに書いてありますように、多数の許認可実績、新規制基

準でも使っておりますDegenとかChangとか、そういう式を用いて、貫通するかどうかとか、

裏面剥離するかどうかというのを評価しております。 

 1ページ目に戻りまして、局所的な評価の評価結果ですけど、計算したところ、貫通限

界厚さは0.54m、54cmで、裏面剥離の限界厚さは約1.2mということになりまして、衝突部

の原子炉建屋の内壁約2mは貫通とか裏面剥離することなく、建屋の機能に有意な影響はな

いという評価結果になっております。 

 3ポツ、まとめですが、以上のことから、ペデスタルの損傷部より上部のRPVやBSW、PCV

が一体となり原子炉建屋に転倒等し、原子炉建屋に直接衝突したり、水平荷重を伝達する

というような極端な事象を仮に想定した場合でも、使用済燃料プールを含む原子炉建屋と
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しての全体としての構造健全性は十分に維持できるというように考えています。 

 説明は以上になります。 

○伴委員 それでは、まず今の資料に対する説明、東京電力から何かありますか。 

○新井（東電） 東京電力、新井です。 

東京電力の検討内容及び規制庁さんの検討内容、両方記載していただいておりまして、

東京電力としても、この記載内容に特に異存はございません。 

以上です。 

○伴委員 ありがとうございます。 

それでは、改めまして、橘高先生お願いします。 

○橘高名誉教授 橘高ですが、ちょうど今の資料について、ちょっとまず。 

2ページの建屋の局所的な構造健全性評価で、図がありますね。図の1、評価モデルのイ

メージ。東電さんの解析はいろいろやったけど、安全、保守的であるかどうかは分からな

いということで、多分、最悪な状況を解析するのがいいかなと思うんですが。図の1で、

ちょっとよく分からないのが、バツで衝突とありますよね。ここに衝突するのかどうかと

いうのがちょっと疑問で、重たい圧力容器が左右に振れるわけですよね。そうしたら、何

となくもっと下かなというので、もっと重要なのは、多分、ここのシアラグというところ

がコンクリートに定着していますので、そこがせん断力によって断面欠損か何か起こすの

かなと、この図を見て思ったんですが、どうもそういう解析ではないんですよね。その辺、

どうですか。 

○正岡企画調査官 規制庁の正岡です。コメントありがとうございます。 

 すみません、図がすごくざっくりとした図で、これ、今何を考えているかというと、先

生おっしゃるとおり、シアラグのところが格納容器、少し補強されていて、厚さが厚くな

っているのですよね。今、格納容器って、下は基礎でつながっていて、あと、上はシアラ

グでつながっているのですね。そのシアラグ部がまさに地震で揺れて、横の建屋の内壁に

ぶつかると。では、どこがぶつかるのかというと、シアラグの補強されている板、大体こ

れ、直径1.6mぐらいのところがドンと横壁にぶつかるというような、すごく簡単な概略評

価なのですけど、おっしゃるとおり、ぶつかる場所はシアラグのところを考えていまして。 

○橘高名誉教授 シアラグは固定されていないですよね、コンクリートには。その上の部

分ですね、じゃあ。 

○正岡企画調査官 シアラグ部は固定されているのですけど、今、ちょっと水平荷重をも
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うシアラグに期待しないという仮定を置いているので、そこの隙間をドンとシアラグ部で

ぶつかると。だから、加速度はどこを使ったかというと、もうより高いオペフロの

1,200gal、Ss900で振ったときのオペフロの加速度を使って算出したということになりま

す。 

○橘高名誉教授 すみません、圧力容器を支持しているのはどこという仮定ですか。 

○正岡企画調査官 圧力容器は、もう下が損傷しているという前提で、格納容器は、もと

もと一番下のコンクリートのところが支持していて、上が振れると。格納容器は、上のほ

うが振れるという。 

○橘高名誉教授 ペデスタルはまだ健全ということなのですか。 

○正岡企画調査官 これはもうペデスタルより上の重量がドンと倒れるという意味なので、

2,000tというのは。 

○橘高名誉教授 上の部分、バツの衝突の辺りで、コンクリートとどこか支持されている

わけですよね。 

○正岡企画調査官 まさに図1の左側の衝突というところが、ちょっと見えにくい赤字で

書いていますけど。 

○橘高名誉教授 結局、言いたいことは、コンクリートの支持している部材が荷重を受け

てコンクリートの、2mぐらいあるか分からないですけど、そこが損傷を受けるというのが

一つの構造体に対する損傷ではないかなと思ったものですから。そこは考慮しているとい

うことですかね。 

○正岡企画調査官 そうですね。まさに先生おっしゃるシアラグ部のコンクリート付け根、

接続部を。 

○橘高名誉教授 衝突ではない気がするので、衝突というよりも、やはりアンカーがせん

断力を受けるようなものでというようなことかなと思ったものですから。 

○正岡企画調査官 規制庁、正岡です。 

 おっしゃる意味は、構造部材がそのままボルトなりが刺さるとか、そういうイメージと

いわれると、おっしゃるとおり、そうじゃなくて、もうそこは5cmぐらいだったのですけ

ど隙間を、ものはあるんだけど、もう支持力を期待せず、格納容器が直接ぶつかるという

ような評価をしております。 

○橘高名誉教授 私、圧力容器を支持している部分とコンクリートの兼ね合い、そこの部

分が損傷受けるんじゃないかなと思ったものですから。一番大きな損傷を受けるとしたら、



45 

構造体が。衝突よりも。そこがもう壊れてしまっている前提だったら、それはそれでいい

のですけど。 

○正岡企画調査官 規制庁、正岡です。ちょっと誤解があるかと。申し訳ない。 

 まさに格納容器の上側が建屋とつながっているシアラグ部について、もう損傷している

ものとして格納容器がぶつかるというイメージでやっているので、先生のおっしゃるとお

り、細かいところまではやっていないのですけど、ざくっと評価としては、そういう形で

やっていると考えております。 

○橘高名誉教授 分かりました。保守的に見ているのでしょうね。分かりました。 

○伴委員 よろしいですか。ほかに外部有識者の先生方、いかがでしょうか。 

 山本先生、どうぞ。 

○山本教授 名大の山本です。 

 もう一点、資料2-1の22ページにスタビライザの構造が図示されていて、多分、橘高先

生の先ほどのコメントと関係するのですけど、RPVスタビライザ自体は、生体遮蔽壁PSWに

固定されているわけですよね。コンクリートがこれ、大分ここのところ高温になっている

ので、スタビライザを固定している台座のところ、コンクリートに固定されている台座の

ところが、力かかったとき破損するというか、コンクリートから抜ける可能性があると思

うんですけど、そういうことは、これ、考えられているんでしょうか。 

 以上です。 

○新井（東電） 東京電力、本店から回答いただけますか。 

○伴委員 では、東京電力からお願いします。 

○福島（東電） 計画・設計センター、福島と申します。発言してもよろしいでしょうか。 

○伴委員 お願いします。 

○福島（東電） BSWの上のところは鉄板が取り付けてありまして、そこの部分にRPVスタ

ビライザが溶接でついているという構造になっております。ですので、御指摘の基礎ボル

トが抜けるといったようなことはないと考えております。 

○山本教授 山本です。ありがとうございます。 

 そこの鉄板のところは十分に厚みがあって、破損の起点にはならないというのは、何か

の形で確認されていると理解しましたが、よろしかったでしょうか。 

○福島（東電） おっしゃるとおりです。上についている鉄板は、厚さが80mmございまし

て、かなり強度がございますので、大丈夫だと思っております。 
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○山本教授 分かりました。どうもありがとうございます。 

 私からは以上です。 

○伴委員 ほかに御質問、コメントございますでしょうか。よろしいですか。オブザーバ

ーの方、どうぞ。 

 高坂さん、どうぞ。 

○高坂原子力対策監 資料の2-2で、規制庁さんから東京電力の評価についての見解が示

されました。 

 それで、県側で、確かにいろいろ不確かさはあるのですけど、一応ベストエスティメイ

トではないけど、インナースカートと、それから正方向のスタビライザとか、一部バルク

ヘッド等の構造物があって、影響が非常に大きなところまで至らないというのが、ある意

味では出たときに非常に安心材料だったんです。 

 それで、資料の2-2を見ると、一応不確かさがあって妥当性を判断できないので、現状

は限界があると。だから、念のために資料の2-3で追加されて、全然スタビライザとか引

かないで、ペデスタルの損傷の影響が原子炉建屋に伝わった場合に、大丈夫かどうかとい

う評価は念のために、さらにやったという位置づけで確認したんですけど。 

 それで、一番気になったのは2-2の資料で、やはり一番大事なのは、地震荷重とかいろ

いろなところで評価、インナースカートも含めて使っていますけど、そもそもIRIDがやっ

た建屋の連成地震応答解析の結果を用いていることが保守的と判断できないということ、

そこが一番問題だと思うのですけど。ここは東電さんの資料で説明なかったのですけど、

資料の2-1で19ページ、20ページ、それから21ページ見ると、ペデスタルが欠損した場合

の剛性低下の影響を考えて、それを踏まえて、前の解析の結果もこういうふうに見直した

ということもやって、この規制庁さんの見解に対する一応回答というか対応で、それほど

的外れではないですよという説明されているということではないんですか。だから、ある

程度いろいろ確認できていないことも多いので限界はありますけど、今考えられているや

つから保守的に考えた場合では、こんなふうに評価はできるので、一応安心材料として、

インナースカートと、それからスタビライザ等で静荷重を受ければ、ペデスタルの支持機

能の低下に対する対応はできる。だから異常、あまり大きな影響はないですという評価は、

規制庁さんのコメントを踏まえても、大丈夫なのですよということの説明が、先ほど申し

上げた東京電力の資料の2-1の既存評価に対する推定とか剛性低下の影響というようなこ

とが考えられて、説明されているということではないんでしょうか。そこが違うと、非常
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に県として不安になってしまうので、その辺の東京電力さんの見解とかないか教えていた

だきたいというのが一つです。 

 それから、スタビライザがバルクヘッドの水平荷重を持つという評価をしていますけど、

一番気になったのは、前に教えていただいた、ペデスタルの下部がいろいろ影響を受けて、

ペデスタルが1.5m沈下するとか、ただし、下からインナースカートが1m出ているので、ト

ータルとして0.5mだから550cmですか、沈下するという話があったのですけど。その50cm

沈下した場合には、BSWも一緒に下がってしまうので、RPVのスタビライザとか何かのつっ

かえ棒がなくなってしまって、その水平方向は効かなくならないんですか。水平方向にか

けて踏ん張ろうと思ったけど、BSW側が50cmも下がってしまうわけですよね。そうしたら、

そちら側の取り付け部がなくなってしまうので、そもそも水平方向としての支持機能が成

り立つのかどうか、その辺の評価がどうされているのかどうか教えていただきたいという

のが一つと。 

 それから、規制庁さんの2-2の資料に、バルクヘッドについて何も評価していないので

すけども、これは言わずもがなということで、特に触れていない理由があれば教えていた

だきたいのですけど。PCVのスタビライザまでしか触れていないので。 

 以上、申し上げました。お願いします。 

○伴委員 では、まず東京電力からお願いします。 

○新井（東電） 東京電力の新井です。 

 一つ目に御質問いただいた件、IRIDの評価を使って耐震評価をしたことについて、規制

庁さんの評価で判断できないというふうになっているが、東京電力はどう考えるかという

ところでございます。 

 東京電力のスタンスとしましては、IRIDの評価では、もともとインナースカートがモデ

ルに入っていないだとか、ちょっと厳しめの評価ではあったのですけれども、それの評価

を用いたとしても、地震による揺れの応答がどうなるかというところについては、一定の

揺れを使うということについては、まず変更ないといいますか。ごめんなさい、IRID評価

を使ってはおりますけれども、IRIDの全形と違う、より大きな広範囲にわたってコンクリ

ートの欠損が見られましたけれども、より揺れるということは、その分上が揺れやすくな

るということになりますので。ちょっとすみません、今、頭が混乱してしまったので、ち

ょっと一旦整理をしますけれども。まず、2点目からいかせていただきます。 

 ペデスタルの下部の沈下した際に、スタビライザ、バルクヘッドがどういう影響になる
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かというところでございます。 

 御指摘のとおり、BSWが沈下をすることによって、スタビライザが一部機能が十分果た

せなくなる可能性はありますけれども、それの補完的な機能としましては、縦方向の支持

のないバルクヘッドというものがございます。バルクヘッドはゴムでシールするような機

能は持っておりますけれども、圧力容器が仮に沈下した場合には、剛性のある金属部分は

全面的に維持されて、ゴムだけがはじけるというふうになろうと想定しておりますので、

その金属部分による横揺れの防止は、圧力容器が沈下した場合でも維持可能というふうに

考えてございますので、当社の評価としては、スタビライザ及びバルクヘッドの両方の評

価を載せているというところでございます。 

 3点目については、ちょっと規制庁さんの記載ですので、評価は割愛いたします。 

 一旦以上にします。 

○伴委員 では、規制庁側の回答お願いします。 

○大辻管理官補佐 規制庁、大辻です。 

 バルクヘッドについて、東京電力が評価されてきたのを拝見しているのですが、もとも

とバルクヘッドが耐震上の構造部材として期待されて作られているものではないので、こ

こに規制庁の見解の中で書いたRPVスタビライザ、PCVスタビライザまでで、この評価自体

の妥当性を判断することは困難という結論を既に出していますので、ここで規制庁側から

バルクヘッドに関する見解というのは示していないという経緯です。 

○高坂原子力対策監 すみません、東京電力の説明では、PCVスタビライザが万一機能し

ない場合でもバルクヘッドがあるので、350mmの空いてしまったスペースがあるので、ち

ょっと不連続に働くんですけど、それで水平方向は支持機能は維持されますという説明し

ているので、それについては、規制庁さんとしては、バルクヘッドはそもそも耐震の水平

方向のサポートとして設計されていないので、それを評価には使えないという話を今され

たということですか。 

○大辻管理官補佐 その御理解で結構です。 

○高坂原子力対策監 分かりました。それに伴って、東京電力さんの説明が一部おかしな

ところがあるなと思ったものですから。分かりました。 

○新井（東電） すみません、東京電力の新井です。 

 1点目の御説明、ちょっと中途半端になってしまったので、もう一回申し上げます。 

 IRIDさんの評価の中では、ペデスタルの剛性が比較的強い場合と比較的弱い場合の二つ
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の地震評価を実施しております。剛性が低いほうがより揺れるんですけれども、ただその

分、局所にかかる応力は下がるという傾向になってございますので、その二つの結果から、

いろいろ誤差はあるものの、IRIDの耐震評価を前提として使うことにも問題はなかろうと

いいますか、保守的な評価になり得るだろうというふうに考えて、IRIDの評価を引き続き

使用したというところでございます。 

○高坂原子力対策監 すみません、時間取って申し訳ないです。 

 資料の先ほどの2-1の21ページで、ペデスタルが欠損した場合の剛性低下とか、バネ調

整とか、いろいろ見直しをされているじゃないですか。それで、2-2の規制庁さんのコメ

ントで一番大事なのは、一番上の地震荷重で、右側に見解と書いてありますが、ペデスタ

ルの損傷等により剛性低下した場合には、固有周期が変わってしまって、そもそも地震の

応答荷重が、ピークがずれたりなんかしますので、変動する可能性があるということで、

そういうことも考慮しないで、今までペデスタルの欠損は別なモデルで考えて評価した剛

性低下を考えただけで、いわゆるIRIDの評価を使うというのは、必ずしも保守的になって

いないと。その辺のところは十分判断できないと。本当は調査したやつのところを不十分

さを考えながらもう一回見直して、再評価すべきなんだけど、そういう連成応答解析のこ

とも現状では困難だろうというようなことがあって、そもそも地震荷重については、ベー

スになるモーメントとかせん断力とか荷重とかいうところが得られないというコメントさ

れているので、東京電力さんの剛性の見直したやつでやった限り、固有周期の変動はほと

んどないんですというのか、あるいは、見てもこのぐらいずれるので、さらにこのぐらい

荷重はあるかもしれないけど、それでも求めている応答解析の結果から見ると、余裕があ

るので大丈夫と言っているのか。その辺のところを知りたかったんですけど。 

○祐川（東電） 東京電力、燃料取り出しプログラム部、祐川から御説明させていただき

ます。 

 おっしゃっていただいたとおり、特に21ページの意図としましては、固有周期の変動の

可能性はあるものの、その影響は比較的小さくなるだろうというところは書かせていただ

いていました。これはペデスタルの固有周期の考え方からも、いわゆる基部の剛性低下に

対しても、上部にあるスタビライザが保持されていることも考えると、全体の系としての

固有周期の変動というところの影響としては小さくなるだろうというところをまずは定性

的に示させていただいた次第です。 

 それに対して、規制庁のおっしゃるように、いわゆる影響の小ささというところを定量
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的に、まだ私たちが明確に出せていないというところもございまして、小さいとこちらで

は思いつつも、それに対しての具体的な影響というところを示していないというところも

ありまして、規制庁との今の位置づけというか、落としどころになっているというふうに

考えております。今の御説明で回答になっていらっしゃいますでしょうか。 

○高坂原子力対策監 というか、東京電力さんの今までの説明で、一応安心材料はあるん

だなと。ただ、それでも不確かさとか細かいところは分かっていないので、やはり念のた

めに異常時が生じた場合のN2の供給系を是正するとか、制御するとか、そういう対策だと

か、廃棄系の可搬式のプラスアルファの設備を準備するとか、そういう対応することはき

ちんとやっていくと。地震のレベルによってはN2の封入を止めるとか、そういうことをや

るんだと。それは念のためにやるんだと。評価上は、多分大丈夫だろうという評価までで

きていますということが前提だったものですから、そこが大きく崩れてしまうと、非常に

不安になっちゃうので。その辺のところは、今後、技術会合等があるかもしれませんけど、

今回規制庁さんからいただいたいろいろ指摘事項を受けて、それに対する東京電力さんか

らの説明とか何かで、その辺のところは十分審議していただきたいと思いました。その辺

が崩れてしまうと、非常に不安になってしまうので、ということです。 

○伴委員 では、大辻さん。 

○大辻管理官補佐 規制庁、大辻です。 

今の高坂さんからの御指摘踏まえて、規制庁の今の捉えというのをお伝えしたいと思う

のですが。 

今回、構造上の影響評価というのについて指示をして、東京電力のやった評価に対して

は、不確かさを定量的に捉えることがかなり難しいという結果を見たので、なかなかその

妥当性について判断することは難しいという見解になっていますが。じゃあ、仮に極端な

ことを仮定して、何か起こるのかということを見るためにやった評価の結果からは、原子

炉建屋の構造健全性は維持されるという結果を得ていますので、基本的に周辺環境への影

響としては、先ほど正岡のほうからもありましたけれども、使用済燃料プールについては

影響がないと。もう一つの中のデブリが地震によってダストになって出ていくという評価

については、既に東京電力から評価が示されて、それを前回の監視・評価検討会で報告し

ています。その結果を見ても、今回、建屋が維持されるので、放出経路としては、やはり

格納容器の開口だろうということで、その開口について、どれだけ大きなものを考えても、

一定この評価ですということを出してきたというふうに我々は理解していて、それは数字
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でいうと0.04mSv/敷地境界ということですので、極端な仮定をしても、周辺環境への影響

は小さいというふうに原子力規制庁としては捉えています。 

この評価自体、不確かさがあるのは分かっていてやらせたんじゃないかと、先ほど御指

摘もありましたけれども、今回やったことが無駄になるとは思っていなくて、室長の岩永

からもあったと思いますが、どこに不確かさがあるのかということはお互いに把握ができ

たというふうに思いますので、今後、新たな知見が出てきたときには、きちんと反映して

いただくということかなというふうに規制庁としては理解しています。 

私からは以上です。 

○伴委員 今、もう整理していただいたので、私からまとめる必要はないと思うんですけ

れども。 

 これ、このままいろいろ評価といいますか、仮定を変えてやってもきりがないので、恐

らくこれでもういいんだと思います。現時点でベストエスティメイトを東京電力にはやっ

ていただいて、それで、不確かさがどこにあるのかということも大体共有できたので。と

いうことは、今後、そこに関して何か新たな情報が得られれば、当然それを反映した評価

をしていただくということになりますし、現時点で確定的なことはなかなか言えないにし

ても、エンジニアリングジャッジをする上での情報は共有できたのではないか。その意味

で有意義なものだったと思っています。 

 それから、1Fの技術会合で指摘してあるんですけれども、建屋の剛性の変化をやはり監

視する必要があろうと。そのために1号機オペフロに地震計を設置してほしいということ

を言っていますので、それについては早急に検討をお願いしたいと思います。 

 ということで、この議題について、よろしいでしょうか。 

 それでは、ここで一旦休憩を入れたいと思います。10分間の休憩を入れて、その後、再

開いたします。では、休憩します。 

（休憩） 

○伴委員 それでは、再開いたします。 

 次は、3番目の議題になります。ALPSスラリー脱水設備に関する検討状況です。 

 この議題は、昨年9月の第102回監視・評価検討会において、設備の安全性に関する東京

電力との認識の差異が判明して、その際に審査上の論点を示しました。東京電力から、そ

の次の第103回会合で、原子力規制庁の指摘を踏まえて設備の設計方針を変更するとの回

答がありまして、本年9月までに設備の成立性を示すという、そういう説明をいただいて



52 

おりました。 

 また、並行して今年度の技術会合では、スラリーの固化処理について東京電力と議論を

してきましたので、今回はそれも含めて説明をお願いしたいと思います。東京電力から説

明をいただいた後で、原子力規制庁からも資料を用意しております。 

 では、最初に、東京電力から資料3-1の説明をお願いしたいと思うんですが、時間も大

分押していますので、できるだけ簡潔にお願いします。 

○徳間（東電） 東京電力の福島第一の徳間と申します。 

 ALPSスラリーの安定化設備の検討状況についてという資料で御説明させていただきます。 

 まず、1ページ目を御覧ください。今までの背景のリマインドになります。左下に絵が

ございますけども、こちら、スラリー安定化の設備というのは、ALPSで発生しましたスラ

リーHICに入ってございますスラリーを抜け出しまして、それをフィルタープレス機に入

れまして、それをセルもしくはグローブボックスなどで取り扱うというお話を今まで成立

性の検討の中でさせていただいたというものでございます。最終的には、それを脱水する

ような形で一時保管をしていくというものでございます。 

 その中で、我々として今課題に思っているところが、スラリーがちゃんと抜き出せるか

というポイントと、あともう一つが、スラリーの脱水装置がちゃんとマニピュレータも含

めて、遠隔装置を用いた中でセルと、もしくはグローブボックスで取り扱えるかどうかと

いう成立性の検討を進めているという状況でございました。 

 それで、2ページ以降がスラリーの抜出しのポイントと、あとフィルタープレスのセル

の仕様を固めた上で実現可能かどうかというところを進めているものでございまして、ま

ず一つ目のスラリーからの抜出装置の概要で御説明させていただきます。 

 2ページでございます。2ページにおきましては、もともとスラリーの抜出作業につきま

しては、HICの底部にそのまま抜き出してしまうと、流動性の低いものが残渣として残っ

てしまうというところが確認されてございまして、これを水を添加して攪拌することで流

動性があるということは御説明しておりますが、これがちゃんと装置として成り立つかど

うかというところを今モックアップを進めているという状況でございまして、その成立性

を今回御説明するものでございます。 

 3ページでございます。今回モックアップの試験概要でございますけども、まずは実機

と同じようなスラリーを成立させるために、一つ目の矢羽根になりますけども、準備作業

として模擬スラリーをHICの中に入れて、それを沈降させた上で、上澄みの水だけ取って
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きます。それで、最終的には残渣が残るような、スラリーの部分が残るような形で、まず

は準備を進めます。 

 その上で、ダイヤフラムを用いても水が抜けないという状態をつくったところから、実

際にここからスラリーがちゃんと抜き出せるかどうかというところの試験を進めていると

いうものでございます。イメージは、下に絵がございますけども、スラリーの安定化をす

る前の状態として、まず抜き出せるかというところのポイントで、今HICの上に水が噴射

するようなものを差し込んで、それが吸えるかどうか。そういったものがちゃんと、最終

的には排出用のタンクのほうに移動できるかどうか、こういった確認を進めているという

ものでございます。 

 続いて、4ページでございます。今、まだモックアップを進めているという状況でござ

いますけども、左の写真と右の写真で、まず左は、先ほど申しました、ある程度水を抜い

て残渣が残った形のスラリーでございまして、底面から約15cmぐらいスラリーが積もった

状態で、ここから吸えない状態になっていると。これを水でほぐしながら、ちゃんと吸え

るかというところを確認しているのが右の写真でございまして、見ていただきたいところ

で、残渣が残っているところはございますけども、ちょうど右側の写真、真ん中に十字が

見えていますけど、これがHICの底部のところの十字でございまして、15cm積もったもの

がちゃんと抜けているというところの確認をしているというものでございます。今後、こ

ういったところを効率的に取れるかどうかというところは、いろいろまた検証を進めまし

て、来年度には実機のスラリーを用いて、この辺のモックアップも進めたいというふうに

考えているものでございます。 

 続いて、5ページでございます。こちらはフィルタープレスのほうのセルの仕様の成立

性の検討を進めているものでございまして、まず大きな流れとして、ちょうど左側の絵に、

実際にセルに入っているフィルタープレスの絵を模していますけども、まず、作業ステッ

プとしてどういう脱水を行うかと申しますと、HICから来た左から入ったスラリーがまず

はフィルタープレスのところを通過して、ろ布を通過して、水と最終的にはスラリーの部

分の固形物に分かれると。そういったものが最終的には、ろ布で取り込まれまして、最終

的には、これはまだ水分がございますので、そこで圧搾します。②番の工程でございます。

圧搾しまして、水気を飛ばして、その後、ろ布と一緒につって、最終的にはシューター、

ホッパーのところに持っていって、脱水物として容器に保管するというものでございます。

容器に保管につきましては、こちら、ダブルドアシステムのところで記載がございますけ
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ども、セルと保管用の移動容器を合わせて、両方のバウンダリを維持した形で開閉できる

ようなダブルドアシステムのものを採用しまして、セル内の気密性を保ちながら作業でき

ることを考えているというものでございます。 

そのダブルドアシステムをちょっと模式的に説明したのが次のページの6ページでござ

いまして、左側が概要のイメージの写真でございますけども、こちら、容器の蓋と、あと

セルの蓋が両方くっついたような状態でありまして、それを閉めると、容器の蓋とセルの

床面の蓋が両方閉まるというものでございます。このときに、容器の蓋を外すときに回転

させながら取るんですけど、取ると容器の蓋は閉まった状態。当然のことながら、セル側

の蓋も閉まった状態で切り離すことができるということで、気密性というものを保持しな

がら、それも容器とセルの間も機密しながら、そうしたシステムを構築しながら、作業側

に負担がかからない形で進めたいというふうに考える、こういったものを構築しながら、

成立性が確認できるかどうかというところを進めているというものでございまして。 

今度は、実際の作業性を確認したものが7ページでございます。今度、脱水の試験とい

うことでモックアップを進めてございますけども、ちゃんと我々が模擬スラリーでつくっ

たものが脱水できるかというもの。あと、脱水したろ液の状態が、まず、ろ布から通過し

て、ちゃんときれいな水になっているかというものと、脱水物自体がちゃんと安定化して

いるものかどうかというところの確認試験をやってございます。 

その中で、試験結果として書いてございますけども、まず脱水処理をして、もともと

我々が狙っている含水率60％以下がある程度可能であるということが確認されました。あ

と、ダスト自体も特に飛散するような状態ではないということも確認しておりまして、あ

と、作業の中で、ろ布から出してきた粒径の脱水物が容易にろ布から外れて、ホッパーの

中に落ちていくかという、そういった確認をしているというものでございます。 

続きまして、8ページでございます。今のステップがちゃんとマニピュレータとの遠隔

操作でできるかというところも併せて確認してございまして、下に絵が二つございますけ

ども、これ、実際にマニピュレータを動かしながら、遠隔でろ布が動かせるかどうか、そ

ういったものを実際確認しまして、できるということを確認したというものでございます。

これに伴って、脱水作業及びろ布の交換等のメンテナンスがある程度容易にできるねとい

うところを確認したというものでございます。 

続きまして、飛んでいただいて、10ページでございます。このような形でフィルタープ

レス、あと先ほどの抜出装置を構成した中で、我々も当然のことながら、設備構成として、
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ある程度ハンドリングをしながら、HICの減容を図っていかないといけないということで、

今3系統のフィルタープレスを構築しまして、うち2系統は低線量、中線量のスラリー、あ

と一つが高線量のスラリーをターゲットにして、高線量の非常に高いものについては、よ

り密な作業ができるような形で、あと、中低のもののスラリーにつきましては、比較的線

量も低いということもありますので、これでHICの減容についてスピードアップができる

ような形で、系統を分けながら脱水ができるように進めたいというふうに考えているもの

でございます。 

この三つの装置をある程度我々の敷地の中に設置できるかといったものが11ページ、12

ページとなってございまして、今の構成の設備がもともと考えていた建屋の中に納まると

いうことを確認しているというものでございます。 

実は11ページ、12ページの中に、上に敷地変更前とちょっと記載させていただいてござ

います。それで、我々がちょっと、今後またいろいろ考えていく中で、敷地の変更も、も

ともと考えていたエリアから少し変えていこうというところをちょっと模索してございま

すので、そちらの紹介になります。13ページです。 

もともと左下に写真がございます。敷地利用する中で、我々、スラリー安定化の設備を

第三施設の北側に設置するというところで、先ほど申しました11ページ、12ページのよう

に、配置が成立するということを確認したという状況でございました。 

その中で、他方、スラリーの安定化を進める中で、脱水ができてもHIC自体も最終的に

は減容していって、HIC自体、空になったHICを減容するというステップがございますので、

一連の動線を考えたときに、同一エリアである程度できたほうが当然のことながら効率が

上がりますので、それが同一のエリアでできるかどうかというところの検討も進めている

という状況でございます。 

それで、右下の写真がございますけども、今、第三施設の北側にあったものを下側のC

エリアというところに持ってきまして、この一連の作業が同一エリアでできることができ

ないということで、今検討を進めているところでございまして、ある程度これは可能かな

というふうに我々は見積もっているというものでございます。 

あと、第三施設の北側は、ここでエリアとして空きますので、万が一のHICの保管容量

の逼迫の際は、このエリアを保管エリアとして使えると。もともと第三施設に今HICを保

管してございますので、天井クレーンですとか、そういったものがございますので、イン

フラ等もございます。それを延長するような形で容易に容量のアップもできるということ
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も考えられますので、この辺を配慮しながら、ちょっと効率的に土地が使えないかという

ところを今進めているというものでございます。 

めくっていただいて、先ほどの減容のイメージを書いているのが15ページのプロセスに

なります。今まで御説明したスラリーの安定化の設備というところが、上のちょっと右ぐ

らいですかね、部屋に入った形でスラリー安定化を進めているというフィルタープレス、

減容を進めながらというところは、左側の空HICというところになりますけども、必要に

応じて、線量的に全然使っていないようなHICにつきましては、取扱いの設備とする中で、

ALPSで再利用ということも考えられますけども、全てがそれで使うわけではございません

ので、空HICにつきましては、HICの減容装置というものを鑑みながら、中の部分と外側の

SUSの容器というところを分けて、小割りにしていくというところも考えていかなければ

いけないということもございますので、この辺の作業が一連でできるようなことを考えて

いきたいというふうに考えているというものでございます。 

それで、先ほど申しました第三施設の北側の部分につきまして、保管容量の内容につき

ましては、16ページの資料になります。HICの保管容量に対する今の計画がございますけ

ども、現在21ブロックまでの拡張を考えてございまして、その中では、今の想定の中では、

リスクケースで考えても、今、2028年ぐらいまでは保管容量としてはキープできるだろう

というところで模索してございますし、先ほど申しました第三施設の北側のブロックも増

強していきますと、現状と同じ設計をした場合という条件になりますけども、最大で

5,344基までの保管も見込めるというエリアになってきますので、この辺については、あ

る程度余裕が見込めるかなというふうに考えてございます。 

ただし、今後こちらにつきましては、将来的な利用を見込んでいかなければいけないの

で、耐震性も考慮しながら検討していく必要があるということは、我々も認識した上で進

めたいと思ってございます。 

その上でのスケジュールが17ページでございます。現在、スラリー安定化につきまして

は、2026年の脱水開始に向けて進めているというものでございまして、現在のステータス

でいいますと、ある程度の成立性が見込まれたというところが現在のステータスでござい

ます。 

その上で、今後、建物ですとか、そういった成立性を確認していくと、新しいエリアの

設置につきましては、先ほど御説明したとおりでございますので、そういったものを踏ま

えながら、今年度基本設計、ある程度こういった設計で進めたいというところを御提示す
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るように、今設計を進めているという状況でございます。 

とは言いながらも、課題も当然ございまして、我々、先ほど申しましたスラリーの抜出

については、これから実スラリーの抜出もやらなければいけないというポイント。あとは、

HICの解体エリアと動線も踏まえたエリアの配置というのは、設計を開始したところでご

ざいますので、そういったところの課題を踏まえながら、この辺、御説明できればなとい

うふうに考えている次第でございます。 

続きまして、18ページでございます。18ページにつきましては、以前お話ありましたよ

うに、脱水につきましては、今御説明したスラリーの安定化装置という中で、フィルター

プレスのリスク低減に伴う仮定の姿でというところでございます。将来的な固化に向けて

につきましては、脱水がどういう位置づけになるかというのを説明するのが、このページ

以降の説明になります。 

それで、ページ飛んでいただきまして、20ページよろしいでしょうか。20ページがスラ

リー安定化の中で、ALPSスラリーだけではなくて、ほかの廃棄物も含めて、廃棄物ストリ

ームとして収れんさせていかなければいけないというのが基本構想としてはございますの

で、ほかのガレキも含めて、固化に向かっては、なるべく少ない形状で保管できるという

ところの収斂が合理的に考えていかなければいけないというポイントでございます。 

その中で、ALPSスラリーでございますが、ちょうど真ん中から少し左側ですね。前処

理・再加工ということで、ALPSスラリーにつきましては、安定化処理設備の中で、ある程

度廃棄体にするまでのリスク低減ということで、非常に水分が多いという状況になってご

ざいますので、水を抜かないことには、固化にもまだ向いてこないということもございま

すので、この辺のリスク低減と今後のストリームを含めまして、固化については考えてい

くということになろうかと思っています。 

その上で、スラリーの話になりますけど、21ページです。将来的な固化を前提とした配

慮の中で我々考えていくのが、化学性状をまず変えないという条件と、あとは減容してコ

ンパクトに保管できて、エリアの逼迫にはならないというポイント。あとは、比較的短時

間でリスク低減が可能であるということをポイントで考えまして、まとめて赤字の枠で書

いてございますけども、固化技術をいろいろなことで採る場合にあっても、現状のALPSス

ラリーは非常に水分が多いというところもございますので、いずれにせよ水分調査はやっ

ていかなければいけないというところでございます。なので、今考えている我々のスラリ

ー安定化の設備につきましては、ある程度のプロセスについては、共通の部分があると思
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ってございますので、それはそれで進めなければいけないというふうに考えてございます。 

併せて、今ちょっと収れんというお話をさせていただきましたけども、25ページに、す

みません、飛んでください。我々、ほかの廃棄物も含めていろいろ考えていく中で、この

表はどういったものかと申しますと、今、水処理廃棄物で出てくる発生量と、あと今後発

生するものも含めて考えていきますと、まず保管量として、これ、22年度末の保管量です

けども、当然ALPSスラリーが非常に多いような状態になっていると。ALPSは今後も運転し

ますので、今後の発生もずっと継続するということも考えていきますと、我々、やはり収

れんも考えていく中とは言いながら、実はALPSスラリーというのは、固化を将来的に考え

ていく中でも、中心的にやっていかなければいけないというところは、我々もこういった

ところを整理していくと承知のものであると思ってございますので、これをまずは中心の

ポイントとして優先的に固化の検討をしていく対象であるということで我々も認識、これ、

表で整理すると明らかなので、整理しているというものでございます。 

これを踏まえまして、すみません、ちょっとページ戻るような形で、24ページになりま

す。我々、ALPSスラリー、固化の検討につきましては、まだまだ明確に実現できるまでの

スケジュールというのが確定できるような状態ではないと、いろいろな不確定要素を持っ

ているというものでございますので、今単純に引くと、2034年ですとか、それぐらいかと

なってしまうのですけども、我々、まずは先ほどの収れんに当たっても、ALPSスラリーと

いうのは数も含めて、非常に中心的なものであるということは認識で持ってございますの

で、引き続き、まずは至近のところでいうと、ALPSスラリーの性状分析等を進めながら、

固化に向けた検討も併せて加速していくのだという認識を今改めて、この収れんの中で見

たというところでございます。この辺を踏まえて、今後引き続きまた検討してまいりたい

と思ってございます。 

こちらの資料、説明以上になります。 

○伴委員 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、規制庁から資料3-2の説明をお願いします。 

○大辻管理官補佐 規制庁、大辻です。 

今、御説明いただいた件について、原子力規制庁の見解をまとめましたので、簡単に御

説明したいと思います。 

1ポツの経緯には、これまで規制庁が言ってきたことに二つの視点がありますので、そ

の経緯を記しています。詳細は割愛しますが、一つ目の視点は、脱水設備自体の担保すべ
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き安全性ということで、セル、グローブボックスに入れることということの指摘をして、

今回、その成立性が示されたというふうに理解しています。 

二つ目の固化処理との関係については、特に固化処理を考えたときの脱水処理の位置づ

けということを問うてきました。それについて、今回、回答がありましたので、それに関

する見解も書いています。 

プラス、先ほどありましたけど、逼迫するHICの保管場所についても、こちらの考えを

記しました。 

2ポツにいきまして、（1）のまず1点目のスラリー脱水設備の成立性ですが、ここについ

ては、フィルタープレス機自体をセルの中に設置して、遠隔操作により運用を行うという

方針が成立するということが今日、東京電力より示されましたので、被ばく低減への考え

方において、差異はほぼ解消したというふうに考えます。なので、今後は審査において、

安全性に関する具体的な内容を確認していきたいと思います。 

再度ですけど、スラリーを保管するHICの保管容量というのは逼迫してきていますので、

本件は着実に進める必要があるというふうに考えていますので、特に設計に大きな影響の

ある要素については、早急に示してもらうことを求めます。 

次ページにいきまして、先ほどありましたけれども、抜出しについては、まだ抜き出せ

ることが確認されているわけではありませんので、審査は同時に進むと思いますが、実ス

ラリーを使用したモックアップ試験の内容については、審査の中で確認していきたいと思

っています。 

この中で、最後の脱水物の保管についてですが、これも審査の中で保管容器で担保する

対策と耐用年数を見るとともに、保管場所についても、耐震クラスの考え方というのも確

認していきたいなというふうに思っています。 

次に、二つ目の視点に移りまして、固化処理への道筋の中での脱水処理の位置づけとい

うことで、今回、東京電力から明確に、スラリーの脱水というプロセスは、廃棄物中の水

分の調整や塩分の除去といったメリットがあって、固化処理の方法によらず、必要である

ということが示されたこと。もう一つ、固化処理開始までに最短で10年を要するという東

京電力の考えが示されて、これによって、10年というのはまだ議論があるかもしれません

が、短期間で固化処理に移行することは難しいということを理解しましたので、脱水をし

て、ある程度安定化した状態で保管することは、リスク低減の観点から、規制庁としても

妥当と判断します。 
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一方、ここは少し東京電力が書かれていることと違う見解の点で、脱水物は保管中に乾

燥がある程度進むことが予想されて、乾燥した部分というのが粉体化する可能性は否定で

きないので、長期間の保管に適しているという部分については、少し議論が必要ではない

かなと思っていて、長期間の保管のための安定な状態がどうあるべきかということについ

て議論を進めるとともに、並行して固化処理について、現在の技術的な検討を速やかに進

めて、安定な状態への移行というのを着実に進めることが必要だというふうに規制庁とし

ては考えています。なので、今度リスクマップを改定する際には、こういう議論を踏まえ

て具体的な目標というのを位置づけたいというふうに考えています。 

あと、この中で最後の点ですが、東京電力が懸念として示されている、固化してしまう

と手戻りがあるんじゃないかという点についてですが、規制庁としては、今スラリーは第

二種廃棄物埋設の対象となる放射能濃度を有するというふうに理解をしていて、これらに

ついては、現行の埋設基準を適用できる可能性が高いと考えているので、これらを考慮し

たスラリーの固化処理への移行というのが最終的な埋設に対して手戻りを生じさせること

は想定していません。 

最後の点ですが、HICの保管場所について、端的に言うと、規制庁は過去にHICの保管場

所が逼迫していることに鑑みて、耐震の観点から、現在の設計での増設というのを一時的

な措置として認めました。今回、先ほど御説明があったとおり、第三施設の横に脱水設備

を移動させることによって、さらに増設ができますというふうな御説明がありましたが、

これについては当然望ましいことではないので、脱水設備を運用するというふうに宣言さ

れていますので、運用したら、当然HICの保管量は減っていくはずですので、東京電力に

対しては、HICの保管量の減少見込みというのと、将来継続的に使用するボックスカルバ

ートというのは、きちんとした耐震性を確保することというのを、以前にもこれはお伝え

していますが、これについては改めて求めたいと思います。 

あと、最後に、今日、資料の中には入れていただいていると理解していて、御説明は割

愛されたと思うんですけど、根本的な対策として、スラリーの発生を低減することという

のが重要だと思っていて、その一つとして炭酸塩沈殿処理というのをバイパスする可能性

について早急に検討していただきたいというふうに思います。今回、資料のたしか最後の

ほうで、今後、試験をして確認していくということを記していただいたと思いますので、

スケジュール等は示していなかったですが、これについては早急な検討を求めます。 

私からは以上です。 
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○伴委員 それでは、議論に入りたいと思います。 

 まず、ただいまの規制庁側からの説明に対して、東京電力いかがでしょうか。 

○徳間（東電） 東京電力の徳間でございます。 

 趣旨、了解いたしました。 

 まずは、スラリー脱水につきましては、成立性を確認して進めてございます。あと、今

後、模擬スラリーではなくて、実機の実スラリーを使ったモックアップの関係、進めてご

ざいますので、計画どおり進めたいと思ってございます。 

 あと、固化処理につきましては、我々の中で、まだ課題があるというところではござい

ますけども、この辺の加速の検討につきましては、お約束していきたいというふうに思っ

てございます。 

 あと、HICの保管につきましては、御指摘のあったとおり、耐震性については、将来設

置については考えていかないというところもございますので、緊急的な対応がもしあるか

どうかというのはありますけども、我々、計画的に行う際に考える中につきましては、耐

震性を考慮したボックスカルバート等の設置を考えていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 あと、最後、我々もちょっと説明を割愛してございますけども、炭酸塩処理のバイパス

の可能性については、検討を進めるということについては了解でございます。今、まだ資

料の中にはございませんけども、資料の中の28ページでございましたが、鉄共沈のバイパ

ス等の我々、検討も進めてございますので、その一環の中でこういった検討も進めていき

たいというふうに考えてございます。ただし、我々、ネックとして考えている一つだけち

ょっとお伝えしますと、炭酸塩のバイパスにつきましては、今後、未処理水で比較的海水

成分の高い水の処理を進めていくというところのミッションも担ってございますので、そ

の辺のバランスを含めながら、ちょっとバイパスについては検討させていただきたいと思

ってございます。 

 以上でございます。 

○伴委員 ありがとうございました。 

 規制庁側から、何か追加のコメントはありますか。 

○田中委員 特に追加ではないのですけど、リスクマップを考えるときに、固体状の組成

物質についてどう対応するのかというようなことが大変重要であろうということで、昨年

度末に検討したときに、こういったものを重点的にいろいろ検討したということがござい
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まして、それを踏まえて、東京電力のほうでもしっかりと考えつつあることは理解いたし

ました。 

また、ここに規制庁の見解というふうなことで、いろいろと書いてございますので、例

えば安定化したものだとしても、ずっと長い間、置いておくと粉体化する可能性があるん

じゃないかとか、もちろん固形化、固体化がいいのかについても、NDFとか等で検討して

いることは分かっているのですけども、やはり我々とすれば、例えばセメント固化という

のを一つの大きな候補ではないだろうかみたいなことを書いています。一歩踏み込んで、

我々も見解として書いていますので、そういうことを踏まえて、また技術会合等で検討し、

そういうのを踏まえて、またリスクマップを改定するときにも本当の議論を踏まえて、今

後考えていきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○飯塚（東電） 東京電力の廃炉技術担当の飯塚でございます。 

 先生、ありがとうございます。固化処理については、重要な課題だと思ってございます。

先ほど徳間からもございましたとおり、あまりにも汎用性といいますか、網羅性を求める

あまりに、いたずらに遅れるというのはよろしくないというふうに考えてございますので、

最もリスクの高いところにフォーカスしていくという戦略はあると考えていますので、今

後とも御指導よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中委員 また同時に、2ページの（2）の最後のポツにも書いていますが、二種廃棄物

としていろいろな規則はあるのですけども、ここへ書いているのは、現行の基準が適用で

きる可能性が高いということまでもしっかり書いていますので、その辺については、そち

らさんから、どういうふうなものが入って、どうなっているのかを説明していただいて、

我々と意見交換しながら確認していきたいなと思いますので、逆に言うと、そこがネック

だから遅れるということもあってはいけないなと思いまして、このことを書いていると思

っています。 

 以上です。 

○飯塚（東電） 東京電力の飯塚です。 

 ありがとうございます。承知いたしました。今後ともよろしくお願いします。 

 以上です。 

○伴委員 それでは外部有識者の先生方、いかがでしょうか。 

 井口先生、どうぞ。 
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○井口名誉教授 はい、元名大の井口です。 

 私のほうから、まず資料の3－1について、システム構成について質問したいと思います。 

 まず10ページに、今回、スラリー安定化処理設備のプロセス概要図が書いてあるんです

けどれも、その中で、真ん中のフィルタープレスで、脱水物については、充填容器にいく

わけですけれども、このろ液は廃液タンクにいきます。廃液タンクにいって、これは設備

から出さないで、1回供給タンクまで戻すというふうになっていると思うんですけれども、

この意味がよく分かんなくて、実際の最初のHICの集まりから供給タンクに入れられて、

フィルタープレスを通して、ろ液になると、そこには若干ろ液にスラリー成分とか、いわ

ゆる溶けているものがあるので、それを次のところに持ってくるんで、回しても、目の細

かいフィルターを用意しないと、結局堂々巡りになるような気がして、いわゆるこのぐる

っと回すところのループの意味がよく分からないので、そこをちょっと教えてください。 

○増子（東電） はい、東京電力、増子から回答させていただきます。 

 こちら、ろ液が供給タンクに戻るラインにつきましては、その目的、理由としましては、

フィルタープレスキーでスラリーを脱水しますと、ある程度スラリーが系統内に残る可能

性を考えております。このろ液を使いまして、系統の洗浄を行うことで、それを解消する

ということで、一部ろ液に関しては洗浄用として確保することを考えております。 

 以上になります。 

○井口名誉教授 分かりました。だから系統の洗浄用の液として使うんですけれども、最

終的にここにスラリー成分が残るというようなことが書いてあって、それについては廃液

貯蔵タンクに持っていくわけですね。この施設の廃液貯蔵タンクに持っていって、またこ

れはALPS処理にかけることになるのですか。 

○増子（東電） 残ったスラリーに関しては、何度かフィルタープレスにかけます。それ

でも残ったものについては、この下流側にフィルターを設けようと考えておりますので、

基本的にはそこで回収するという形です。その上で残った水に関しては、ALPSのほうに戻

しまして、再度処理のほうを検討しております。 

○井口名誉教授 分かりました。目の細かいフィルターを用意するということであれば、

理解できますので、了解です。 

 あと2点目ですね。これちょっと資料の3-2で、今の田中先生からもちょっとコメントが

あったんですけれども、この（2）の、固化処理への道筋の脱水処理の位置付けの中で、

二つ目のレ点の中で、セメント固化をさらに一押しをしているように見えます。しかし、
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実際のALPSの炭酸塩とか、鉄共沈のスラリーの処理に、セメント固化が最もいいのかとい

うと、そんなことは全然なくて、こういうセメント固化を一押しで出して、ここにあるよ

うに、それ以外の複数の技術についてはあまり広げるとよくないという御意見もあったわ

けですけれども、そういうものが二の次になっているような文章というのは、何となくよ

くないんじゃないかというふうに思います。 

 基本的に言いたいことは、少なくともセメント固化が最も有力であるという候補として

はいいんだけれども、次の文章、複数の技術候補を中長期的な検討の対象にする必要があ

るかどうかについては議論が必要であるという文章は、ほかの複数の技術候補も中長期的

な検討対象に議論する必要があるという、そういう形に断定的に書かないといけないので

はないか。要するに、これは何か規制庁としては、セメント固化が確かに経済性とか、過

去の実績があるんで、一押しというのは分かるんだけれども、少なくとも今の場合は、こ

の東電さんの3-1に書いてあったように、化学反応がいろいろ起こって、全然安定性の点

では、セメント固化というのはうまくいってないわけですよね。なので、この辺りの文章

については、少し文言を修正しないと、何というか、勇み足というふうに印象を持つんで

すけれども、その辺りはどういう議論になっているんでしょうか。 

○伴委員 これは規制庁からお願いします。 

○岩永室長 はい、規制庁、岩永です。 

 井口先生、ありがとうございます。先ほどの東京電力の資料の25ページにあるんですけ

ども、我々も一定のそのボリュームゾーン、要はリスクとしてそのボリュームが非常に多

いものに対しての狙いとか、これまでいろいろ議論をしてまいりました。その中にセメン

ト、低温での固化であったり、ガラス固化であったり、いろいろな技術がNDFからも含め

てここで報告があった中で、今どこにフォーカスすべきかというところにおいて、この炭

酸塩スラリーの比較的濃度が低い、3,000基中の多分2,000基以上ぐらいのものは、非常に

含まれている成分が少なかったり、固化しやすい状態のものもあるということがちょっと

背景にあって、こういう書き方になっていますが、御指摘のとおり、少しそこはフラット

なところであっても、それは結果変わらないので、少し書き方は修正させていただきたい

なと思いますが、決して一押しであるとかというよりは、ボリュームゾーンに合った固化

処理は考えられるべきであろうということのメッセージがあります。 

 以上です。 

○井口名誉教授 分かりました。だから言いたいことは、東電さん、これ22ページに、フ
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ィルタープレスの場合で、低温処理の場合のリスクのいろいろ問題がありそうだというこ

とが書かれており、実際にそういうことが起こっているので、それを踏まえて、こういう

規制庁さんのほうの文章も書かないと、少し違和感があるというところで、この少なくと

も最も有力から、議論が必要であるところまでの文章について、少し修文をされたほうが

いいんじゃないかという、そういうコメントしたいと思います。 

 もう一点、最後のレ点のところで、現行の二種埋の基準が適用できるというところは、

非常に踏み込んでいただいて結構かと思うんですけれども、その場合に、セメント固化と

か、従来の固化技術が前提になっていないということ、つまり、ALPSスラリーの固化処理

の新技術でも、それが二種埋の埋設基準に沿ったような埋設ができるという。ふうなロジ

ックにしてもらいたいなと思いました。これは、要望的コメントです。 

 以上です。 

○伴委員 じゃあ最後の点、青木さん。 

○青木主任技術調査官 規制庁の青木です。 

 最後の部分ですけれども、二種埋の基準に関しては、現在、固化方法について、規制側

で何か決めているというものではありません。ですので、固化方法は事業者側で決めてい

ただくと。それは当然埋設の方法にもよるでしょうし、埋めようとする廃棄物の種類にも

当然よるというふうに思っています。 

 ですが、その基準に書いてある内容、例えば影響物質を含めないとか、これはゼロでは

ないですけども、含めないですとか、そういったものに関しては、これは共通するところ

だと思いますので、もし二種埋設という、今で言うトレンチフィット、抽出処分、こうい

う形を取るのであれば、今ある基準に適用するということは、これは当然あってしかるべ

きものですし、それに向けて技術開発するというのは大事なことかなというふうに思って

います。 

 先ほど、二つ目のポイントのところで、セメントのことについて少し補足させていただ

きますと、まずセメントが最も有力ではないかと考えた一番の理由は、日本における実績

の多さです。 

 東電の資料の3-1の22ページに書いてあるとおり、HICのスラリーの化学成分との相性が

余りよろしくないということは、我々この実験をやっている電中研にお邪魔して、実験も

見てきました。見てきたところ、当初セメント、水、さらにこの廃棄物であるものの、い

わゆる比率が非常にセンシティブなのかなということを想定していたんですが、想像より
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はそこまでセンシティブではなく、きっちりペール缶サイズであれば固まるということは

見てまいりました。ただ、その200Lドラム缶にしたときに、やや、固化に影響が出ると。

ここでやや、ちょっと言葉が正しいかどうか分かりませんけど、職人技に近いところがあ

りますので、これを一般化して、よりできればセメント固化は十分可能性がある固化方法

ではないかなと思っております。 

 一方で、ジオポリマーとかのほかの固化方法は、あまりにも実績が少ないがゆえに、い

わゆる先ほど言った職人技がより高いレベルで求められてしまうことがあり得るので、そ

ういったものと相対的に比較した上で、セメントが有力ではないかというふうに我々考え

ているというところです。 

 また、ガラス固化に関しても、日本で実績ややありますけれど、先ほど岩永室長が申し

上げたとおり、このHIC5,000基、立米数にすると1万m3ぐらい、トータルになるかもしれ

ませんけど、これを全てガラス固化するということまで含めて、そういったボリューム感

も含めて検討すべきではないかということは、我々のほうでは思っているというところで

す。 

 以上です。 

○井口名誉教授 井口です。 

 ありがとうございます。今の御説明で、電中研さんの技術開発の成果を御存じだという

ことなので、私の根拠もそこにあるということなので、ちょっと見解というか、そこは違

うような気がするので、そこら辺も含めてぜひ技術的な議論で、そこら辺の文言とか、こ

れから規制側として、どういう固化処理を選ぶかというところについても、意見交換でき

ればいいかなと思いました。ありがとうございます。 

 以上です。 

○伴委員 ありがとうございます。勇み足だという御発言がありましたけれども、多少勇

み足気味にどんどんアグレッシブにいって、いやちょっと待ってよと、今、先生のような

御意見をいただく。それでまた東京電力からもやっぱり、できることはできる、できない

ことはできないといってもらうことが必要ですので、そういう形で議論を進めていかない

と、いやこれも難しいよね、あれも難しいよねと言っていると恐らく進まないのではない

かということを我々は懸念している。その辺をちょっと汲み取っていただければなと思い

ます。 

 では、山本先生、どうぞ。 
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○山本教授 名大の山本です。 

 2点ありまして、資料3-1の13ページ目に、敷地利用計画、書いていただいておりまして、

燃料デブリ関連施設が予定されていたところに安定化施設を置くということで、多分デブ

リこの施設は別のところに移設というか、計画されると思うんですけども、多分行き当た

りばったりに、こういうことは決めてないと思うんですけど、全体的にこのデブリの関連

施設も含めて計画されているんですよねというのを確認したいと思います。これが1点目

で。 

 あともう一つは、スラリーをプレスした後の固化物の長期的な挙動を多分確認する必要

があって、これコールド試験を今からやって、実際に動くまで3年ぐらいはかかるので、

それまでの期間で、脱水物の長期的な挙動の試験をやるように、今から準備しておいたら

いかがでしょうか。 

 以上になります。 

○増子（東電） はい、東京電力の益子です。 

 今、御質問いただいた点、回答いたします。 

 まず、デブリの関連施設の場所に関してですが、14ページ目を御参照ください。当初デ

ブリの関連施設等に関しましては、図に示しておりますように、H9、E、Cエリアのほうを

考えておりました。今回、Cエリアがここの設備で使うということで、ほかの関連施設の

ほうに関しては、H9、Eエリアで検討を進めていくということで考えております。 

 続きまして、2点目の固化物の長期的な状態の確認についてになりますが、こちらは、

今、我々のほうで脱水した脱水物について、期間は短いですが、7ページ目御参照くださ

い。取り出した脱水物を右下写真のように保管容器を想定した状態で保管しまして、その

際に脱水物から水が滴らないかとか、そういったところの確認をしています。 

 これまで最大3か月程度の確認は行っておりますが、それに加えて、完全に乾燥させて、

要は水分を飛ばした状態の性状というのを確認しています。そちらにつきましても、ぼろ

ぼろになるというよりはカチカチになって、容易に飛散しない状態にはなろうかというと

ころを確認してございます。 

 一方で、脱水物を容器に入れて飛散しないかどうかについては、今、先生から御指摘い

ただいたところも踏まえて、ちょっと長期的に確認していくというところは継続で実施し

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○山本教授 名大、山本です。 

 了解いたしました。どうもありがとうございます。 

 以上です。 

○伴委員 はい、ではお待たせしました。橘高先生どうぞ。 

○橘高名誉教授 はい、橘高ですが。 

 ちょっと前から気になっているんですけど、このスラリーという言い方をしていますが、

今回のスラリー、粉体が懸濁液になっているんですけど、多少中にコンクリートのような

微細なものが入っているとすると反応を起こす可能性があると。炭酸化とかですね。これ

は密閉しているから、そこまでいっていないかもしれないですが、HICの下にかなり沈殿

して、固化している可能性があるのかなというのが、ちょっと気になっています。その場

合、溶かす方法もあるんでしょうが、最終的にこの15ページだと、焼却したりということ

になっていると思うんですが、場合によっては沈殿している、固化している可能性がある

としたら、それをちゃんと汚染廃棄物として処理する必要があるかなという。 

 以上です。 

○増子（東電） 東京電力、増子から回答いたします。 

 HICの中で固化していないかというような御質問に関しましては、我々、数基ですが、

HICの底部のほうから実際にスラリーを採取して確認したことがございます。その際は、

流動性が低い、非常にどろっとした状態で存在しておりまして、水を添加すると流動性が

増して、攪拌して流動性が増すというような状態でございました。 

 今後そういったところも踏まえまして、底部の回収装置を24年度目途にホット試験を実

施していこうと思いますので、その他、これまで確認できていないHICがそういう状態に

なっているかというのは、ちょっとそういった場を設けて確認していきたいというふうに

考えております。現状は、そこまで固まっていないのではないかというふうに考えており

ます。 

○橘高名誉教授 はい。ありがとうございました。 

○伴委員 ほかにございますでしょうか。オブザーバーの方いかがでしょうか。 

 高坂さんどうぞ。 

○高坂原子力対策監 福島の高坂ですが。 

 東電さんの資料の3-1の5ページで、フィルタープレス機のセル内に入れるという配置で、

一応成立性が確認されたということで、今日御報告があったので、前進だと思うんですけ
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ど。 

 ただ、この辺を見ると、フィルタープレス機は実績のあるタイプから、例えばろ布をイ

ンセルクレーンでつり上げて、それからホッパーで脱水物を充填容器に落下させて、封入

するというようなことをやるんですけど、従来は圧搾しているフィルタープレス機から直

接脱水物が下に落ちていたと思う。要は言いたかったのは、随分実績のあるフィルタープ

レス機から、セル内の設計にするために随分設計変更をやられているんですけども、設計

変更の管理だとか、新設計に近いんでしょうけど、それの検証をきちんとやらないと、手

順を追ってやらないと、従来から変えていますので、問題ないかというところを十分レビ

ューしていただきたいので、その辺は東京電力さんで、その辺のところをきちんとですね、

実績のあるものから変えたところの設計変更の項目については、きちんとこんなふうに検

証していくんだということも含めて、きちんと検討していただきたいので、それをよろし

くお願いします。その辺は技術会合で、その結果については規制庁さんによく見ていただ

きたいと思うんですけど。この絵を見ても、Wドアシステムだとか、何かバッグポートに

やるやつもあります。一番気になったのは、やっぱりろ布をインセルクレーンを使って、

空中で圧搾して、水を飛ばしているとおっしゃっているけど、それなりに垂れたり、いろ

いろな危険性も伴うので、そういうことで移動するとかいうようなことがあるんで、随分

従来設計から、実績のある設計から変えていると思うので、それについては、くどいです

けど、ちゃんと手順を追って抜けがないように、きちんと設計のレビューをしていただき

たいということがお願いでございます。それが一番気になりました。 

 それから、4ページに戻って、スラリー抜出装置が、モックアップ試験結果を見たら、

まだ問題があるので、スラリーの残ったところは、配管を動かしながら抜き出して、何と

かなりそうだというふうなことをされているんですけれど、それも踏まえてやると、抜出

管の配置だとか、長さだとか、何本かのやつの切替えだとか、かなり自動化の装置を見直

すこともあるので、これもかなり新しい設計に近いところもあるので、きちんと見直して

いただきたいのと。 

 一つ質問は、こちらはスラリーを抜出装置というのは、特に閉じ込め機能として、フィ

ルタープレス機周りみたいにセル内の配置みたいなことやらないんですけど、それについ

ては十分閉じ込め機能はあるような設計になっているんでしょうか。その辺のところは10

ページに、先ほど先生が御覧になったプロセス概要図がありますし、それ見てもあんまり

はっきり分からないし、それから配置図を見ても、その辺のところはプレス機周り、いろ
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いろセル内の構造で工夫されているみたいだけど、スラリーの抜き出すエリアも同じリス

クを伴うと思うんですけど、その辺の閉じ込め機能についても十分考慮して設計していた

だきたいというお願いというかコメントでございます。 

 以上です。 

○増子（東電） ありがとうございます。東京電力から回答いたします。 

 まず1点目の脱水物の取扱いについてになりますが、従前の設計においては、5ページ目

の図にあるような、フィルタープレス機で脱水した後の脱水物に関しては、約6m程度を落

下させて、下にある容器にシュートするような想定でございました。こちらに関しては、

放射性物質を含む脱水物を落下させて、容器に入れるというようなところまでは、実績等

は特になくて、今回のインセルクレーンで扱うといったところも、同様なことになるかと

思っています。 

 今回、設計を大幅に見直しておりますので、変わった設計内容につきましては社内でデ

ザインレビューのほうもございますので、そちらで適切に実施して、漏れがないようにし

ていきたいというふうに考えています。 

 続いて、2点目のスラリーの回収に関してですが、4ページ目の右側に写っている写真に

なりますけども、こちら、ちょっと底部にスラリーが残っておりますが、これは実際に水

でほぐされて、かなり流動性が増したようなものになっております。こちらに関しては、

抜出配管のほうを動かしたりすることで、容易に回収できると思っております。こちらに

つきましても同様に新設計のような設備になりますので、適切に設計レビューのほうを実

施していきたいというふうに考えております。 

○高坂原子力対策監 はい、よろしく検討お願いします。 

○増子（東電） はい、ありがとうございます。 

○伴委員 それではまとめたいと思いますけれども、とにかく今回、フィルタープレス機

自体をセルの中に設置して、遠隔操作で運用を行うという方針、それが成立するというこ

とが確認できましたので、これで審査が進められると思います。速やかに審査を進めてい

きたいと考えていますので、東京電力としてその準備をお願いします。 

 それから脱水の後をどうするか、固化処理をどういうふうに持っていくかということで

すけれども、これも並行して検討していただきたいですし、そこについて必要に応じて技

術会合で議論して、この場で共有していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、議題の4に移ります。議題の4は、汚染水対策の現状と今後についてです。 
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 ALPS処理水の海洋放出が始まりましたけれども、そもそもの発生源である汚染水の発生

量を抑制するということがやはり同時に行われなければいけないというふうに私たちは考

えています。 

 今回の議題では、東京電力の汚染水発生量抑制に向けた現状の取組と中長期的な対策の

検討状況、それを説明していただいて、今後の課題を明らかにして、それをリスクマップ

に反映していきたいと、そういうふうに考えていますので、そういう観点から、資料4-1

の説明をお願いします。 

○山本（東電） 東京電力汚染水対策プログラム部の山本から説明させていただきます。 

 資料4-1、3ページ目です。従来、汚染水対策で今の発生量が幾らで、今後こういうこと

をするよという、どちらかというと来年度、今の取組などを御紹介するような機会が多か

ったんですけども、まずは前回の監視・評価検討会でも全体系をというようなところがあ

りましたんで、何をやっていかなければいけないのかということを1枚にまとめてみまし

た。 

 まず①としまして、左上、地下水、こちらの地下水、約30m3という昨年度の実績書いて

いますけども、こちらは1月から3月の雨が非常に少ない時期の平均的な流入量を30m3とい

うことで記載してございます。こちらにつきましては、何度かこの場でもその御紹介いた

しましたけども、局所的な建屋止水を今進めております。今年度5、6号機をやりまして、

来年度から2年かけて3号機を試験的にやって、残り3年かかるかどうかというのは、具体

的な計画をやりますけど、少なくとも28年度までに1、2、4号機もやっていきたいという

ことで、さらにこの30m3を減らしていきたいということでございます。 

 建屋止水が有効かということに関しましては、解析的に今回①に対して、ちょっと解析

を行いましたので、7ページで御説明させていただきます。 

 まず左下に行きます。従来フェーシングなり、屋根の補修開口部の補修ということで、

雨対策をやっているというところで、こちら昨年の実績でいきますと、約40m3ということ

で、トータル70弱でしたんで、40弱ということですけども、こちらはまさに今、1-4号機

周辺のフェーシングを毎年、特に山側のほうに移って行っているところでございます。 

多少、今年ぐらいからやっと効果が出始めたかなというふうに見えますけど、来年以降に

5割を達成しますんで、効果を見ながら、8割に向けて進めていきたい。併せて1号機、ま

だカバーがついておりませんので、この前、9月の雨でも1号機、なかなかそれなりの流入

がありましたんで、そういうカバーのところをつけた上で対策をしていきたい。 
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 今回、②ということをお示ししました。我々、凍土なり、サブドレンを運用しておりま

すけども、昔、海側、2013～15年ぐらいに海側で汚染が見つかりまして、そこのものを海

洋及びその周辺に拡大しないために地下水を汲み上げて、そちらをタービン建屋のほうに

移送してございます。こちら、今でもWP、ウエルポイントと書いているもので、一部継続

してございます。そちらが1年、この昨年度実績で10m3と少ないんですけども、こちらの

ようなものも今後対策していかないといけないということでお示ししてございます。こち

らに関しましては、やはり今まで①もしくは③という検討をずっと中心にやっておりまし

た。こちら一つのメニューが具体的にありましたので、②については今から、ちょっと今

年度から概念的に検討を開始していきたいと思います。 

 こちらの①～③を対策を踏まえまして、我々は何を目指すかということをその上部のリ

ード文及び下に書いてございます。基本的にはサブドレン及び凍土壁というのは、アクテ

ィブな対策だと思っております。運転に対して入っていく。そうではなくて、基本的に管

理リソースなどを軽減したパッシブな対策を目指していきたいというふうに考えてござい

ます。 

 こちらに関しては、ちょっと政府側の専門家委員会の汚染水処理委員会などもあります

ので、そちらとも併せて議論していきたいと思ってございます。 

 4ページ目、全体的な平面図を示してございます。こちらは今後7ページの解析のために

ちょっと一部モデルの理解を深めるために記載を追記してございます。 

 まず、赤色の丸を見ていただければ、海側ですね。陸側遮水壁、凍土の中のサブドレン

にも、一部1,000～1万というところで、放射性物質、全βですけども、確認するという分

析値ですけれども、確認されますけども、やはり海側のほうで、赤い丸、1万Bq以上の大

きな汚染がいまだに確認できてございます。この汚染が大きく拡大しないように、特に地

下水ドレンは、サブドレンと混合して浄化排水しておりますので、そちらに行かないよう

にWP、ウエルポイントで組んでいるというようなことでございます。 

 こちら、海水配管トレンチ、海側を見ていただきますと、緑色の矢印を交互にしており

ます。こちら5ページで詳細説明しますけれども、凍結管を設置してございませんので、

解析上はこちら、地下水のやり取りの可能性があるということで、ここは深さごとの地盤

のモデルにしてございます。 

 山側を見ていただきますと、図面の下ですけども、ピンク色の矢印をしてございます。

こちら実測でも後で説明いたしますけども、雨が少ない渇水期でも、建屋周辺へのサブド
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レン及び建屋流入が継続しているということで、山側からK排水路やダクトなどを介した

横断物からの地下水流入が継続していると評価してございます。 

 5ページ、6ページは、7ページの解析結果をちょっと解説するようなものですんで、簡

単に説明いたします。 

 横断構造物というものは、凍土というものは凍結すると通せないということで、当初か

らゼロということでやっていましたけども、やっぱり横断物が地盤、相当に地下水を通す

ということで、海側の例を示してございます。 

 6ページ、ウエルポイント、昔から運用しているんですけども、最近御説明していない

というところで説明いたします。 

 左側に断面図で見ますと、ウエルポイントと呼ばれるのは青色の深い、ちょっと深いも

ので5m下から真空引きをしてございます。こちらは2013年に汚染が確認されたということ

で緊急的に設置したものを、今、一部改良しながら運用しているというものでございます。 

 左側、数字を書いています。近傍に測っている水位をT.P.1.0～1.2で運用していまして、

地下水ドレンをそれより20cm～30cm高い、1.2～1.5で運用と書いてございます。 

 こちらは具体的に示したものが、右側のグラフでございます。通常の地下水は、黒色の

雨が降ったら多少上がるというような挙動をするんですけれども、赤色が地下水ドレンの

水位で、それよりも20cm～30cm低くなるように、ウエルポイントで水をくみ上げて、緑色

を赤が下になるようにコントロールしているという状態でございます。 

 そのような状態のもと、①の地下水をどう進めていこうかということで、7ページに解

析の結果を示してございます。 

 一番上が実測でございます。昨年度の1月～3月、先ほど言いました渇水期というか、地

下水がメインであろうという流入のときの状態です。右側の表で、結果というか実測です

ね、建屋流入量は30t、サブドレン200t、この230というものが、1-4号機周辺への流入量

というふうに考えてございます。地下水ドレンが50t、ウエルポイント10ということで、

こちらは実測です。 

 壁なしというようなところ、ちょっとモデルの表現もなかなか難しゅうございます。申

し訳ございません。後ろに20ページ以降にモデルを示してございます。20ページ、壁なし

というのは、陸側遮水壁ない状態でサブドレンを目いっぱい引っ張ったらどうなるかとい

うことを解析的に示したものでございます。 

 一応どのようなモデルを解析したかというのを併せて御説明しますと、21ページは、横
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断モデルで、先ほど来出きました道路の貫通している横断構造物周辺に地下水を流して、

その現状を再現するようなモデルで、緑やピンク色の矢印に地下水を通しているというよ

うな状態でございます。 

 22ページ、本当にそこから行っているのか、凍土は透水性ゼロなのかというようなこと

もありましたんで、ちょっと山側の①の検討ですね、山側だけですけど、透水性を均質と

したモデルも今回御紹介したいと思ってございます。 

 山側、海側ということ、ちょっとこの後、陸側遮水壁でモデル上、話すんですけど、山

側の範囲は22ページの茶色の部分、海側に関しては水の部分と御理解いただければと思い

ます。 

 7ページに戻っていただきまして、壁なしと、こちらの過去の震災前、2,000t以上、

1,300t、汲んでいたものを再現した上で設定していますんで、当然こうなるんですけれど

も、1,000t以上の地下水が確認されるとなってございます。これの差が、今、陸側遮水壁

で遮水している横断間だと考えてございます。この一番上の実測を、横断部の透水性をパ

ラメータスタディして再現したのが3番目のものでございます。こちらがサブドレン、建

屋合わせて230tぐらいで、それを合わしていると。 

 山側の均質モデルというのが、山側の透水係数を、※に左下に書いていますけども、1

×10-6～-7ということで、あまり特殊な材料というよりは通常の鋼管矢板、シートパイルで

すとか、ダムコンクリートというようなところで設定するところでも同じぐらいというこ

とで、今、現状の我々の置かれているステータスは、これぐらいの状況であろうというこ

とで、サブドレンと建てるに合わせて200～240というような状態でございます。 

 これですと今とあまり変わりませんで、さらにこれをよくするために建屋止水というこ

とで、建屋流入量、これは解析ですけれども、昔、400t入るような形で、壁の透水性を設

定してございます。こちら右下の※3に書いていますけども、局所的な止水で、仮にギャ

ップから水が入っていると、ギャップの止水によって1%ぐらいまで流量が下がったという

構外試験がありますんで、それを採用して、建屋止水の見込みをやったところ、こちら10

未満と書いていますけども、解析なり、実測には誤差が出てくると思いまして、10までい

かないということを御理解いただければと思います。 

 こちらサブドレンが動いていまして200、その建屋に行かない部分がサブドレンに回っ

て220、海側、特に対策しておりますので、変わらないという結果でございます。 

 まずは先ほど言いました①の地下水対策について、建屋の流入量ということを極力抑え
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ていくということを目指していきたいということで、28年に目指している範囲が青色とい

うふうにしてございます。 

 この一段下の青と赤のところなんですけど、こちら、先ほど言いました山側の凍土を溶

かしてサブドレンを止めた場合、果たしてどうなるかということをやった解析結果でござ

います。こちら、建屋側には10未満と書いていますけど、多少上と、当然1とか2とかから、

6から7とか、そういうようなところであると、増加しますけど、大きな増加はないという

ことが確認されています。サブドレンなしですので、そのサブドレンの汲み上げ量はゼロ、

その代わり地下水位が上がりまして、先ほどモデル上設定しているその海水配水管トレン

チの底部の水を通すところから海側の2.5m盤に地下水が流れて、結果、海側の汲み上げ量

が増えるという予測になってございます。 

 これでは、ちょっと最終的に増えているというような結果になりますので、先ほど最初

に言いましたように、サブドレン、凍土によらないような対策を目指すためには、やはり

海側は何らか地下水の移行の抑制するものが必要であろうということで。その横断部に、

ちょっと今回は今後具体的な検討していくということで、遮水性ゼロの凍土を入れました

けども、そうするとやっぱり何とか海側のゼロになるということで、こういう世界を目指

していかなきゃいけないだろうというふうに思ってございます。 

 8ページは先ほど来から言っている①の地下水対策ということで、こちらは去年もお示

したもので、局所的な止水、先ほど言いましたように5、6号機を進めてございます。3号

機を来年以降、局所止水がどこまで減るかというとこもありますので、外壁止水として全

体的な止水については検討を始めております。 

 どういう検討しているかということで、9ページで構造壁及び地盤改良なり、既存工法

を中心とした検討をしてございます。 

 ここまでが今までの進め方で、ちょっと最新のデータを併せて御紹介したいと思います。

11ページです。昨年度です。最初に内訳を話しましたけど、建屋流入が70で、2.5m盤中、

その他の作業に起因するものが10ということで、90tということで、雨が少ないものの・

最初の90tということで、着実に減少しているというふうに思ってございます。 

 12ページ、減少している雨が少ないことによるものが評価もしてございます。横軸に雨、

縦軸に建屋流入量、月ごとにまとめてやっておりますけども、最新が赤色、昨年度が緑色

で塗り潰してございます。段階的に一番下側で、先ほど言いましたように、フェーシング、

今から山側は進んできていますので、今年度ぐらいからちょっとずつ傾きが緩くなってこ
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ないかというような形で、データの集積を続けているという状況でございます。 

 こちらが1-4号機の建屋で、13ページ、各号機で、1号機が左上、2号機右上、3号機左下、

4号機右下ですけども、2号機、3号機でも、各対策によってベースが下がって、3号機に関

しては勾配も少しずつ下がり始めているような状態を確認してございます。こちらは今後

もデータ収集を続けていきたいと思ってございます。 

 このような対策を続けまして、14ページで、先ほどの一番最初に松本のほうが言いまし

た、50から70を目指していくということをフェーシングを広げていくこと、局所止水を進

めること。ただ、ここで言いたいのは右で、建屋流入というのは20から40ということで、

局所止水のどの程度入るかというのはあるんですけれども、大分減らせる予測をしてござ

います。そのほかの30m3というのもありまして、こちらの対策もちょっと併せて検討して

いく必要が、全体を減らすためにあろうと思ってございます。 

 15ページは、全体的な全面止水において、課題で何をやっているのということで、やは

り具体的な施工計画を立てていくために、やはり先ほど来、1万Bq、何Bqと赤丸でお示し

しましたけど、あれは地下水のデータなんですね。だから地盤のデータではなくて、深さ

方向のデータではないので、やはり深さ方向の線量というか、そういうものがやっぱり、

まず測る方法から考えていきたいと思ってございます。あと、あわせて埋設物なり既存工

法が使えるかということを今年度ぐらいからやっていきたいと。深部の施工が必要な場合

のものも、ちょっと今後具体化していきたいと思っております。 

 そうなると陸側遮水壁、まだ継続して、28年度程度までは少なくとも使って、それ以降

はちょっとどのように使っていくかは今後検討していきますけど、まだ使用が継続必要に

なりますんで、確実に保全及び監視を継続して、必要に応じてメンテナンス・リプレース

をすることで機能維持をしていきたいと思います。 

 参考で、18ページはサブドレンの今の設定水位と建屋の標高、床面の標高などを記して

ございます。 

 説明は以上です。 

○伴委員 ありがとうございました。 

 それではまず、規制庁からコメント等あればお願いします。 

○岩永室長 規制庁、岩永です。 

 資料の中で、11ページなんですけども、これまでの各施策、要は対策を施してきていて、

今やはり我々として気にしているのは、建屋滞留水の低減をしていったときにサブドレン
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との関係を調整をしていただきたいというのがまず大きくあって、これまで、ここ数年は

建屋の滞留水を下げるということについて、ある程度、容易にではないですけども、下げ

ることができてきていたと。ただし今、現状になって、廃炉との兼ね合いから、建屋滞留

水を下げるということが今どれくらい難しくなってきているかというのを現状知りたいの

と、あといわゆるそれを外に漏らさないということで、サブドレンの水位を高く維持して

いるわけですけども、この維持が今どれくらい必要なのか、あとどれくらい下げられるの

か、まずここの本質的に今、建屋に流入をあえてさせているサブドレンと建屋水位の関係

について、ちょっと解説をお願いしたいんですけども、状況の報告をお願いします。 

○山本（東電） 山本です。 

 サブドレン水の方に、ちょっとまず御説明いたします。18ページを見ていただきますと、

現状の滞留水水位を上からの表の2段目に書いてございます。現状滞留水水位がマイナス、

赤色のところで、1号機が-2.2、2号機は-2.8、4号機はないというところで、床面が-4.8

となりますと、サブドレン水はL値ということで、-0.65ということは1号機で約1.6m、2号

機、3号機で2mぐらいの水位差がついてございます。実施計画上は、800mm+塩分補正とい

うことで1mぐらいまではいけるというふうに思ってございますが、こちら右下に書いてお

ります建屋に貯留する滞留水の定義を見直して、今タービン建屋がまだ排水完了エリアに

なってございませんで、タービン建屋の床面の-1.7が、一つの最大の滞留水の水面という

扱いで、今、-0.65で止まっている状況でございます。 

 こちら実施計画、準備出来次第、何とか年内ぐらいに申請をして、そちらの認可ができ

れば、19ページにありますように、1号の建屋水位にどんどん近づけていくような、そこ

で、あと50cm～60cmぐらいは下げていくことができるというふうに思ってございます。 

○徳間（東電） 続いて、滞留水のほうの低下の今後の考え方になります。まずは至近の

ところでいきますと、プロセス主建屋、HTIのところのほうからいきますと、こちらゼオ

ライトがございますので、それをまずは回収してから、その後、水位低下して、床面露出

に持っていくというところで今考えてございますので、今それに向けた対応で、ゼオライ

トのほうの取り出しの装置、実施計画を申請させていただきまして、モックアップの状況

等を見ていただいてございますけども、その中でどんどん進めていくというのが、まずは

一つのネックになっているというものでございます。 

 あと建屋側でございますけれども、タービンのほうは床面露出まで、リアクター側のほ

うになります。リアクター側のほう、これからまたさらに水位が低下できるかというとこ
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ろで申しますと、実質上、現在設置されているポンプの吸込みにある程度もうかなり近い

ところまで今、水位は下げてきていますので、事実上、今度また新しく深く掘り込んだと

ころに水のポンプを設置するというところが一つの課題となってございますので、それを

設置しなきゃいけないというのが一つ。 

 ちょっと2号機の方は、一部ちょっと深いところにポンプが設置できているというとこ

ろもございますので、もう少し下げられるかというところはあるんですけど、現実味とし

て、今、1、3号機なんかは、もうポンプの吸込みのぎりぎりのところまで来つつあります

ので、その辺がさらに下げられるようなポンプに変えれるかというのと、あとちょっと深

いところにポンプが設置できるか、ちょっと線量が高いので、そういった課題の中で今検

討しているというところでございますので、なかなかすぐさま容量も含めて、このポンプ

の移送ができるような新しいポンプが世の中にあるかというと、今いろいろリサーチして

いる中で、なかなかちょっとそういうようなポンプがないというところは見ていますので、

一時的な水の吐き出しであればできるんですけども、維持というところで考えてたときに、

ちょっとそれを仕様上、確保できるポンプがないというところもありますので、新しいポ

ンプ設置する位置というところとポンプの仕様というところが課題となっていますので、

その辺を踏まえて、我々、検討中というところになります。もう少し時間がかかるかと思

っています。 

○岩永室長 規制庁、岩永です。 

 先ほど説明いただきました資料19ページでありますと、サブドレン水位の設定を実施計

画の変更で-0.65という観点でいっても、たかだか1日5m3ぐらいでの結果でしかないと。

あとは赤を目指す。要はもっと減らす方向に行くとなれば、2号の今の滞留水の高さと、

あとプロシュー類のサブドレンも下げてあげないと、汚染水と接触してしまうというとこ

ろもあって、あと建屋のほうには吸い上げるためのポンプの新たな開発というか、設置も

含めて考えないと、これ以上、サブドレンと建屋水の関係で全体を低減していくというと

ころには、ちょっとなかなかもうサチってきているのかなという認識を持っていいという

ことですね。 

 そういったことを考えますと、先ほどの最初のページで御紹介いただいた、3ページで

御紹介いただいた建屋体、いわゆる全体の汚染水のマネジメントをしていくに当たっては、

手っ取り早いというか、今までいろいろ取り組んでいただいた、まず雨水流入対策、この

フェーシングがある程度、これも面積も、ある程度もうやってきてしまっていると。それ
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で、その中で建屋止水を3号の結果を見て、他号機に展開していくというところが少し、

あと5年ぐらい様子を見なければならないというのが現状だということですね。 

○山本（東電） 3号の結果は、あと2年半ぐらいで出したいと思っております。2年半ま

で出ないのかというと、全部で6か所やっていきますんで、ギャップですから、ある程度

サンドイッチというか、2か所とか3か所やらないと成果が出ないと思いますけども、適宜

どこをやったらどれぐらいになったということは、段階的にお示ししていきたいと思って

おります。 

○岩永室長 結局ですね、今そのようなことを考えたときに、地下水の建屋流入量が30m3

というところに対して、凍土壁なり、サブドレンなり使ったとしても、今現状こうだとい

うところで、我々としては、今、止水対策の中で陸側の凍土壁、あとサブドレン、あと海

側に到達しているか分かりませんけども、建屋の内側からとか、側面からの遮水というと

ころについて役割を、どれくらい効いているかというのをより具体的に知りたいなと思っ

ているのと、これは橘高先生からの御意見もずっとありましたように、凍土壁については、

今、全面に展開しているところに対して、今どこまでこれが有効性があって、どこを例え

ば残すと合理的なのかという議論はしたいと思っているんですよ。それについて、今回は

ちょっと全体を見させていただいたわけですけども、どうしても7ページのような試算が、

前提がちょっと今、御説明はいただいたんですが、なかなか難しくて、理解がぴんとこな

いところがあるので、どうでしょう、これをもう少し砕いた形で説明を今後していただか

ないと、ちょっとこの7ページ、かなり難解だと思っているんですよね。いかがですかね。 

○山本（東電） そうですね、時間が大分限られている中で何とか、ちょっと詰め込み過

ぎている感はあると思いますんで、絞って御説明する機会をどんどん設けていって、相互

理解を進めていきたいと思ってございますので、よろしくお願いいたします。 

○田中委員 4ページのを図を見ても、2.5m盤の中に高いところがいっぱいあるんですけ

ど、これはこの対応については、これから考えていこうということですね。 

○山本（東電） はい。解析的にちょっと防湿以降で溶かしたら、本当にどれぐらい広が

るのかとか、ちょっと今まで正直もう、まず、山側、山側ということで、あまりトライア

ルの計算もしていないので、計算的な話ですとか、調査を踏まえて、今どこの調査が足り

ていないかとか、そういうようなところの検討から始めていきたいと思っております。 

○田中委員 今のところは、これはWPか、ウエルポイントで引き上げて、建屋のほうに入

れているんだけれども、将来的にはちょっと別の方法も含めて考えていくということです
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か。 

○山本（東電） まだ、全然ここから先になると思うんですけれども、基本的な思想とし

たら、汚染範囲をある程度特定した元のその囲い込みを行って、中の地盤への対応という

ことで、先ほど来から出ているような、固化というのがいいのか、それとも注入というの

がいいのか。廃棄物及びその施工方法によって被ばくとかも出てくると思います。そうい

うようなちょっとメニューと、得られる成果というところのメニューとかも考えていきた

いと思っております。 

○田中委員 分かりました。最近、特に港の中での濃度が上がっているということはない

ですね。 

○山本（東電） 開渠内も、コア内も、知り得る範囲では上がっていることはないと。 

○伴委員 規制庁、ほかにありますか。 

 1F検査官室、何かコメントありますか。 

○小林所長 検査官室、小林です。 

 今の田中先生の話を聞いていて思い出したんですけれども、この敷地全体の地下水の流

動解析の最近の積み上げたデータも含めて、考えながら今後の対策をやっていく必要があ

るなと思うのと、それと実際の凍土壁をしばらく使うということを考えると、現場から見

たときは、その維持管理ですね、地盤の隆起も一部あったことも含め、あるいはサブドレ

ンで言えば監視ですね。そういったところも含めて、しっかりこういった計算上の姿に対

して、現場がどうなっているかということを長期的に見ていくという観点から、しっかり

継続して行っていただきたいと思っています。現場では実際の状況、集中豪雨もあり、変

わりますので、しっかり監視をしていきたいと思っております。 

 小林から以上です。 

○伴委員 はい、ありがとうございます。 

 それでは、外部有識者の先生方いかがでしょうか。 

 橘高先生、どうぞ。 

○橘高名誉教授 今回、かなり長期的な計画を示していただいたということなんで、よか

ったとは思うんですが、最終的に、7ページでしたっけ、いろいろな解析があって、この

赤丸、最終的に目指すのは、海側の陸側遮水壁については全部溶かしてといいますか、サ

ブドレンも含めて、もう全部撤去して、建屋周りだけの止水にしたいというふうに私は解

釈したんですけど、3ページで言うと、3ページの図の理想型をぜひ書いていただきたいん
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です。多分この建屋、黄色のサブドレンの間が遮水されて、海側の凍土壁は残すようなこ

とをおっしゃっていましたが、その辺どうするかなんですが、できれば目標として、その

理想的なものに何年後ぐらいに到達するかというのは、何となく目標で持ってもらいたい

かなということと、最終的にそうなったとしても、この黄色いところですよね。やっぱり

ここは気になるんで、それをある程度二重的に、やっぱり凍土壁にある辺りに、やっぱり

遮水壁のような簡単なものかどうか分かんないんですけど、やっぱり必要かなという気が

しています。この2点です。 

○山本（東電） 御質問ありがとうございます。 

 赤色、今から検討して、8ページのところに、海側の対策の工程、今後検討と書かせて

いただきましたけど、基本的な考え方としまして、これに載るような検討を逆算していく

とどうなるかという視点で、今年度からちょっと、どれぐらいの課題があるのか、ちょっ

と果たしてｼﾞﾝｼﾞになんですが、無人施工とかそういうところになると全く載ってこない

可能性があるんですけども、仮に載せるとしたらどういうような工程になるかという視点

でちょっと検討を、今までの分の蓄積も踏まえてやっていきたいと思ってございます。 

 それを踏まえて、理想のあるべき姿と横断図ですかね、3ページ、ちょっとまだ今回お

示しできませんでしたけど、山側に関しては、おっしゃるとおり、サブドレンとこの建屋

の間の建屋のところをもっとウオータータイトにしていくという、一つの対策で考えてい

きたいと思いますけれども、海側に関してもお示しできるように考えていきます。 

 あと、これもちょっとまだ社内で完全に議論し切れていないところがあるんですけど、

最終的にサブドレン、凍土、組合せをどうするのかとか、そういうような議論が当然途中

で出てくるとは思いますけど、まずは単独でも成立するようなものをまず目指して、いき

なり最初から要は組合せありきではなく、まず単独でやっていって、最終的には効果を見

ながら、あるかどうかというのはちょっとまだ何とも言えない。まずは単独でやるような、

あるべき姿ということでお示しして、それを目指していく中で、途中でどうしてもここの

地盤が高くて、ここだけはとか、そういうところは出てくるかもしれません。ちょっとそ

ういうような検討は、御報告しながら進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

○橘高名誉教授 はい、よろしくお願いします。 

○伴委員 ほか、いかがでしょうか。 

 徳永先生、どうぞ。 

○徳永教授 御説明ありがとうございます。すごくいろいろなことが進んで、状況が変わ
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ってきたということをよく理解しました。 

 それから、数値解析を使って考えるということが、議論ができるような段階にまで進ん

だということも、ある種、今後物事を考えていく上で重要なことができるというところま

で、場の理解が深まったとも理解します。 

 4ページのところの陸側遮水壁が横断しているところや、海側のところで横断している

ところとか、山側でも少し水が入ってきているかもしれないと思う場所も、かなり何とい

うんですかね、場の把握もできているということがあるので、計算がそれなりによく、結

果として合っているということだろうと理解しました。 

 そういう意味では、今後その議論をするときに、観測と計算による推定みたいなものを

一緒に考えていくということができるんだろうという期待はございます。 

 田中委員がおっしゃっていた2.5m盤のところの話というのも、今まで触ることがなかな

かできなかった中、議論が始められるということはすごく大事なことだし、クリーンアッ

プの中でも重要なことの一つだと思います。 

 それで質問なんですけど、4ページ目のこのデータは1万Bq/L以上と1,000～1万Bq/Lのと

ころのプロットのみされているんですけども、それよりも低いデータというのがあるのか

ないのかというのは興味があります。すなわち、どの部分が濃度が高くて、どの部分が濃

度が低いということを我々は知っているのか、それとも高いところがここにあるというこ

としか知らないのかというのは、今後手をどうつけていくかというときに、全く考え方が

変わってくるということになると思います。それが1点。 

 それからもう一点は、ウエルポイントで引いているので、水は常に動いているので、汚

染物質も動いているということがあり得ると思います。ですから、時間とともにどういう

ふうにこの濃度の状況が変わっているのかというようなことも、ぜひ共有していただきた

いということをお願いしたいと思います。 

 そのような辺りを知った上で、先ほど東京電力さんおっしゃっていたような、把握をす

るためにどんなことを今後やるのかというような議論を進めていくということが、僕は合

理性があるのかなと思います。という意味で、今後、2.5mのところの汚染の放射能の濃度

が高い地下水及びその土壌について考えていくという意味での情報をぜひ共有していただ

いて、踏み込んだ議論ができればと思います。よろしくお願いいたします。 

○山本（東電） 御質問ありがとうございます。 

 1点目、ちょっと全部は分かりにくくてあれですけど、黒色の点が地下水の水質を測っ
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ている井戸でございます。サブドレンも含めて、陸側遮水壁内に2.5m盤、こちらの黒色の

点は、1,000以下の全ベーターというような形で、今回あえてどこにこういうものがある

かというところで、こういう記載をいたしました。我々、分っているのは、この黒の点の

地下水面近くのデータでございます。 

 どこが調査漏れているかというと、この防潮堤、緑、黄色といいますか、書きましたけ

ど、これと建屋周辺はかなりデータあるんですけど、この間がやっぱりごそっと黒色はほ

とんどありません。昔、斜面だったというのもあるんですけど、ちょっとこの辺とかがや

っぱりもうちょっとデータが必要になってくるとは考えております。 

 以降に関しては、ちょっと今回データしか示しておりませんで、トリチウムがどうなの

かというところとか、やはり全部が全部クリアにはならないんですけど、ちょっとなるべ

く整理して、また御議論できればと思ってございます。ありがとうございます。 

○伴委員 ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

 田中理事長、どうぞ。 

○田中理事長 凍土壁ですけども、これは十分に所期の目的を果たしているんでしょうけ

ども、これは半永久的に寿命というか、耐久性とか何かというのは、もう何というんでし

ょうかね、我々素人考えにも、永遠に凍土壁の維持管理なんかしなくても、十分に所期の

目的を半永久的に果たすことができる素材、素材というか、そういうものかどうかという

ことをちょっとお聞きしたいと思ったんです。 

○山本（東電） 半永久的にメンテナンスなしでは、恐らく想定の機能は難しく、どんど

ん経年たってくると難しくなってくると思います。その場所によってやっぱり一番、配管

とかは構造部材ですんで、棒材自体は大事ですけれども、継ぎ手なりからの漏えいなどが

1年前、2年前とか続いたところもありますんで、やはりそういうところの経年的な地盤の

挙動とか、たまりたまったところが、やっぱり出てきたものも含めた経年的なものがある

ので、基本的にはそちらに関しては計測器を追加して、予防的な保全にできないかという

ことを並行的にやってございます。それも含めてやはり、なかなかフリーメンテナンスと

いうようなところはないので、先ほど3ページで示したように、我々としては将来的には

極力そういう監視のみでできる運転及びメンテナンスが要らないようなものを目指してい

きたいというふうに考えてございますが、なかなかすぐにはできないので、まずは今は一

生懸命サブドレンを含めて、皆様に御心配、極力かけないようにしっかり管理していきた

いと思ってございます。 
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 各部材、特に計測器及び冷凍機ですけど、冷凍機のやっぱり消耗品、当然冷蔵庫と同じ

ですので消耗品とかございまして、そういうものは定期的に交換は今もしてございます。

一応おっしゃっていただくように、当初の目的、当初、ちょっと大きくゼロだというとこ

ろはあったんですけど、それに近づくように追加の対策も行いまして、まだまだ、まだや

れることはあると思っておりますんで、まだまだ減らしていきたいと思っております。あ

りがとうございます。 

○伴委員 凍土壁って、メンテナンスの問題だけじゃなくて、ランニングコストもそれな

りにかかるんじゃないんですか。 

○山本（東電） 具体的に幾らというのはあれですけども、コスト的に言いますと、やっ

ぱり基本的には今、オンオフして点検しているだけなんで、通常でいくと、それほど大き

くはならないんですけど、やはり交換とか、前回、配管で何かあって全体調査とか入りま

すと、やはり数が500か所とか多ございますんで、それが入るとやっぱり、いきなりどん

と負荷が増えるというのがあります。 

 あと、よく聞かれる電気代とか電気料とかなんですけど、基本的には今、凍土単独で電

力メーターをつけていませんので、全体のところで、やはり1番か2番、ちょっとすいませ

ん、詳細のデータを持ち合わせてないんですけど、何割かというようなオーダーだと聞い

て、全体の1年間の、ちょっとすいません、また調べて御紹介できればと思います。申し

訳ございません。 

○伴委員 どうぞ、蜂須賀会長。 

○蜂須賀会長 田中会長の意見と同じなんですけど、地元としては、やはり10年も使って

いる凍土壁が、今おっしゃったとおり、冷蔵庫が壊れると同時に、同じく壊れると思うん

で、私の考えは、正しく凍土壁が動いているうちに別なものを作って、より安全な汚染水

を入れない対策をとっていただきたいと思います。田中会長もそうだと思うんですけど。

ねっ。以上です。 

○山本（東電） 建屋周辺、大分、SGTSも御迷惑というか、御心配をかけましたけど、や

っぱり建屋に大分ああいうものがなくなって、取り付ける場所も増えてきていると思って

おります。今、3号タービンのギアも、やっぱ高線量瓦れきがあったところで、今まさに

今年度、片付けて、来年度以降は取り付けるような状態とかにしていってございます。そ

ういうような建屋近くで、やはりできるようになってきていることで、皆さんに、極力建

屋近くでやることで、雨とかもあまり気にならない止水壁を目指していきたいと思います
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んで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○伴委員 よろしいですか。それではオブザーバーの方いかがでしょうか。 

 高坂さんどうぞ。 

○高坂原子力対策監 すいません、福島の高坂ですが。 

 7ページで、2028年度にそれぞれ以降に目指していく状況というので書いてあるんです

けど、よく分からないけど、今までのやつを全部整理していただいているので、私も汚染

水処理対策委員会に出ているので大体分かっているんですけど、最終的に狙うのをですね、

どこかという話がよく分からなくなってきて、建屋止水のところを見ると、やっぱりサブ

ドレンを今まで使ってきて、たくさん使ってもきましたけど、汲み上げ量が随分減ってき

ていますけど、それは使うことはやぶさかじゃないと思うんですけども。あと問題はやっ

ぱり地下水ドレンとウエルドレン、ピットの水ですね。これが従来、運転中はなかったや

つなんで、これを何とかしないといけないところだと思うんですけど、最終的にどの辺を

落としどころにするかというやつと、建屋止水のやつもいろいろ検討状況がありますけど

も、それも要は全体的なスケジュールに落としていただいて、計画を具体的に、どの対策

をどうしていくんだということを整理していただいたほうが分かりやすいと思うんですけ

ど。最終的に何を狙っていくんだと。本当に建屋流入、理想的にはゼロなんでしょうけど、

本当にゼロが可能なのかどうか。 

 今ここに話題がありませんけど、将来としては、燃料デブリの取り出し工法との絡みも

かなりあるので、それで、かなりやり方が途中で大幅に狂ってしまう可能性もあるので、

それも含めて、少し全体の計画をせっかく整理していただいているので、時間はかかるか

もしれませんけど、何を狙っていくんだと。 

 それから、なかなか県側として言いにくいんですけど、ALPS処理水のタンクの放水も始

まって、安定しているので、あれの中には東京電力さんの従来の説明だと、当面はとにか

くタンクの容量を減らすので、タンク内に貯留しているALPS処理水を放出していくという

んだけど、日々発生する量も、タンクにたまっているものも中に含めて、同時に処理して

いくんだというようなこともあったので、それも全体的に含めて、将来的にはどういうふ

うな形で持ってくんだということをもう一回整理するいいチャンスじゃないかと思うんで

すけども。具体的なちょっとコメントになってないかもしれませんけど、少し先を、どう

いう形を最終形にするのかというところを明瞭に、スケジュール感を持って検討していた

だきたいということでございます。 
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○山本（東電） 東京電力、山本でございます。 

 サブドレン、おっしゃるように、今回はある建屋への地下水流入量という一つの観点だ

けでも、止めてもも大丈夫な対策はどういうものだろうか、どういうよう要求品質なのか

ということで、ちょっとまとめた方向性ですので、じゃあ、その上でサブドレンどうする

のというところとかは、また違った観点も出てくる可能性もあるんで、ちょっといろんな、

多角的な目で見ていきたいと思ってございます。 

 やはり、でも、昔と違うのは、やはり浄化しながらの排水になりますんで、それほどや

っぱり当社としては毎日毎日、1,000tとか1,500tとかそういう大きな量を汲むというより

は、今ぐらいの量ぐらいであればいいなというのは正直あります。当然、デブリの取り出

しの工法なり、そういうものによってはもうサブドレン自体が全部、場所とかそういう建

屋室も全部コンビネーションで変わる可能性もあるんで、あわせて検討していきたいと思

います。 

 日々処理の放出に関しましては、一番最初に松本が申しましたように、年度末にまず来

年度、どこを放出するかというところ、今検討してございます。ちょっとその設備なり濃

度なりとか、そういうものもありますんで、そういうのも含めて、いきなり全部は難しい

かもしれませんけど、段階的にお示しできればと思ってございます。 

 以上です。 

○高坂原子力対策監 分かりました。すいません。 

 あと19ページで、建屋間ギャップの貫通部の震度分布だとか、外壁部の貫通部の震度分

布ってありますけど、やっぱり、屋根からの流入とかの雨水対策がかなり進めば、あとは

一番大きな流入源というのは建屋間ギャップの貫通部からの流入が多いと思うので、これ

の図面を見ると、それよりも地下水位を下げれば、建屋間ギャップからの流入量が減ると

いうお話があるので、やっぱり大事なのは、建屋間ギャップの止水とかのやつをできるだ

け早く進めていただいて、それで建屋の流入量を、地下水の流入を減らすと。 

 それからもう一つは、とにかく雨水対策は、直接入ってしまうので、雨水対策について

はぜひ計画的に早めに進めていただくということで、かなり流入量が減るんじゃないかと

思うんですけども、それは検討していただきたいと思います。 

○山本（東電） 計画できているものは、特に遅滞なく進めていきたいと思います。また

御指導よろしくお願いします。 

○伴委員 ありがとうございました。こうやって、まず全体像を見せていただいて、それ
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で議論できたというのは非常に有意義であったと思いますけれども、ただやっぱり細かく

見ていくと、何ができるのか、それをやったらどう変化するのかというのが、なかなかま

だ見えない中で、非常に難しいところがあると感じました。 

 まずはできることからやっていくという、そういう方針だろうというふうに理解しまし

たけれども、これは引き続き議論が必要だと思いますし、何かやったときにその効果がど

うであったか、どういう変化が表れたかというのは、やはり適宜共有していただきたい。

それを積み重ねていくことで、全体として本当にどういう組み合わせで、どういう順番で

やっていくのがいいのかという、もっと大きな議論を進められると期待していますので、

ぜひお願いします。 

 それでは、以上でこの議題を終了いたしまして、議題の5、その他に移ります。 

 本日、資料配布としたものについて、もし御意見等あるいは御質問等ございましたらお

願いします。 

○正岡企画調査官 規制庁の正岡です。 

 資料5-3について、今、審査中、8月に申請されて、今審査中の試験的取出し作業との関

係で、何点か確認させていただきます。 

 資料5-3で、今回ちょっと説明がなかったんで、まず自分の認識が合っているかという

確認なんですけど、結局はあれですかね、読ませていただいた限りだと、ハッチのボルト

の固着状況を見る限り、なかなかペネの堆積物、ケーブルの樹脂とか、多分シール部の溶

けたようなものだと思うんですけど、それが今想定しているAWJでは除去できない可能性

が出てきたのかなと。その場合ですね、この資料で言うと16ページにありますように、も

ともとアームが入るとき、隙間が非常に小さいということで、この堆積物が除去できない

限り、なかなかアームが進入できないと。そうすると今想定している、今審査している手

法では、なかなか内部調査、試験的取出しというのを早期に行うことが困難になってきた

と。 

一方で、当然、もともと年度内にそれらを開始するという目標を立てているので、堆積

物を取らずにアクセスできるような、17ページにあるようなものを並行して考え出したと

いう、まずそういう資料だという理解でよろしいでしょうか。 

○中川（東電） 東京電力福島第一から中川から回答させていただきます。 

 今、御指摘ありました点ですけれども、資料5-3の16ページにお示ししてますように、

今、ハッチのボルトの固着が確認されて、その対応、固着解除の対応等、実際現場で進め
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ているところになります。そういった固着が新たに、想定よりも固着が強いといったとこ

ろを確認されているところを踏まえますと、この後のボルト全て除去した後のハッチ開放

ですとか、その後のペネ内、16ページにお示ししているようなペネ内の堆積物の除去作業

においても、この堆積物は除去が完全にできない可能性も考える必要があるといったとこ

ろで、弊社、社内議論しまして、17ページにお示ししているような別の手立てについても

並行して考えるというところで、この報告をしたものになります。 

 とはいえ、この堆積物状況につきましては、16ページの右側の写真、3Dスキャンの結果

でお示ししているように、2020年の10月の調査の結果、この際に、実際、三つ指のもので、

ちょっとこの接触、触ってみて、ある程度、泥状のものでかき取れるような状況も確認し

てございます。ですので、そういった点も踏まえてモックアップをやって、この堆積物除

去できると、できるであろうといった見込みも得ておりますので、まずは現行で試験して

いるロボットアーム、こちらで内部調査試験を取りあえず進めるといった点については、

変更はしておりません。 

 それの補完する役割として、17ページにお示ししているようなテレスコ式のものも考え

ていくといったところで、まず我々としては、現行のロボットアームで作業を進めること

で、実際、今準備をしているところになります。 

○正岡企画調査官 規制庁の正岡です。 

 ありがとうございます。そうすると、ちょっと今の審査との関係を気にしてまして、今、

話の途中では、完全に撤去できないかもという話があったんですけど、それはあれですね、

短期間では無理かも分かんないですけど、最終的には何か取れそうだという見込みのもと、

よって今やっている審査というのは引き続き、準備をしていくというか、進めていきたい

という御発言だと思っていいですかね。 

○中川（東電） はい、おっしゃるとおりでございます。 

○正岡企画調査官 了解しました。分かりました。 

 技術的には手戻りが生じないとか無駄じゃないということが前提であれば、当然、技術

基準適合性というのは独立して確認できるものだとは思っているんで、技術会合でのコメ

ント回答を準備できたら、粛々と審査のほうは独立してやっていけるのかなと思っていま

す。 

 その上で、テレスコ式、この17ページはあれですかね、今後、実施計画の中に入れ込む

とか、最終的にこれを使うという御判断があれば、そういうプロセスを経ると思っていて
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いいんですかね。 

○中川（東電） 東京電力、中川でございます。 

 御指摘いただいたとおりでございまして、まず、現場のハッチ開放を進めた後の堆積物

除去作業ににおいて、実際堆積物の状況、除去状況を確認いたします。その上で、現行の

ロボットアームが使用可能かどうかといった点も踏まえて、御指摘いただいたように、仮

に17ページのテレスコ式の装置でやる必要があるといった点が出てきましたら、改めまし

て実施計画での審査をいただきたいといったところで、ここは調整させていただきたいと

いうふうに考えております。 

○正岡企画調査官 規制庁、正岡です。 

 了解しました。今の段階でそういう話であれば、当面は今の現状審査をしっかり対応し

ていただいて、僕らも基準適合性をしっかり確認していくということで、その後、適時情

報を共有していただいて、この中に入れるのか、別申請になるのか、本当にやるかやらな

いかを含めて、そのときに御判断ということで理解しました。 

 とりあえず自分からは以上です。 

○岩永室長 規制庁、岩永です。 

 ちょっと確認ですけども、今のロボットアームの件については難航していることは理解

と。ケーブル類が恐らく焼けて、かなり固着しているような状態だというのも理解しつつ、

このテレスコ式をもし工法として挙げるのであれば、並行ではないですけど、何かが分か

ってからテレスコ式の審査を受けるということについて、要はタイムスケジュール的な観

点から、それが本当に、今の御説明が、我々がどう受け取っていいのか、ちょっと分から

なくて、そこ、現時点ではっきりはしてないんでしょうか。 

○中川（東電） 東京電力、中川でございます。 

 この17ページのテレスコ式の装置も検討し始めたといったところでございまして、並行

して、例えば審査いただくですとか、そういったところについては、まだ我々のほうでも

準備が必要というふうに考えております。 

 その上で、実際これ使う使わないといったところに関しまして、実際のいつ、どのタイ

ミング、どの時期になるかといったところも出てきますけれども、そこにつきましては工

程をしっかりまた精査して、お示ししていきたいというふうに考えております。 

○岩永室長 規制庁、岩永です。 

 むしろ、その切り替えるところですね。テレスコ式で行くぞというところの、その判断
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するポイントが遅いと、我々の審査はそれから始まりますから、いずれにしても何をやり

たいか、何を達成すべきで、装置依存なのか、それともやはりどうしてもロボットアーム

を使いたいのか、それとも、とにかく取り出していきたいのかというのをどこかで判断し

ていただかないと、ちょっとその後から後追いでという形になると、我々も結構マンパワ

ーも含めて、時間をそちらの都合に合わせることができない状態になってくるので、そこ

はちょっと十分速やかに考えていただきたい。 

○中川（東電） はい、承知いたしました。その点、整理して、またお示しするようにい

たします。 

○正岡企画調査官 規制庁、正岡です。 

 室長がちょっと踏み込んで言っていただいたんで、見る限りにおいて、テレスコ式で、

審査側として気にしているのは、恐らくエンブロージャーみたいな形にはならないんで、

実際の取り出しのときの受け渡しを含めた閉じ込めと、あと作業員被ばくというのは、当

然東京電力としてもいろいろ考えていると思うんですけど、その辺は審査としてはしっか

り見ていくことに、申請がもしあればですけど、見ていくことになろうかなと思っており

ます。 

 工程についても、当然スケジュールありきじゃなくて、安全第一にというのは当然なん

ですけど、今、岩永から言ったように、もともとの今の審査、やっているやつですね。が、

恐らく年度内にやるために、年内ぐらいに処分希望と、認可希望というのをいただいてい

るんで、実際に、どっちでやるか分かんないですけど、今言ったように速やかに申請、説

明などをしていただいても、相当その審査期間を考えるとなかなか厳しい時間になってき

ていると思っていますので、申請する前であっても議論できる場はあるんで、今言った審

査のポイントを踏まえて、きちんと準備でき次第、説明をしていただければと思っていま

す。 

 以上です。 

○飯塚（東電） 東京電力の飯塚です。 

 ありがとうございます。まず、先ほどもおっしゃっていただいた審査のポイントは、恐

らくこのテレスコ式を使うとなった場合、その閉じ込めですとか、ハンドリング、作業員

のということだと思います。使うペネトレーションはX-6ですので、安全評価という観点

では現行と変わらないことになりますし、あとデブリのハンドリングも最終的にグローブ

ボックスに接続させることになりますので、そこも多分一緒で、中身が変わるところとい
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うことがメインになるかと思います。 

 あとですね、これを使うというふうに弊社として決めた場合には、そういう意味では速

やかに、今、設計検討を進めていますので、御相談に上がりたいということと、あと当然

審査期間につきまして、御相談になりますので、当社の中で実施計画として認可していた

だきたい、あとは申請したいと申し上げている案件全て含めて、何を優先すべきなのかと

いうことをよく検討した上で、御相談に上がりたいということかというふうに考えてござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○伴委員 端的に言って、こちらのメッセージとしては、この試験的取り出しが年度内と

いうことになっていますので、そのお尻を考えたときに、もう相当厳しいですよというこ

とを申し上げたいということです。 

○飯塚（東電） 拝承です。 

○澁谷企画調査官 1F室、澁谷です。 

 ちょっと話は変わりまして、資料5-1の1、2号の排気筒ドレンサブピットなんですけれ

ども、排気筒上部に蓋を設置して以降も、16ページにあるように、いまだにちょっと137

セシウムが高い状態が続いているということと、12ページにあるように、汚染源がそろそ

ろ特定できるんではないかという時期に差し掛かっている頃だと思いますので、汚染源を

まず特定していただいたら、今度はそこの汚染源をどのように除去するか、その辺のスキ

ームも今後検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

○田中（東電） 東京電力、田中と申します。福島第一の方から回答させていただきます。 

 コメントどうもありがとうございます。これまで調査をしてきてまいりまして、流入箇

所、2か所と限定してまいりました。この2か所のマンホール、もしくは排気筒からという

ふうに考えておりまして、この2か所、どこからの汚染物の影響が高いのかというのを今

後調査してまいりたいと思います。分かった結果、今御指摘いただきましたように、どう

やって除去していけばということを次のステップとして考えてまいりたいと思います。御

指摘ありがとうございました。 

 以上です。 

○伴委員 ほかにございますでしょうか。 

 高坂さんどうぞ。 
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○高坂原子力対策監 すいません、福島の高坂です。 

 資料の5-2で、3月16日に発生した、22年ですね、耐震評価結果の詳細点検結果と書いて

ある。随分、これ回答が伸びちゃっていて、今回最後だと思うんですけども、1ページに

未回答分が書いてあって、上から三つ目の、これ規制庁さんからの御指摘ですけど、ちゃ

んと地震動とか地盤モデルをきちんと妥当性を検証することということで、一回、100回

の監視・評価検討会で回答があったみたいですけど、やっぱり一番気になっているのは例

のタンクエリアで、なんでああいう連絡管のところが、継ぎ手のところが非常に大きな変

位が出たのかということがあって、それについてはタンクエリアの地盤モデルとか、その

評価の仕方とか、その辺の検討をちゃんとやってくださいって話が残っていたと思うんで

すけど、それを検討を進めており、年末または年明けの検討会で報告予定と書いてあるん

ですけど、いろいろあって大変なんでしょうけど、随分長いんですけど、これが大事なこ

となので、確実に年末または年明け、できれば年末にしてもらいたいんだけど、そういう

ことを進めていただきたい。要はそれで早く地震に、3月16日までの地震に対する対応を

ですね、終わりにしていただきたい。 

 1ページの下で、私が言ったコメントに対する耐震評価については、これは今回説明、

御報告と書いてあるんですけど、後ろの回答、具体的にないんですけど。これもですね、

タンクエリアの応答も含めて、3月16日の地震と2月13日の地震で、同じような規模の地震

がありましたけど、それぞれ設備関係の影響が違っていましたと。二つの地震に対する地

震動のデータがいろいろ取れているので、二つを考えると、よりいろいろ原因とか事象が

追えるんじゃないかということで、周期の違いだとか方向の違いだとかというのを含めて、

タンクの、特に一番気にしているのはタンクエリアなんですけども、そういうやつに対す

る評価をですね、二つの地震動を使って、うまく評価してみてくださいという趣旨のコメ

ントだったんですけど、それに対する回答は今回の御報告で十分ないので、年末か来年の

早々にやる、上から三つ目のコメント回答のときに合わせて、その辺も含めて回答してい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○伴委員 よろしいでしょうか、東京電力。 

○福島（東電） 計画・設計センターの福島と申します。 

 タンクエリアの地盤の妥当性に関しては今検証を進めておりまして、観測記録との比較

ということで進めております。ただ、地震計につきましては、設置方法についてコメント



93 

をいただいていますので、地震計を設置し直したという経緯がございます。地震計を設置

し直した後の適切な観測記録との比較ということで行っておりますので、時間がかかって

いるということでございます。早めに回答できるようにいたしたいと思います。申し訳ご

ざいません。 

 以上です。 

○高坂原子力対策監 一番最後の、私の質問に対する回答は、見直していただけるんでし

ょうか。 

○福島（東電） 耐震評価自体が、そういう周期とか考慮した状態で評価をするものです

ので、耐震評価自体がそういった考慮になるかなと考えておりましたので、今回ちょっと

耐震評価したということで回答したつもりでしたけれども、ちょっと趣旨と違うというこ

とでしたので、改めて2.13と3.16の影響の比較ということで検討して、何らか回答したい

と思います。 

○高坂原子力対策監 はい、お願いいたします。 

○伴委員 それでは、もしこの後、何かお気づきの点があれば、メール等で御連絡をいた

だければと思います。 

 それでは本日の議論での主な指摘、確認事項を共有したいと思います。事務局からお願

いします。 

○大辻管理官補佐 規制庁、大辻です。 

 本日の確認事項です。議題1のALPS処理水の海洋放出ですが、まず規制庁監視情報課か

ら行ったコメント、海域モニタリングでの今後の東京電力の確認を注視していくという話

と、あと井口委員からいただきました東京電力の分析のプロセスも継続的に確認すべきと

いうコメント。そして蜂須賀委員からいただいた上流水槽での希釈後水の放出前の分析は

しばらく続けるべきではないかというコメントを記しています。 

 議題2のペデスタルの関係では、いろいろ議論はありましたが、ここに残す事項として

はなしとしました。 

 議題3のスラリーの脱水設備に関しては、まず井口委員からいただいた複数の技術候補

というのを固化処理についてフラットに議論すべきではないかという点と、東電から一部

回答ありましたが、山本委員からいただいた脱水物の長期的な挙動のコールド試験を行う

べきではないかという点、あと最後に高坂オブザーバーからいただいた設計変更について

抜けがないようにレビューを行ってほしいとの意見を記しています。 
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 議題4の汚染水対策については、まず橘高委員からいただいた海側の対策を含めて長期

的に目指す姿と、そのスケジュール感というのを示してほしいということ。あと徳永委員

からいただいた海側対策を考える上で、2.5m盤の汚染状況と時間による汚染の変動を示し

てほしいという御意見。あと最後に田中理事長と蜂須賀委員からいただいた凍土壁が機能

しなくなる十分に前から代替策を検討して、適時に運用できるようにしてほしいというコ

メントを記しています。 

 あとその他ですが、原子力規制庁からの確認をした2号機試験的でデブリ取出しについ

てですが、補完的に検討している方法については実施計画の申請について検討し、考えを

早急に示すことということ形で残しました。 

 私からは以上です。 

○伴委員 議題4の三つ目の括弧の中、田中キオイは要らないんじゃないですか。 

 いかがでしょうか。抜けているとか、あるいは趣旨が違うとかいうことがありましたら

御指摘いただければと思いますが。 

 よろしいですか。 

 それでは、この資料については当日作成資料としてホームページに掲載いたします。 

 そのほか、全体を通して何か御意見等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 では以上をもちまして、特定原子力施設監視・評価検討会の第109回会合を閉会いたし

ます。大変長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 


